
庁議における審議要旨 

日時 

令和７年１１月１９日 午後２時００分～午後２時４０分 

場所 

庁議室 

出席者 

区長、副区長、副区長、教育長、総務企画部長、管理部長、区民生活部長、地域文化スポ

ーツ部長、産業経済部長、環境清掃部長、福祉部長、健康部長、健康推進担当部長、子ど

も家庭部長、防災都市づくり部長、土木担当部長、会計管理部長、教育部長、総務企画課

長、企画担当課長、財政課長、広報課長 

付議案件 

１ 「荒川区読書活動推進プラン」の素案について 

２ 荒川区地域福祉計画の素案について 

３ 重症心身障がい児通所支援事業者に対する補助事業の実施について 

審議の要旨 

１ 「荒川区読書活動推進プラン」の素案について 

ゆいの森課長及び地域図書館課長から資料に基づき説明があり、了承。 

 （主な意見・質疑） 

  〇今回の庁議付議に至るまで、検討委員会も設置して意見をいただき、その内容を

プランに反映しているという認識でよいか。 

・ 学識経験者や東京都書店商業組合荒川支部等の外部委員及び庁内関係部署で

構成する荒川区読書活動推進プラン検討委員会を設置し、その様々な意見を盛

り込んでプランの素案を作成している。 

 

２ 荒川区地域福祉計画の素案について 

福祉推進課長から資料に基づき説明があり、了承。 

 （主な意見・質疑） 

  〇策定委員会を設置して議論をし、それを素案に盛り込んでいるという認識でよいか？ 

・ 庁内関係部署で構成する策定委員会を設置して議論するとともに、福祉団体等

からも意見をいただき、その意見を盛り込んで素案を作成している。 

  〇包括的な支援体制を整備する重層的支援体制整備事業が記載されているが、区民

は既存の窓口でどのような相談をしてもよく、その窓口で解決できないものがあ

った場合には各窓口へつなげていくという認識でよいか。 

・ そのとおりである。これまでも、各窓口で相談を受けて他の窓口へつなぐ対応

をしてきたところであるが、それを組織的に運用できるようにするものであ

る。これまでは、各組織間・窓口間での個人情報の共有が難しかったが、今回

の法改正により、組織間・窓口間での個人情報の共有ができるようになった。 

 

３ 重症心身障がい児通所支援事業者に対する補助事業の実施について 

障害者福祉課長から資料に基づき説明があり、了承。 



配付資料 

１ 「荒川区読書活動推進プラン」の素案について 

２ 荒川区地域福祉計画の素案について 

３ 重症心身障がい児通所支援事業者に対する補助事業の実施について 

 



（説明者　ゆいの森課長・地域図書館課長）

（説明者　福祉推進課長）

（説明者　障害者福祉課長）

○ 今後の庁議日程

１２月　２日（火）　午後　　４時００分～

１２月１２日（金）　午前　１０時００分～

3 重症心身障がい児通所支援事業者に対する補助事業の実施について

庁議付議予定案件
（令和７年１１月１９日　午後　２時００分～）

1 「荒川区読書活動推進プラン」の素案について

2 荒川区地域福祉計画の素案について





[庁議説明資料・令和７年１１月１９日] 
 

件 名 「荒川区読書活動推進プラン」の素案について 

ポイント 

子どもの読書活動の推進に関する法律及び荒川区豊かな心を育む読書のま

ちづくり条例に基づく「荒川区読書活動推進プラン」の素案を策定したので報

告する。 

内 容 

区は、子どもの読書活動の推進に関する法律に基づき、平成１８年４月に荒

川区子ども読書活動推進計画（第一次）を策定後、計画における成果と課題の

点検及び評価を行い、地域の実情に合わせて５年ごとに策定してきた。 

令和５年４月に「荒川区豊かな心を育む読書のまちづくり条例」（以下「読

書のまち条例」という。）を施行してから初めての計画策定にあたり、あらゆ

る世代を対象とした「荒川区読書活動推進プラン」（以下「本プラン」という。）

として新たに策定する。 

 

１ 概要 

（１） 目的 

これまで学校図書館・区立図書館が中心になり推し進めてきた読書活動

を、「読書のまち条例」の施行を経て、区民・区内事業者・区等、地域が一

体となって行うことで、これまで以上に本に親しみ、分かち合い、豊かな

心を育むまちづくりの実現を目的とする。 

なお、子ども（０歳から１８歳まで）のみを対象とした「荒川区子ども

読書活動推進計画（第五次）」については、本プランに内包する。 

 

（２） 本プランの位置づけ 

本プランの策定にあたり、読書のまち条例施行後初めての策定となるた

め、本プラン策定の根拠を子どもの読書活動の推進に関する法律に加え、

読書のまち条例を区独自の根拠法令とし、図書館をはじめ、関連部署、区

民、事業者を含めた地域全体で取り組むための、読書のまち条例の理念の

具現化に向けた読書推進プランと位置付ける。 

 

（３） 基本目標 

「地域が一体となって読書活動を推進し、 

誰もが生涯にわたり豊かな心を育むことのできるまちづくり」 

 

（４） 本プランのポイント 

    読書を愛するまち・あらかわ宣言で掲げられた理念と、読書のまち条例、

及び荒川区子ども読書活動推進計画に基づき、区における読書の状況に関

する課題を、区立図書館の現状やアンケート結果をもとに分析し、施策の

柱を策定した。 

 

課題① 図書資料の充実および区民等に向けた取組 

令和６年度区政世論調査からは、図書館に行って良かったことは、「資 

料の充実」、「長時間ゆっくりくつろげること」、「小さい子どもと一緒に

過ごすことができる」であった。引き続き図書館における蔵書の収集と

充実（読書バリアフリーを含む）し、図書資料へのアクセス向上に取り



組む。また、区立図書館が、滞在型の施設としての環境を整備し、子ど

もたちのサードプレイスとなる取組を重点的に実施していく。 

 

課題② 不読率の低減 

     区内の子どもやその保護者、成人を対象に、１か月の読書量を調査し

た結果、高校生の不読率（１か月に１冊も本を読まない割合）が６割以

上で突出して高く、また、成人については約４割の不読率であった。学

校等と連携し、乳幼児から中学生までの間に読書習慣を形成するととも

に、高校生が読書に対し、興味や関心がもてるよう取組を強化する。ま

た、引き続き、成人が本に触れる機会を創出するとともに、ボランティ

ア活動や地域交流の場等として、まずは図書館に来館するきっかけとな

るような取組を実施していく。 

 

課題③ 地域全体での読書活動 

     読書のまちづくりを目指していくためには、暮らしと読書がつながり、

本が身近にある環境を整備する必要がある。そのため、区立図書館だけ

でなく、学校や地元書店、街なか図書館をはじめとした事業者等、あら

ゆる主体が読書活動を推進するための環境整備と、地域の子どもが主体

となって事業を企画する等、よりニーズに合った事業を実施し、地域で

の読書活動及び地域のつながりとその循環を生む取組に努める。 

 

課題④ 区民等が読書体験を互いに共有する力の養成 

    アンケート調査結果によると、全世代で、本を紹介し合うことや、感

想を共有する取組が大切だとの回答が最多であった。読書のまちづくり

の実現に向けて、引き続き家読（うちどく）を推進し、家族のコミュニ

ケーションを図り、絆を深めていく。さらに、家庭という枠を超え、読

書の楽しさを発信し合い、人と人とが共有できる機会を創出することで、

あらゆる人が本を介して交流し、世代や地域間のつながりを作れるよう

推進していく。併せて読書のまちづくりを地域一体で行うために、参加

者の発言を促し、合意形成や問題解決を円滑に進める役割を担う「ファ

シリテーター」となる区職員の育成にも重点的に取り組む。 

 

（５） 施策の柱及び施策 

   基本目標の実現に向け、前述のポイントを踏まえて、次のとおり３つの

「施策の柱」を定め、それぞれに３つの施策を整理した。 

【施策の柱１】 

読書環境の整備および充実 

～いつでもどこでも、誰もが自由にのびのびと 

読書に親しめる環境を整備します～  

   

【施策の柱２】 

    全世代の読書啓発および体験の充実 

～本が持つ無限の可能性と魅力的な読書体験を提供し、 

読書と共に成長し暮らすことの喜びと豊かさを広めます～ 

 



【施策の柱３】 

    地域を読書でつなぐ取組 

～読書の楽しさを分かち合い、地域と人、人と人がつながり、 

生き生きと活躍できるまちをつくります～ 

 

【課題に対応する施策の柱について】 

主要な課題 対応する主な施策の柱 

課題① 図書資料の充実および 

区民等に向けた取組 
柱１ 読書環境の整備および充実 

課題② 不読率の低減 
柱２ 全世代の読書啓発および 

体験の充実 

課題③ 地域全体での読書活動 

柱３ 地域を読書でつなぐ取組の推進 課題④ 区民等が読書体験を互い

に共有する力の養成 

 

（６） 計画期間 

令和８年度から令和１２年度までの５年間とする。 

 

２ 検討体制・経過 

 本プランは、学識経験者、東京都書店商業組合荒川支部、担当副区長及び関

係部署で組織する、荒川区読書活動推進プラン検討委員会（以下「検討委員会」

という。）を設置し、読書推進プランの素案を検討した。 

 

 令和７年 ７月２５日 第１回検討委員会 

      ９月２２日 第２回検討委員会 

     １０月１７日 第３回検討委員会 

今 後 の 

予 定 

令和７年１１月２７日 文教・子育て支援委員会 

１１月２８日 教育委員会定例会 

１２月 １日～１２月２１日 パブリック・コメント実施 

令和８年 １月 第４回検討委員会 

２月 教育委員会定例会 

    文教・子育て支援委員会 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

１１月２７日 － １２月１日 １２月１日 － 

＜主管部課＞ 地域文化スポーツ部ゆいの森課・地域図書館課 

 

 

 





 

 
 

１ 荒川区読書活動推進プランの概要  

 

 

 

                           

 

２ 本プランの位置づけ                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 基本目標および施策の体系 

≪基本目標≫ 
 

 
 
  

≪施策の体系≫ 

＜施策の柱１＞ 読書環境の整備および充実 
       ～いつでもどこでも、誰もがのびのびと 

読書に親しめる環境を整備します～ 

重 

点 

実施主体 

図
書
館 

学
校
等 

区
民
・ 

事
業
者
等 

そ
の
他 

施策１ 読書環境の整備および充実      

１ 世代を問わず読書に親しめる環境の整備      

 

（１）区立図書館資料の収集と充実   ○      

（２）区立図書館システムの利便性の向上とＤＸ化の推進 ○  ○      

（３）区立図書館のアクセシビリティの向上とサードプレイス化の推進   ○      

（４）区立図書館資料の図書館以外での活用による読書環境の整備   ○ ○ ○ ○ 

２ 生涯にわたる読書習慣を身につけられる環境の整備      
 （１）児童施設等の読書環境の整備   ○ ○ ○ ○ 

 （２）学校図書館の蔵書の整備 ○ ○    

 （３）学校図書館の活用   ○   

 （４）区立図書館における子どもを対象とした資料の収集と充実   ○      

 （５）区立図書館の子どもにとって居心地のよい空間の整備 ○ ○      

 
（６）学校図書館および区立図書館のデジタル社会に対応した読書環境の整備と多

様な子どもの読書機会の推進 
○ ○   

 
  

 （７）学校図書館と区立図書館の連携   ○ ○    

地域が一体となって読書活動を推進し、 

誰もが生涯にわたり豊かな心を育むことのできるまちづくり 

本プランは、区の基本構想との整合を図

りながら、読書のまち条例の考え方の具現

化を図るものです。 

また、「子どもの読書活動の推進に関する

法律」に基づき、策定努力義務となってい

る「子ども読書活動推進計画」について

は、本プランに内包します。 

◆ 本プランは「荒川区豊かな心を育む読書のまちづくり条例」に基づいています。 

◆ 「荒川区豊かな心を育む読書のまちづくり条例（読書のまち条例）」が掲げる目的を実現する際

に必要な、読書活動推進のためのアクションプログラムです。 

◆ 「荒川区子ども読書活動推進計画（第五次）」を内包し、子どもから大人まで、あらゆる人を対象

にしています。 

 

 
 

施策２ 読書バリアフリーの整備および充実      

１ 読書に困難のある人への取組 
重 

点 

 実施主体 

図
書
館 

学
校
等 

区
民
・ 

事
業
者
等 

そ
の
他 

 （１）区立図書館における読書に困難のある人に配慮した取組の充実   ○      

 （２）学校図書館と区立図書館の連携による障がいのある子どもに対する取組の充実  ○ ○   

 （３）地域全体で障がいのある人の読書を理解するための周知活動の実施 ○  ○    ○ 

 （４）障がいのある人への取組を強化するための研修等の実施  ○ ○  ○ 

２ 日本語を母語としない人への取組      

 （１）区立図書館における日本語を母語としない人へのサービスの充実   ○      

 
（２）学校図書館および区立図書館における子どもを対象とした外国語図書の 

収集と整備 
  ○ ○ 

 
 

施策３ 読書活動の推進体制の整備および充実      

１ 身近な読書環境の周知および読書に対する関心の醸成      

 （１）区立図書館の積極的な活用を促す取組   ○    ○ 

 （２）宣言および読書のまち条例の周知による読書に対する関心の醸成 ○  ○ ○  ○ 

 

＜施策の柱２＞ 全世代の読書啓発および体験の充実 
       ～本がもつ無限の可能性と魅力的な読書体験を提供し、 

        読書と共に成長し暮らすことの喜びと豊かさを広めます～ 

重 

点 

実施主体 

図
書
館 

学
校
等 

区
民
・ 

事
業
者
等 

そ
の
他 

施策１ 本を読む人を増やす事業の充実      

１ 大人を対象とした読書啓発      

 （１）読書の効果や魅力が実感できる事業の実施  ○   ○ 

２ 子どもや若者を対象とした読書啓発      

 （１）子どもや若者が読書を好きになる事業の充実  ○  ○ ○ 

 （２）子どもや若者と関連機関が連携して行う、子どもや若者の視点に立った読書活動の推進  ○ ○ ○ ○ ○ 

 （３）学校図書館の魅力的な書棚の充実   ○   

 （４）不読率低減に向けた取組の強化 ○ ○ ○ ○ ○ 

３ 全世代を対象とした読書啓発      

 （１）本を読まない読書機会の実施 ○ ○  ○ ○ 

施策２ 読書活動を深める事業の充実      

１ 大人の読書活動に関する事業      

 （１）大人のニーズを意識した読書活動の支援  ○    

２ 子どもや若者の読書活動に関する事業      

 
（１）子どもや若者の興味関心を喚起・育成し、心と知的好奇心を満たす読書活動 

の支援 
 ○ ○  ○ 

 （２）子どもや保護者の家庭での読書活動に対する支援  ○ ○  ○ 

 （３）学校における読書活動の支援および指導   ○   

 （４）学校図書館および区立図書館における子どもの個別最適な読書機会の提供 ○ ○ ○   

３ 全世代の読書活動に関する事業      

 （１）区立図書館の電子資料を活用した読書活動の支援 ○ ○    

1

荒川区読書活動推進プラン（素案）　【概要版】



 

 
 

施策３ 課題解決型読書活動を推進するための事業の充実      

１ 大人の課題解決型読書活動推進のための事業 
重 

点 

実施主体 

図
書
館 

学
校
等 

区
民
・ 

事
業
者
等 

そ
の
他 

 （１）荒川区に関連する地域資料と調査支援の充実 ○ ○   ○ 

 （２）ビジネス支援サービスの充実  ○  ○ ○ 

 （３）区立図書館のレファレンス・情報提供・課題解決サービスの充実  ○    

２ 子どもや若者の課題解決型読書活動の推進のための事業      

 （１）学校図書館を活用した授業におけるプレゼンテーション能力の育成   ○   

 （２）小論文コンテストや図書館を使った調べる学習コンクール等の実施  ○ ○   

 （３）区立図書館における中学生と高校生を対象とした文献調査方法の案内の充実 ○ ○    

 

 

＜施策の柱３＞ 地域を読書でつなぐ取組の推進 
       ～読書の楽しさを分かち合い、地域と人、人と人がつながり、 

生き生きと活躍できるまちをつくります～ 

重 

点 

実施主体 

図
書
館 

学
校
等 

区
民
・ 

事
業
者
等 

そ
の
他 

施策１ 自己実現および社会貢献のための取組      

１ ボランティア活動と協働に関する取組      

 （１）区立図書館のボランティアの育成 ○ ○  ○  

 （２）読書活動に関連するボランティアとの協働事業の拡充  ○  ○ ○ 

 （３）学校図書館におけるボランティアとの協働事業の実施   ○ ○  

２ 民間事業者等との連携による読書活動に関する取組      

 （１）あらかわ街なか図書館を地域資源として活用した取組の推進  ○  ○ ○ 

 （２）地元書店との協働事業の実施  ○  ○ ○ 

 （３）区内民間事業者の読書活動の支援および参画機会の拡充  ○  ○ ○ 

３ 地域全体で行う読書活動に関する取組      

 （１）読書を地域に循環させる取組の推進  ○ ○ ○ ○ 

 （２）子どもや若者を主体とした地域をつなぐ読書事業の実施 ○ ○  ○  

施策２ 人々が交流するための取組      

１ 読書体験を共有し分かち合うための取組      

 （１）読書体験を分かち合い、人と人とがつながるイベントの開催 ○ ○    

 （２）子どもや若者同士がつながり、読書体験を分かち合うスキルを身に付けるイベントの開催   ○    

 （３）本を読む力・味わう力、読書体験を深める力・共有する力の養成  ○   ○ 

施策３ 読書活動と人をつなぐための取組      

１ 地域が一体となって読書活動を推進するための取組      

 （１）地域と協働で読書のまちを実現するための区職員のスキルアップ ○ ○   ○ 

２ 区内外に読書のまちを発信するための取組      

 （１）読書を愛するまちの文字・活字文化の推進によるシティプロモーションの一層 

の取組 
○ ○ ○  ○ 

 

 

 

 
 

Plan

Do

Check

Act

４ 荒川区読書活動推進プランの実現に向けて 

（１） 本プランの推進状況の把握 

本プランに掲載した施策は、ＰＤＣＡサイクルに基づいて、区民のニーズを捉えながら、具体的

な読書活動推進事業内容を計画し、各年度で計画した内容と実際の取組状況や達成度等を、事業

毎に設定した指標を基に点検・評価します。そして、乖離がある場合には軌道修正を行っていきま

す。大きな修正・変更が必要となる場合には、プランの見直しを行います。 

    点検や評価方法については、毎年度、読書活動推進事業を実施する関係部署により組織するプ

ロジェクトチーム（ＰＴ）を発足し、各部署における柱ごとの取組を共有するととともに、組織

横断的に連携を図ることで、効果的かつ効率的に事業の実施ができないか等を協議し、次年度に

生かしていきます。 

    なお、毎年度ＰＴ等において、プランに沿って読書推進につながる事業を実施していきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）家庭、学校、地元書店、区内事業者との連携                 

本プランに掲げた施策を着実に推進し、基本目標を達成するためには、図書館だけでなく、家

庭、学校、地域、地元書店、区内事業者が「豊かな心を育む読書のまちづくり」の主体として、実

現に向けて一体となって取り組んでいくことが必要です。 

そのため、主体すべてが密接に連携・協働して荒川区の読書活動を推進していきます。 

（３）効果的な情報発信                    

本プランに掲げた施策を効果的に推進していくためには、区民の読書に関する興味・関心を高

め、主体的な参画・利用を促していくことが不可欠です。また、本プランの趣旨や各施策につい

て、家庭や地域に対して積極的かつ分かりやすく情報を発信していくことが必要です。 

そのため、プランの趣旨や各施策について、区民に積極的かつ効果的に情報を発信していきま

す。また、情報発信に際しては、区立図書館内での周知に限らず、区立施設や街なか図書館等にも

協力を得ながら、ＰＴ等でより良い周知方法を話し合い、対象者全員に情報が行きわたるよう工

夫していきます。 
 

プランの策定 
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施策・事業の実施 

取組成果の点検・評価確認（毎年度） 
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「読書を愛するまち・あらかわ」宣言 

 

読書は「心の栄養」です。 

読書を通じて、言葉を学び、考える力を身につけ、感性を磨き、想像力を豊かにし、

人生を自ら切り拓いていく力を育みます。 

 

読書は「夢のタイムマシーン」です。 

読書を通じて、あらゆる時代の人々の多様な生き方を知り、文明の歩みを知り、宇宙

の広さ、未来の世界を知ります。 

 

読書は「魔法の磁石」です。 

読書を通じて、人とつながり、地域とつながり、世界中の人々の喜び、悲しみ、苦し

み、希望とつながります。 

 

荒川区は、読書を心から愛し、読書の素晴らしさを未来社会の創造者であり守護者で

もある子ども達に伝え続けるため、次のことを誓い、ここに「読書を愛するまち・あ

らかわ」を宣言します。 

 

一 絵本の読み聞かせをはじめとする子どもの読書活動を推進します。 

 

一 若者から高齢者まで生涯にわたる読書活動をサポートします。 

 

一 本と人を結び、人と人とがふれあう創造性豊かなコミュニティを醸成します。 

 

一 図書館を文化活動の拠点とし、多彩な事業を展開します。 

 

一 ゆいの森あらかわを中心に、地域図書館、学校図書館、街なか図書館が連携し、

本が身近にあるまちづくりを進めます。 

 

平成３０年５月２７日 荒川区 

 

起草委員会委員長 柳田 邦男 

副委員長 小林 敦子 

委員 銭谷 眞美 

山崎 一穎 

藁谷 友紀 



荒川区豊かな心を育む読書のまちづくり条例 

 

我がまち荒川区は、温かみのある下町らしい文化を受け継ぎ、古くからの歴史及び伝

統を随所に残しつつ、新しさを幾重にも織り込んだ文化を形成し、発展してきた。 

そうした中で、先人の知恵を学び、発展させ、次世代へ継承していくため、絵本の普

及啓発、あらゆる世代を対象とした蔵書の充実、中央図書館の開館、学校図書館の整備

等、様々な取組を展開してきた。その後、こうした取組及び精神を未来につなげていく

ために、「読書を愛するまち・あらかわ」宣言を行った。 

この「読書を愛するまち・あらかわ」宣言を踏まえ、誰もが読書を楽しむとともに多

世代が交流することができる図書館づくり、本に親しむきっかけとなる事業の充実等、

読書活動に関する取組を進め、これにより、読書の意義及び重要性について、区民等の

関心及び理解が着実に深まりつつある。 

荒川区は、今後、これらの取組について更に発展及び充実をさせ、「読書を愛するま

ち・あらかわ」宣言の理念をより一層深めるとともに、区民等及び事業者の読書活動に

関する取組を促進し、地域が一体となって、あらゆる世代の区民等が生涯にわたり豊か

な心を育む読書のまちづくりを推進していくため、この条例を制定する。 

(目的) 

第 1 条 この条例は、読書活動について基本理念を定め、区の責務並びに区民等及び事

業者の役割を明らかにするとともに、読書活動に関する取組の基本的な事項を定める

ことにより、あらゆる世代の区民等が生涯にわたり豊かな心を育む読書のまちづくり

を推進し、幸福を実感することができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 区民等 区の区域内(以下「区内」という。)に住所を有する者、区内の事務所

若しくは事業所に勤務する者又は幼稚園、保育所等若しくは学校等に在籍する者を

いう。 

(2) 事業者 区内において事業活動を行う全てのものをいう。 

(3) 幼稚園、保育所等 区内の幼稚園(学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 1条に

規定する幼稚園をいう。以下同じ。)、保育所(児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)

第 39 条第 1 項に規定する保育所をいう。)その他これらに類する施設等をいう。 

(4) 学校等 区内の学校(学校教育法第 1 条に規定する学校(幼稚園を除く。)をい

う。)、専修学校(同法第 124 条に規定する専修学校をいう。)、各種学校(同法第 134

条第 1 項に規定する各種学校をいう。)その他これらに類する施設をいう。 

(5) 読書活動 読書、読書の支援その他読書に関するあらゆる活動をいう。 

 



(基本理念) 

第 3 条 読書活動は、読書が豊かな心を育むとともに、知識、教養、コミュニケーシ

ョンの能力等を高め、人生を充実させる上で大切な役割を担うものであることに鑑

み、地域が一体となって、誰もが読書に親しみ、学び、心豊かに暮らすことのでき

るまちを目指し、読書活動を推進するものとする。 

 

(区の責務) 

第 4 条 区は、前条に定める基本理念にのっとり、区民等が様々な機会において身近

な場所で読書に親しむことができる環境の整備その他の区民等及び事業者の読書

活動に資する施策を実施するものとする。 

2 区は、前項の施策の実施に当たっては、区民等及び事業者と連携するとともに、

区民等及び事業者の相互の連携を促進するものとする。 

 

(区民等の役割) 

第 5 条 区民等は、日常生活において読書に親しみ、生涯にわたり学び続けるととも

に、読書活動への参加及び協力を通じて相互に交流するよう努めるものとする。 

2 区民等は、家庭において、本との出会いを大切にし、読書に親しみ、読書活動を

通じて家族との一層のコミュニケーションを図り、読書の楽しさを共有するよう努

めるものとする。 

 

(事業者の役割) 

第 6 条 事業者は、その従業者、その事業の利用者等が日常生活において読書に親し

み、生涯にわたり学び続けるとともに、読書活動への参加及び協力を通じて相互に

交流することができるよう、その事業の特性に応じて、その従業者、その事業の利

用者等の読書活動の質の向上及び読書に親しむことができる環境の充実に努める

ものとする。 

2 事業者は、区民等、他の事業者及び区と連携し、地域が一体となって読書活動に

関する取組を推進することができるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

 

(幼稚園、保育所等における取組) 

第 7 条 幼稚園、保育所等の運営等をする者は、その運営等に係る幼稚園、保育所等

において、子どもの個性及び発達段階に応じ、絵本の読み聞かせ等を通じて子ども

が本に親しむきっかけを作り、子どもの想像力及び感性が豊かになるよう、必要な

措置を講ずるよう努めるものとする。 

2 幼稚園、保育所等の運営等をする者は、その運営等に係る幼稚園、保育所等にお



いて、保護者等に対し、絵本の読み聞かせ等を通じた家庭における家族とのコミュ

ニケーションの大切さ等について周知するよう努めるものとする。 

 

(学校等における取組) 

第 8 条 学校等の運営等をする者は、その運営等に係る学校等において、児童、生徒、

学生等(以下「児童等」という。)の個性及び発達段階に応じ、児童等が日常生活及

びその授業等の中で読書活動に取り組むきっかけを作り、児童等が読書活動に取り

組む意欲を高めることができるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

2 学校等の運営等をする者は、その運営等に係る学校等の教育活動において、児童

等が主体的な読書活動を行い、豊かな心を育み、知識、教養、コミュニケーション

の能力等を高め、生きる力及び人生を切り拓
ひら

いていく力を身に付けることができる

よう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

(荒川区立図書館等における取組) 

第 9 条 区は、荒川区立図書館(荒川区立図書館条例(昭和 25 年荒川区条例第 17 号)

第 1 条に規定する荒川区立図書館をいう。以下同じ。)において、区民等が生涯に

わたり読書活動に取り組むきっかけを作り、その読書活動の課題の解決を支援する

ため、図書その他の必要な資料の収集、読書に関わる人材の育成等を行うとともに、

文化活動の拠点として、荒川区立図書館におけるサービスの充実を図り、多様な事

業の展開に取り組むものとする。 

2 事業者及び区は、地域において相互に連携し、荒川区立図書館その他の施設にお

けるそれぞれの読書活動に関する取組の質の向上及び読書に親しむことができる

環境の充実に努めるものとする。 

 

(障害等を有する区民等への支援) 

第 10 条 区は、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害等の有無にかかわら

ず、全ての区民等が日常生活において等しく読書に親しむことができるよう、必要

な支援を行うものとする。 

 

(読書活動推進月間) 

第 11 条 区民等の間に広く読書活動についての関心及び理解を深めるとともに、区

民等が積極的に読書活動に取り組む意欲を高めるため、読書活動推進月間を設ける。 

2 読書活動推進月間は、11 月とする。 

3 区は、読書活動推進月間において、その趣旨にふさわしい事業を実施するものと

する。 



 

(委任) 

第 12 条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区教育委員会が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、令和 5 年 4月 1 日から施行する。 
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第１節 荒川区読書活動推進プランの概要             

１ 荒川区読書活動推進プランの目的 

本プランは、これまで学校図書館および区立図書館が中心となり推し進めてきた読

書活動を、読書のまち条例に基づき、区民・区内事業者・区等、地域が一体となって

行うことで、これまで以上に本に親しみ、分かち合い、豊かな心を育むまちづくりの

実現を、区全体で目指すための具体的な行動を体系的にまとめたプランです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    荒川区読書活動推進プラン策定の趣旨 第１章 

◆ 本プランは「荒川区豊かな心を育む読書のまちづくり条例」に基づいています。 

◆ 「荒川区豊かな心を育む読書のまちづくり条例」が掲げる理念を実現する際に必

要な読書活動推進のためのアクションプログラムです。 

◆ 子ども読書活動推進計画（Ｐ３参照）を内包し、子どもから大人まで、あらゆる

人を対象にしています。 

※ 「荒川区読書活動推進プラン」は、以下「本プラン」といいます。 

※ 「荒川区豊かな心を育む読書のまちづくり条例」は、以下「読書のまち条例」といいます。 
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なお、本プランにおいて、子ども（０歳から１８歳まで）のみを対象とした部分に

ついては、「荒川区子ども読書活動推進計画（第五次）」に位置づけ、子どもたちが将

来的に地域の読書活動の主体となり原動力となるような施策にすることで、豊かな心

を育むまちづくりの実現を図ることを目標としました。 

子ども読書活動推進計画は、これまでと同様に、区における成果と課題および国が

定める第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」、および東京都の「第

四次東京都子供読書活動推進計画」を踏まえ作成しています。区の実情に応じ、区立

図書館と学校の取組や連携、乳幼児のいる家庭への啓発や支援などを盛り込み、推進

の具体的な内容を示しています。 

荒川区子ども読書活動推進計画 

平成１８年４月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき「荒川区子

ども読書活動推進計画（第一次）」を策定後、国および都の方針を踏まえ、計画に

おける成果と課題の点検および評価を行い、地域の実情に応じ５年ごとに策定し

てきました。 

令和３年４月には「荒川区子ども読書活動推進計画（第四次）」を策定し、令和

３年度から令和７年度までの５年間における、子どもの読書環境の充実を図るた

めの取組を示し、区立図書館のみならず、学校や児童施設等と連携を図りながら、

各学年に合わせた取組を行ってきました。また、４か月児健診に合わせて本をプレ

ゼントする「ブックスタート」事業を開始するなど、乳幼児期から本が身近にある

環境を支援するため、当該事業の実施に際しては、地域の人にボランティアとして

関わってもらうなど、地域が一体となった読書のまちづくりを推進してきました。 

 

荒川区子ども読書活動推進計画（第五次）基本目標 

 本プランに内包する「荒川区子ども読書活動推進計画（第五次）」については、

子どもの自主的な読書活動を推進することで、生きる力を育むことを目指し、「地

域一体となって読書活動を推進し、生涯にわたる読書習慣を形成する」を目標とし

ました。 

 

子ども読書活動推進計画を本プランに内包することによる効果 

○ 生涯にわたる読書を念頭においた、長期的な視点および読書に困難のある人を含

む、あらゆる人を対象にした視点を導入する。 

○ 地域ぐるみによる、全世代を対象とした取組の一環として、学校と地域の連携・

協働に関する取組を掲げ、学校を核とした地域力の強化につなげる。 

○ 全世代を対象とした取組を一体的に推進することで、相乗効果を創出し、区独

自の特色ある内容とすることが可能となる。 
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２ 本プランの位置づけ 

本プランは、区の基本構想との整合を図りながら、読書のまち条例の理念の具現化を図る

ものです。また、「子どもの読書活動の推進に関する法律」において策定が努力義務となっ

ている「子ども読書活動推進計画」については、本プランに内包します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 本プランの期間・対象・策定体制等 

（１）期間 

期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。 

 

（２）対象 

 読書のまち条例第２条に挙げている、あらゆる世代の区民等（区内に住所がある人

だけでなく、区内の事務所や事業所に勤務する人、幼稚園、保育所、学校等に在籍す

る人）を対象とします。 

 

（３）策定体制等 

本プランの策定にあたっては、学識経験者や地元書店、区関係部署職員で構成する

「荒川区読書活動推進プラン検討委員会」を設置して検討しました。 

 

 

荒川区基本構想 

荒川区豊かな心を育む 

読書のまちづくり条例 

荒川区読書活動推進プラン 

・子どもの読書活動の推進に

関する法律 

・第五次「子ども読書活動に

関する基本的な計画」 

・荒川区子ども読書活動推進

計画 

荒川区子ども読書活動推進計画（第五次）を含む 

4



                             第２章 読書活動の取組状況と課題 

 

 

 

 

 

 

第２章 読書活動の取組状況と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



                             第２章 読書活動の取組状況と課題 

 

 

 

第１節 本プラン策定の背景                      

１ 区立図書館における取組 

区立図書館では「知の拠点」として、資料・情報の収集および提供や、読書活動推

進のための事業を積極的に実施し、ビジネス支援といった課題解決型サービス等に取

り組むとともに、より便利で使いやすいホームページの整備や、電子書籍の貸出・閲

覧が可能な「荒川区電子図書館サービス」の導入等、ＤＸ（※）の推進によるデジタ

ル社会の進展に伴う利用者の利便性向上にも積極的に取り組んできました。また、「荒

川区子ども読書活動推進計画」の策定と実施により、子どもの自主的な読書活動を推

進することで生きる力を育むという目的の実現を目指し、様々な事業を実施してきま

した。子どもたちのみならず、一般・シニア・障がい者向けのサービスの実施や、ビ

ジネス支援等、様々な利用者に向け、多様なニーズに応える読書活動推進の取組を実

施してきました。 

平成２８年度には「荒川区立図書館の運営に関する基本的な考え方」（平成２９年

３月策定）において、読書のまちあらかわを推進していくことを明らかにしました。

「読書のまち・あらかわ」は、豊かな読書環境の整備を進めることで人と地域がつな

がり、さらに、子どもたちが成長し大人になって、次の世代を主体的な読書活動に導

く役割を果たすといった、読書の好循環を生むまちであり、子どもから高齢者まで、

誰もが読書に親しみ、学びながら心豊かに暮らすことができるまちであると定義しま

した。そして、区立図書館は、区民・学校・事業者やボランティア・その他の行政機

関等と一体となり、「読書のまち・あらかわ」の実現に向けた取組をさらに推進する

という目標を掲げました。 

 

※ ＤＸ…Digital Transformation の略。ＩＣＴの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に 

変化させること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    読書活動の取組状況と課題 第２章 
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＜区立図書館の入館者数＞（単位：人） 

 
※ 令和２年度から４年度は、新型コロナウイルス感染症により休館・利用制限を実施。 

 

＜蔵書数および貸出数の推移＞（単位：点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料の予約数とＷｅｂ予約の内数＞（単位：点） 
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２ 区立小・中学校における取組 

学校図書館では、平成１８年度、文部科学省の「学校図書館図書標準（※）」で定め

る蔵書数１００％を満たす図書の配置を全校で達成し、高水準を維持してきました。

令和６年度末現在、小学校では１７０％前後、中学校では１４０％強となっています。

また、１９年度には学校司書を全校配置し、２１年度には週５日配置するなど、蔵書

の充実、読書活動の推進を先駆的に実施してきました。 

さらに、平成２１年度には、学校図書館支援室を核とした、学校図書館支援体制を

構築しました。令和２年度からは、学校図書館活用推進のため、学校図書館支援員・

学校図書館スーパーバイザー・教育センター司書の３名構成としました。各校の学校

図書館を訪問し、その活用方法についてアドバイスを行い、学校図書館活用に関する

研究授業や協議会等に講師として指導、助言を行うこと等、各学校における子どもの

読書の質と幅を広げる授業での活用支援を行っています。  

 ※ 学校図書館図書標準…文部科学省が定めた学校図書館に整備すべき蔵書の標準（詳細は４２ページ

を参照） 

 

＜荒川区学校図書館支援室の組織図＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育センター所長 

統括指導主事・指導主事 
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＜区内小・中学校における学校図書館の活用状況＞ 

＜小学校＞ 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

蔵書の図書標準に対する割合（％） １６９ １６８ １７１ 

貸出冊数（１人当たり/年） ８７．１ ９２．１ １１９ 

授業での活用時数（１学級当たり/年） １１１．４ １２９．６ １４４．４ 

 

＜中学校＞ 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

蔵書の図書標準に対する割合（％） １４０ １４２ １４５ 

貸出冊数（1 人当たり/年） ９．５ １１．２ １０．３ 

授業での活用時数（１学級当たり/年） ８８．９ １０３．５ １０８．１ 

 

 

３ 読書環境整備における取組 

 区内には、５か所の区立図書館と２か所の図書サービスステーション（※）を設置して

います。 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

この他に、区役所やふれあい館等の区立施設、および区内の病院や飲食店等の民間

施設８３か所（令和７年３月３１日時点）に区立図書館のリサイクル本を活用した「あ

らかわ街なか図書館」を設置しています。 

※ 図書サービスステーション… 

近くに区立図書館がなく、サービスが十分に行き届きにくいと思われる地域において、図書の貸出

や返却、予約等を実施するために設置する施設 

 

 

 

区立図書館 

中央図書館（ゆいの森あらかわ） 

南千住図書館 

尾久図書館 

町屋図書館 

日暮里図書館 

汐入図書サービスステーション 

（南千住図書館分室） 

冠新道図書サービスステーション 

（日暮里図書館分室） 
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  ① 区立図書館 

区内５か所に設置している図書館については、平成２９年３月２６日に中央図

書館・吉村昭記念文学館・子どもひろばが一体となった「ゆいの森あらかわ」を

開館し、平成３０年４月に日暮里図書館をリニューアルオープンしました。また、

「荒川区立図書館の運営に関する基本的な考え方」に基づき、気軽に利用できて

地域における生涯学習活動の拠点となるよう、令和３年２月２０日に区立宮前公

園内に尾久図書館を移転・開館し、あらゆる利用者がゆったりと快適に過ごせる

滞在型図書館として整備しました。 

また、南千住図書館では汐入地域に、日暮里図書館では西日暮里地域の区民に  

対する図書館サービスの充実のために、平成１９年には汐入図書サービスステー

ション、平成２１年には冠新道図書サービスステーションを設置しました。 

さらに、図書返却ポストを地域に設置することや、図書サービスステーション  

を除く５館で開館する時間を午前９時に前倒しするなど、利便性の向上を図って

きました。 

 

＜区内の１㎢当たりの区立図書館数＞ 

 ２３区平均と比較し、区では一定の範囲内に、より多くの図書館を配置していること

で、図書の貸出や返却サービス等の利便性を高めています。 

 

＜近年開設した図書館＞ 

◆ゆいの森あらかわ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書サービスステーション等を

除く 

図書サービスステーション等を

含む 

荒川区 ０．４９ ０．６９ 

２３区平均 ０．３７ ０．４６ 

○ 人と人、本と人、地域と人、文化と人が結びつく 

○ 知的好奇心を醸成、新たな発見や出会いを創造 

○ 乳幼児から高齢者まで、すべての世代が遊び・学び・楽しめる融合施設 
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ゆいの森あらかわは、図書館・文学館・子ども施設の機能をあわせもち、それ

ぞれの機能が既成概念の枠を超えて有機的に結び付く「融合施設」であり、「課題

解決型で体験型の施設」と定め、従来の図書館がもっている個人の読書活動、お

よび知識の習得や学習の場といった空間だけでなく、本とワークショップ等を結

び付けることによって、感性や想像力を刺激し、参加者相互の交流を図る空間と

して誕生しました。三つの特性を最大限に生かしつつ、それらを結び付けること

により、これまでにない事業展開を行い、施設全体を楽しみながら、遊びや学び

を通して、子どもから大人まであらゆる世代が夢を育み、共感（ともに感じ）や

交感（想いを分かち合い）し、表現を通じた他者とのコミュニケーションを図る

など、心をつなぎ合う施設を目指しています。 

 

◆尾久図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾久図書館は、「学ぶ、集う、楽しむ」をテーマに、乳幼児から高齢者まで幅広

い世代が快適に利用できる居心地の良い図書館を目指しています。 

公園内にある図書館という魅力を最大限に生かし、館内はまるで自然の中にい

るような木のぬくもりを感じられる設計になっています。また、館内には、全世

代が集うことができる「ひろば」を整備し、新しい本や様々な人と出会う「世代

間の交流」を推進しています。賑やかな図書館としてざわめきを許容し、読み聞

かせや声を出しながら読書を楽しむことができる、誰もが気兼ねなく利用できる

図書館です。 

 

 

○ 四季折々の花々やローズガーデンを一望して読書ができ、公園利用者もゆっくり休

憩できる「飲食スペース」を設けた滞在型図書館 

○ 自然観察会等、公園と連携したイベントができる「多目的室」を設置 

○ 周囲に気兼ねなく、親子で読み聞かせや手遊びができる「おはなしコーナー」を設置 
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② 「あらかわ街なか図書館」の整備 

本が身近にあるまちづくりを目指し、平成３０年度から「あらかわ街なか図書

館」の整備を行っています。区の施設および協力いただいた区内事業者等に区立

図書館のリサイクル図書等を設置し、地域と区立図書館の連携を強化するととも

に、「読書を愛するまち・あらかわ」の実現に向け、読書を通じた交流が生まれる

ような、本が身近にある環境づくりを推進しています。 

 

＜街なか図書館の設置件数＞ （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 区立小・中学校における読書環境整備 

    学校図書館は、子どもの読書活動を促し、学習活動や情報活用能力を育成す

る「読書センター・学習センター・情報センター」の役割を担っています。 

学校図書館の資料は、子どもたちの発達段階等を踏まえ、健全育成に寄与す

る構成と十分な規模を備えています。また、図書資料については日本十進分類

法に分類して配架しています。さらに、「読書センター」だけでなく、「学習セ

区立施設

47.7%

令和６年度の設置場所内訳

18

33
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55
68 72

83

0

20

40

60

80

100

事業者

52.3% 
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ンター」、「情報センター」としても十分に機能するために、学校図書館運営組

織で購入資料を選定しています。 

さらに、蔵書の一層の活用促進と円滑な運営を目的に蔵書管理システムを全

校に配置し、子どもたちへの本の貸出や蔵書管理を容易に行うことができる環

境を整備しています。また、平成２８年度からは各校連携型の蔵書管理システ

ムを導入し、自校だけでなく他校の蔵書を横断的に検索できるようになり、図

書資料（学校図書館資源）の共有化を図っています。また、子どもたちの自ら

資料を探し出そうとする主体性を育み、「学習センター」等として、学校図書館

の活動をさらに高めることを可能にしています。 

 

④ 乳幼児・児童施設等における読書環境の確保および充実 

区立幼稚園や区立保育園では、各園における蔵書の充実を図るとともに、保護

者や子どもへ絵本の貸出を行っています。 

また、既存のひろば館・ふれあい館における図書の充実、書架等の環境整備を

図っています。なお、ふれあい館を新設する際には、設計当初から図書コーナー

の設置を想定するようにし、令和４年度には、読書も楽しめるサロンスペースを

備えた、東尾久本町通りふれあい館とひぐらしふれあい館を開設しました。さら

に、各施設では、配架している図書等を活用しておはなし会を開催する等、本に

触れるきっかけとなる事業の充実に取り組んでいます。 

 

４ 協働に関する取組 

① 子どもたちとの協働 

区立図書館では、読書活動の推進を目的に子どもたちと協働し、子どもの視点

に立ったサービス展開を行ってきました。 

令和４年度に開始した「子ども司書養成講座」では、区内の小学生（３年生以

上）を対象に、司書の仕事体験等を通じて図書館のサービスを理解し、読書の楽

しさを伝える方法等を学ぶプログラム（全７回程度）を実施しています。本講座

の活動を通して、図書館職員と子どもたちが深く交流し、児童サービスへの気付

きを得る機会となり、本の選定やイベント等の取組の充実につながっています。 

中学生以上の１０代の子どもたちとは「ティーンズスタッフ」事業を通じて、   

平成２４年から協働を行ってきました。毎年メンバーを募集し、月に１回区立図

書館内で活動し、自らの読書体験を広め、同年代や小学生等の読書活動を推進す

るための企画を実施してきました。 

養成講座を修了した「子ども司書」とティーンズスタッフは、活動内容を自分   

たちで企画するなど、自主的な活動を行い、区立図書館と協働することで、図書

館をより身近で魅力的な利用しやすい場所にし、読書活動の推進に力を発揮して

います。 
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＜子ども司書養成講座（令和７年度）＞ 

   

＜ティーンズスタッフの人数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活動の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講者数 １０人（定員） 

講座概要 

【目的】図書館の役割や司書の仕事を学び体験して、受講者自身が読書

の楽しさや大切さを友達や家族に広く伝えることで、本と人との結びつ

きを手助けする子ども読書活動の推進リーダーの養成を図る。 

【内容】講座は、返却された本等をルールに従って本棚に並べる作業や、

館内のＰＯＰづくりのほか、カウンターでの貸出返却作業、読み聞かせ

会等の内容で全７回実施する。 
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子ども司書養成講座 ティーンズスタッフ企画イベント 

子ども司書による特設コーナー 
子ども司書の活動例 

特設コーナー制作の様子 
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② ボランティアとの協働 

区立図書館では、優れた知識や技能・特技等を持った区民等に参加してもらい、

図書館サービスの一層の向上と地域に根ざした運営を目指す目的で、ボランティ

アとの協働を実施しています。 

区立図書館で実施する各種ボランティア養成講座において、図書館事業への理  

解と活動に必要な技能と知識を習得した後、各図書館での積極的な活動が行われ

ています。具体的には、障がい者サービスにおける「音訳・点訳者ボランティア」、

児童サービスにおける「絵本の読み聞かせ・ストーリーテリングボランティア」、

様々な障がいのある子どもたちが楽しめる布の絵を作製する「布の絵本ボランテ

ィア」、区立図書館資料の修理を行う「本の修理ボランティア」など、多くの協働

事業が長年にわたり実施されています。区の読書活動に多くの場面で力を発揮し、

大きな推進力となっています。 

 

  ＜活動の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜区立図書館におけるボランティアの活動する人数と回数＞ 
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③ 地域サークル等との協働 

   区立図書館は、地域で長く活動を続けている地域サークルの方々の活動拠点と

なっています。区民に読書活動や俳句活動に興味・関心を持ってもらうことを目

的として、読書サークルで取り上げた作品の紹介ＰＯＰや、俳句サークルで詠ん

だ句などを館内のコーナーに展示しているほか、当該サークルと連携した講演会

などを開催しています。こうした事業は、地域の交流や繋がりを生みつつ、読書

啓発になっています。 

   また、社会福祉協議会やボランティア団体等と連携し、認知症予防やフレイル

予防のための活動場所となっているほか、粋・活サロンの開催など、読書だけで

なく自由に過ごせる居場所となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ バリアフリーに関する取組 

  区ではこれまで、誰もが読書による文字・活字文化

の恩恵を受けられるように、障がい者サービス資料

の収集だけでなく、地域全体で障がいのある人の読

書を理解するための周知活動を実施してきました。

令和元年、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に

関する法律」（読書バリアフリー法）が施行されたこ

とを踏まえ、バリアフリー図書の展示やアクセシブルライブラリーの導入等、さらな

る取組に努めています。 

 

＜障がい者サービス資料所蔵点数＞（単位：点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

館内のコーナー展示 地域団体等との共催事業 

3,417 
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６ 文字・活字文化の推進における取組 

区ではこれまで、出版社や著作者、地元書店等、本に関わる人や団体と連携して、

「文字・活字文化振興法」（※１）を背景とした事業を行ってきました。文化や知識

を創造・普及し、これを次世代に継承するにあたり重要な役割を担う本を広めるよう

取組を実施し、平成２９年「ゆいの森あらかわ」の開館をきっかけに、より一層力を

注いできました。 

絵本の原画展や作家・編集者による講演会等を積極的に実施し、本の作り手と受け

手、そして仲介者となる区立図書館が一体となって文字・活字文化を盛り上げていく

ことを目的に行ってきました。 

例えば、ゆいの森あらかわで開催する講演会や原画展等の各種事業では、地元書店

協力のもと、文字・活字文化事業の一環として書籍販売イベント「本の販売会」を実

施しています。販売する本を選ぶ作業の中で、書店と図書館がそれぞれ感じる最近の

トレンドや年齢層ごとの利用傾向、地域のニーズ等の情報を交換し、共有しています。

そして、小規模の書店では実施が困難な、絵本作家のトークイベントやライブペイン

ティングのようなイベント等も実施しています。また、各図書館では、地域への本の

販売を通じて、事業に「つながり」や「ひろがり」を生むことで、読書活動を推進し、

読書のまちづくりの土壌育成につながるよう努めてきました。 

なお、地元書店は、「地域の重要な文化拠点」（※２）であり、その活性化を図るこ

とは、文字・活字文化の振興もさることながら、地域住民の読書活動推進の大きな力

になると考えています。区立図書館や乳幼児・児童施設においては、地元書店から書

籍を購入し、また、その他区の事業においても積極的な利用をしています。 
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 ＜取組例＞ 

令和６年度 映画「雪の花」公開記念 吉村昭記念文学館と書店の連携企画 

 

令和６年度 塚本やすし氏 ライブペインティングと「本の販売会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 文字・活字文化振興法… 

平成１７年７月に、文字・活字文化の振興に関する必要な事項を定めることで、文字・活字文化の振

興に関する施策の総合的な推進を図り、知的で心豊かな国民生活および活力ある社会の実現に寄与する

ことを目的に施行 

 

※２ 地域の重要な文化拠点… 

令和７年６月１０日公表の「書店活性化プラン」（経済産業省ほか）において、「街中にある書店は、

地域住民にとって、多様な作品に触れることができる地域の重要な文化拠点であり、様々な考え方を吸

収し、受け入れられる国民性と深く結びついており（以下、省略）」と示されている。 
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７ 地域全体の取組 

学校や区立図書館等だけでなく、読書のまちづくりを地域全体で推進するための事

業を実施してきました。 

昔なつかしい昭和の街頭紙芝居の上演や、平和に関する絵本の読み聞かせ、本を題

材にしたイベントの実施等、本への親しみを醸成する事業を行ってきました。また、

区立図書館を会場に、認知症月間認知症普及活動や里親普及、消防署の啓発イベント

「区民安全安心講座」といった啓発事業を行い、区立図書館へ足を運ぶきっかけづく

りや、関連する本を一緒に紹介する取組等を実施してきました。特に、イベント等で

関連する本を提供・展示することは、本との出会いを創出するだけでなく、一層の理

解が深められ、身近で役に立つ本の有用性を実感できると考え、積極的な実施に努め

てきました。 

 

８ 読書活動推進のための取組 

① 「読書を愛するまち・あらかわ」宣言とその後の取組 

平成３０年５月２７日、学校図書館の充実やゆいの森あらかわの開館等、読書

のまち、絵本のまちとして行ってきた読書活動推進の取組や事業、精神を未来に

つなげていくために、「読書を愛するまち・あらかわ」宣言（以下、「宣言」とい

います。）を行いました。 

宣言文は起草委員会の協議により策定し、委員会では、以下のようなご意見を

いただき、宣言文案に生かしました。 

 

◆ 読書に関すること 

・子どもの読書は重要なワードである。体験力や言語能力を身につけさせるべき

である。 

・人にとって、考える力、読解力の養成が非常に重要である。 

 ・絵本の読み聞かせにより、子どもは感性や創造力が磨かれ、それが知識に育つ 

 ・知識と教養に加え、情報も大切な要素である。 

 ・読書の目的は豊かな人格の形成にある。 

 ・知識として蓄えるだけでなく、利活用することが重要である。 

あらかわ遊園での街頭紙芝居 さつき会館での読み聞かせ 図書館での安全安心教室 
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 ・美しい日本語をきちんと読め、話せる力や感性の育成が求められる。 

 ・読書しないと心が痩せていく。 

 ・読書は人間として生きる上、人間らしさの形成において必要である。 

 

◆ 図書館に関すること 

・知の創造拠点、文化活動の拠点、コミュニティの核として醸成を図るべきである。 

・地域創造、地域の経済に持つ重要な役割がある。 

・情報のメディアネットワークセンターである。 

・学校図書館と区立図書館、現在と過去未来、多世代間等の「つながり」が重要

である。 

・図書の整備、区立図書館と学校図書館の充実を進める決意表明を入れるべきで

ある。 

・読書空間を図書館だけではなく、街の中に広げる視点が重要である。また、そ

れがつながることも大切である。 

 

◆ 宣言の策定方針に関すること 

・ユニークで個性的で荒川区らしいものがよい。 

・事業につながるものがよい。 

 

宣言後、あらかわ街なか図書館事業の開始、駅への図書返却ポスト（ブックポス

ト）の設置、都市計画公園内への尾久図書館の移転整備、図書サービスステーショ

ンを除く全館で開館する時間の前倒し、区立図書館・ゆいの森あらかわ公式Ⅹ（旧

Twitter）の開設等、誰もがいつでも身近な場所で本に触れられる環境と、新たな

コミュニティ形成に取り組み、読書の楽しさや大切さ、本への親しみを感じること

ができる風土を醸成してきました。 

 

＜宣言後に実施した主な絵本原画展＞ 

 作者 関連イベント 

令和元年度 いせひでこ氏 
講演会「絵本―とくべつな一日、とくべつな路」・

ギャラリートーク 他 

令和２年度 堀内誠一氏 
「ぜんぶ、堀内誠一」 

とことんスペシャルおはなし会 
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  ② 「読書のまち条例」の施行とその後の取組 

区において「読書を愛するまち・あらか                 

わ」を更に推進していくためには、宣言の

理念の理解をより一層深め、区民や区内事

業者等も含めた「地域」が一体となり、こ

れまで以上に意識を高めていく必要がある

との声が高まり、令和５年４月１日に「荒

川区豊かな心を育む読書のまちづくり条

例」を施行しました。 

読書のまち条例では、地域の各主体が取 

り組むべき事項等を定め、あらゆる世代の   

区民等が生涯にわたり豊かな心を育む読       

書のまちづくりを推進し、幸福を実感する 

ことができる地域社会の実現に寄与する 

ことを目指しています。 

読書のまち条例施行後は、これまでの    

取組を一層強化するとともに、毎年１１   

月を読書活動推進月間と定め、著名な人   

による読書に関連した講演会の開催等、本に親しみがもて、読書の裾野を広げる 

ための取組を実施してきました。また、「子ども司書養成講座」を修了した子ど 

もたちとの協働事業や、「ブックスタート」事業の開始およびそれに伴うボラン 

ティア活動の場の拡充等に取り組んできました。 

令和７年８月には、まちの文化をつくってきた区内の印刷事業者と区とが連携

し、地域が一体となって読書活動に関する取組を推進することで、文字・活字文

化の発展に繋げつつ紙の本の良さを伝えられるよう、本が製造される製作過程を

堀内誠一原画展 いせひでこ原画展 

本の販売会イベント 

読書のまち条例の概略図 
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知ることのできる印刷・製本工場の見学会を実施しました。 

また、令和６年１０月には、場所や時間にとらわれず、便利な読書環境の提供

するため「荒川区電子図書館サービス」を導入しました。パソコンやスマートフ

ォン、タブレット等を使って電子書籍を読む新たな読書法は、文字の拡大・音声

読み上げ・背景色の変更等の電子ならではの機能を活用することで、従来の「紙」

の本ではできなかった読書が可能となります。 

あわせて、視覚障がい者専用の電子図書館サービスも開始し、より多くの人の

読書機会の充実を図ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

＜読書のまち条例施行後に実施した原画展＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 作者 関連イベント 

令和５年度 石川えりこ氏 
講演会 

「絵本の森を歩こう㏌ゆいの森」 

令和６年度 しもかわらゆみ氏 
しもかわらゆみ氏による 

「おはなし会」「ギャラリートーク」他 

令和７年度 吉田遠志氏 

トークイベント「父・吉田遠志を語る」・ 

「"２つの響き”アイリッシュハープ＆ 

読み聞かせ」 

しもかわらゆみ原画展 石川えりこ原画展 

荒川区電子図書館サービス 

（トップページ） 

印刷・製本工場見学 

吉田遠志原画展 
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＜読書のまち条例施行後に実施した講演会＞ 

 

９ 子どもの読書活動に関する国と東京都等の動向 
① 「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」＜国＞ 

子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、子どもの

健やかな成長に資することを目的として、平成１３年１２月に「子どもの読書活

動の推進に関する法律」が施行されました。子ども読書活動の推進に関し、基本

理念を定め、国および地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子ども読

書活動の推進に関する必要な事項が定められました。 

この法律に基づき、国は、平成１４年８月に第一次「子どもの読書活動に関す

る基本的な計画」を、平成２０年３月に第二次、平成２５年５月には第三次、平

成３０年４月に第四次、令和５年３月に第五次の基本計画を策定してきました。 

そして、この間、子どもの読書活動に関連する法律の改正や関連する整備、学

習指導要領の改訂等が実施されています。 

    令和４年６月には、「こども家庭庁設置法」や「こども基本法」等が成立し、      

国全体の子どもに対する取組の中で、読書活動の推進にあたっても、子どもが、

それぞれ好きな本を選択し、好きな時間に好きな場所で、主体的に読書活動を行

えるよう、アンケート等の様々な方法で子どもの意見聴取の機会を確保すること

が求められました。また、多様な子どもの意見を取組に反映させるなど、子ども

の視点に立った読書活動の推進を行うことを重視し、取組に反映させることも求

められました。 

 

◆ 子どもの読書に関するこれまでの主な動き 

第一次計画の期間中（平成１８年４月～） 

・文字・活字文化振興法の制定（平成１７年７月（計画制定前）） 

・教育基本法の改正（平成１８年１２月） 

・幼稚園教育要領、小学校および中学校学習指導要領の改訂（各教科におけ

る言語活動の充実）（平成２０年３月） 

 講演名 講演者 

令和５年度 
『本と私 

～アスリート視点から～』 

栗原恵氏 

（バレーボール女子元日本代表） 

令和６年度 
安藤玉恵が語る 

「お芝居のこと、本のこと」 
安藤玉恵氏（俳優） 

令和７年度 

あんびるやすこさん講演会 

「とっておきのおはなし」 

あんびるやすこ氏 

（絵本・児童書作家） 

「直木賞作家 朱川湊人と 

下町の魅力と読書」 
朱川湊人氏（作家） 
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・社会教育法および図書館法等の改正（平成２０年６月） 

・平成２２年を「国民読書年」と定める。 

第二次計画の期間中（平成２３年１０月～） 

・著作権法の改正（平成２４年６月） 

・子どもの読書活動に関連する法制上の整備（図書館の設置及び運営上の望

ましい基準の改正）（平成２４年１２月） 

・学校図書館法の改正および改定に伴う学校司書の規定（学校司書を専ら学

校図書館の職務に従事する職員と規定）（平成２７年４月） 

 

第三次計画の期間中（平成２８年４月～） 

・学校指導要領等（幼稚園教育要領、小学校および中学校）の改訂（平成２

９年３月） 

・高等学校学習指導要領の改訂（平成３０年３月） 

・「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の成立 

（令和元年６月） 

第四次計画の期間中（令和３年４月～） 

・第６次「学校図書館図書整備等５か年計画」の策定（令和４年３月） 

 

 

 

 

 

 

② 「第四次東京都子供読書活動推進計画」＜東京都＞ 

東京都においても、国の動きに伴い、平成１５年３月に「第一次東京都子供読

書活動推進計画」を策定し、子どもの読書活動の推進に関する施策の方向性や取

組を示し、区市町村が計画を策定・更新する際や読書活動を推進していく際の基

本となるものとして位置づけました。 

東京都は、平成２１年３月に第二次、平成２７年２月に第三次、令和３年３月

に「第四次東京都子供読書活動推進計画」を策定しました。 

第二次計画では、第一次計画の取組の成果を踏まえて、学校における読書活動

と乳幼児期の家庭を対象とした取組の必要性が重点的取組とされ、第三次計画で

は、第二次計画を基本に国の第三次計画を加味し、学校や図書館、家庭・地域、

行政が連携して都内の子どもの読書環境を整え読書活動を推進することと、読書

の質の向上を重点的取組としました。基本方針には、不読率の改善、読書の質の

向上、読書環境の整備が具体的に示されました。第四次計画は、第三次計画の考

え方を基本とし、学校、図書館、家庭・地域、行政が連携して子どもの読書環境

◆ 国 第五次基本計画 基本方針 

・不読率（１か月に本を１冊も読まない人の割合）の低減 

・多様な子どもたちの読書機会の確保 

・デジタル社会に対応した読書環境の整備 

・子どもの視点に立った読書活動の推進 
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を整え、主体的・自発的な読書活動を発達段階に応じて推進することとしていま

す。 

 

 

 

 

 

③ 「荒川区子ども読書活動推進計画（第四次）」に基づく取組 

令和３年４月の「荒川区子ども読書活動推進計画（第四次）」の策定では、宣言

の趣旨を十分に踏まえ、子どもたちが主体的で質の高い読書活動を実現できるよ

う、発達段階に応じて読書習慣を身に付ける取組を重点的に進めることとしまし

た。また、家庭における読書活動の推進に向けた家読（うちどく）（※）の推進や

障がいのある人への読書支援の充実等の新たな取組を加え、子どもたちの読書活

動を地域社会全体で支える「読書を愛するまち・あらかわ」を更に展開するもの

としました。 

 

 ※ 家読（うちどく）… 

「家族ふれあい読書」の意味で、読書を通じて、コミュニケーションを図り、家族の絆をつくる取組 

 

◆ 都 第四次推進計画 基本方針 

・乳幼児期からの読書習慣の形成 

・学習の基盤となる資質・能力の育成のための読書活動の推進 

・特別な配慮を必要とする子どもの読書環境整備の推進 

・読書の質の向上 
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＜第四次計画期間中の成果＞ 

 

(１) 家庭、地域、身近な場所での読書活動の推進 

  ◆ 家庭や地域での読書活動に関する啓発や働きかけ、環境整備 

     ・ブックスタート事業の開始（令和５年８月から） 

参加割合は、令和５年度は６５.８％、令和６年度は５７.３％ 

    ・家読（うちどく）リストの作成（毎年異なるテーマを決めて発行。現在６種類） 

 

(２) 小・中学校における読書活動の推進 

  ◆ 学校図書館の蔵書等の充実     

・図書標準達成率 小学校１７１％、中学校１４５％ 

  ◆ 課題解決のための学校図書館の活用  

 ・図書館を使った調べる学習コンクール応募数 ８，７３６点 

  ◆ 学校図書館と区立図書館の連携    

・団体貸出点数 小中学校・高校１７，８７８点 

 

(３) 区立図書館における読書活動の推進 

  ◆ 発達段階に応じた区立図書館の蔵書の充実        

・マルチメディアＤＡＩＳＹ図書 １８７点 

  ◆ 読みたい本と出会えるきっかけの提供          

・オーダーメイドブックサービスの開始（令和６年度４８件） 

  ◆ 様々な障がいに対応した読書環境づくりと更なる周知  

・障がい者向け図書資料の展示会 

  ◆ 来館せずに資料提供が行える仕組み           

・電子図書館サービスの開始（令和６年度１０月から） 
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第２節 荒川区における読書活動を取り巻く課題              

   宣言で掲げられた理念と、読書のまち条例、荒川区子ども読書活動推進計画に基づ

き、区における読書に関する課題を、区立図書館の現状やアンケート結果をもとに分

析しました。 

現状を分析した結果、以下４つの主要な課題が明らかになりました。 

 

 

 

 

 

これらの課題に対応するためには、読書人口を増やすとともに、読書意欲を喚起す

るような「本との出会い」を一つでも多く創出し、この両者を相対的に増やす必要が

あります。また、（３）・（４）の課題に対応するためには、本と人だけでなく、地域と

人、人と人を結び付ける取組が必要です。 

なお、本プラン策定に向けて、令和６年度に実施した区内の成人を対象にした区政

世論調査において、読書活動状況に関する項目を設け、現況の確認を行うとともに、

令和７年度には、区内の未就学児や小中学生とその保護者、区内都立高校に通学する

高校生、特別支援学級を設置している学校（教員）、特別支援学校に通学する子ども

の保護者を対象に、アンケート調査を実施しました。アンケート調査等の結果全文に

ついては、本冊子の資料編に記載しています。 

 

１ 図書資料の充実および区民等に向けた取組  

令和６年度に実施した区政世論調査によると、区立図書館に行って最も良かったこ

とは「資料の充実」でした。区立図書館においては、蔵書数は増加傾向にはあります

が、引き続き資料の充実を図る必要があります。また、整備した資料へのアクセス向

上のため、これまで以上に利用者が、図書資料にアクセスしやすくなるよう工夫して

いきます。そして、その資料を使い、読書から学びと楽しみを得られるように、紙媒

体と電子書籍（電子図書館サービス）の両方を情報源として、柔軟に選択できる環境

を整備するとともに、レファレンスサービス（※）の活用促進や、読書バリアフリー

に向けた取組等の充実と周知を徹底していく必要があります。また、子どもに対して

は、区立図書館と学校等が連携し、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実に

資する読書環境」を整備して、読書機会の確保に努める必要があります。 

加えて、同調査において、区立図書館に行って良かったことは、「長時間ゆっくり

くつろげること」や、「小さい子どもと一緒に過ごすことができること」という意見

が上位に挙がっていました。区立図書館において、誰もがゆっくりと過ごせる環境整

１ 図書資料の充実および区民等に向けた取組 

２ 不読率の低減 

３ 地域全体での読書活動 

４ 区民等が読書体験を互いに共有する力の養成 
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備や、小さい子と一緒に過ごすことのできる児童コーナーを中心とした環境の整備に

努めていく必要があります。 

さらに、地域が一体となって読書推進をしていくために、その要所である区立図書

館を中心に、行政機関全体で取組を実施できるような支援をしていく必要があります。 

 

※ レファレンスサービス… 

   図書館職員が、利用者の調べたいことに対して、図書館にある資料や情報源を用いて、情報提供や

資料検索を支援するサービス 

 

＜区立図書館に行って良かったこと（上位３つ）＞（区政世論調査 Ｎ＝１，３４５） 

本・雑誌が充実していること ６９．６％ 

飲食や会話も楽しめ、長時間ゆっくりくつろいで過ごすことが

できること 
２４．８％ 

小さい子どもと一緒に楽しく過ごすことができること １８．２％ 
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＜ 「資料の充実」と「ゆっくりくつろげる滞在型図書館」 ＞ 

 

令和６年度の区立図書館の蔵書数は、約９３万冊です。大規模な蔵書はまさ

に情報の宝庫であり、多様で充実した資料は、図書館の「知の拠点」としての

存在意義を高めています。図書館は区民と地域の新たな発見につながる情報源

であり、悩みや問題解決を支援する場所として、多くの方に利用されています。 

これまで図書館は、個人の知識の吸収や学習の場といった、いわゆる「静」

の空間として利用されてきました。しかし、ゆいの森あらかわでは、本とワー

クショップ等を結び付けることにより、感性や想像力を刺激し、参加者同士の

交流を図るなど「動」の空間としての新たな機能を付け加えました。こうした

考えの下に、随所で本と触れ合えるような本棚や座席を館内各所に設け、また、

誰もが利用しやすい環境と閲覧スペースを確保することにより、居心地のよい

ゆったりと過ごせる滞在型空間となっています。そして、図書館・文学館・子

ども施設の三つの施設機能が有機的に結びつくことで、多面的なアプローチに

よる事業展開を可能にし、また多世代の交流を可能にする、今までにない発想

の「融合施設」であり、核となる図書館の充実した蔵書とサービスをもとにし

た課題解決型図書館です。 

利用者の知的好奇心を刺激し、さらに滞在型の読書空間を創出することで、

何度でも訪れたくなる図書館という設計思想は、その後にリニューアルオープ

ンした尾久図書館にも反映しています。尾久図書館は、誰もが気軽に来られる

親しみやすく安心感のある環境を整備し、さらに、あらゆる世代のそれぞれの

特性に合わせた居場所づくり等を行っています。公園内図書館ならではのつく

りを発揮し、普段図書館を利用しない人でも、公園からふらっと館内に立ち寄

ることで様々な本との出会いを体験できる施設です。 

いずれの施設も「知の拠点」であると同時に、利用する人と人がつながり、

活力が溢れだす「発信拠点」であり、地域で読書の輪が広がることが特徴です。 

また、その他の図書館も、それぞれの地域に根差した取組を実施し、本から

知識を吸収するとともに読書の奥深さを知ってもらうことや、読書の楽しみと

ともに信頼と温もりのあるサービス提供の場となることを目指しています。 
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２ 不読率の低減 

区における読書活動状況を分析するために、１か月の読書量について調査した結果、

１か月に１冊も本を読まない人の割合（不読率）は、全世代の中で、高校生が突出し

て高くなっています。また、国の第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な

計画」においても、全国的に高校生の不読率が高いことが課題に挙げられています。

一方、小学生に関しては、調査数や方法が異なることに留意が必要ですが、国や東京

都の平均と比較して、小学１・３年生の不読率が大幅に下回るなど、これまでの学校

や区立図書館による家読（うちどく）の推進等、区独自の読書活動の推進の効果が一

定表れる結果となりました。 

これらを踏まえ、区では、引き続き家読（うちどく）推進事業を学校等と連携して

実施することで、乳幼児期から中学生までの間に読書習慣を形成するとともに、高校

生が読書の必要性を感じ、読書に対して興味・関心をもてるよう取組を強化する必要

があります。 

また、令和６年度に実施した区政世論調査においては、約６割の成人が、１か月に

１冊以上読書しているとの結果でした。また、区立図書館の利用カードの年代別登録

率では、３０歳代と４０歳代は３０％後半となっている一方で、５０歳代以上の各年

代では２０％台に落ち込む状況となっています。 

以上のことから、引き続き成人が本に触れる機会を創出するとともに、５０歳代以

上の世代に対しては、読書を推進するだけでなく、ボランティア活動や地域交流の場

等として、まずは区立図書館に来館するきっかけとなるような取組を実施していく必

要があります。また、読書バリアフリーの観点から、紙媒体だけでなく、電子書籍（電

子図書館サービス）による非来館型のサービスを充実させることで、読書を気軽に親

しめる環境を整備していく必要があります。 

 

＜区における各世代の不読率＞ 

※ 「成人」の数値は、令和６年度に実施した世論調査における調査結果 

（１８歳以上の成人を対象） 

 

 

21.0%

2.9% 1.7%
8.4%

23.0%

63.0%

39.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

未就学児 小学１年生 小学３年生 小学５年生 中学２年生 高校２年生 成人
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＜未成年の国と都の不読率＞ 

 
小学１年生 小学３年生 小学５年生 中学２年生 高校２年生 

全国(※１) ― ― ８.５％ ２３.４％ ４８.３％ 

東京都(※２) ７.６％ ７.４％ ７.４％ １１.６％ ３６.３％ 

※１ 全国の数値は、全国学校図書館協議会（令和６年度）から引用。「小学５年生」

の数値は、小学４～６年生を対象とした調査結果、「中学２年生」の数値は、中

学１～３年生を対象とした調査結果、「高校２年生」の数値は、高校１～３年生

を対象とした調査結果 

※２ 東京都の数値は、「令和６年度子供読書活動に関する調査の集計」（令和７年３

月東京都教育委員会）から引用した結果を記載 

 

＜区内居住者における成年の年齢別図書館利用カード登録者数（令和６年４月１日時点）＞ 

２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳以上 

２９．９％ ３６．７％ ３６．２％ ２６．３％ ２４．９％ ２０．６％ 
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３ 地域全体での読書活動  

読書のまちづくりを目指していくためには、暮らしと読書がつながり、本が身近に

ある環境を整備する必要があります。その実現に向けて、区立図書館だけでなく学校

や地元書店、街なか図書館をはじめとした区内事業者等、あらゆる主体が読書活動を

推進していくことのできる環境が必要です。また、イベントの開催にあたっては、地

域の子どもが主体となり、子どもが自ら事業を企画することで、よりニーズに合った

事業を実施し、地域での読書活動および地域のつながりとその循環を生む取組に努め

ます。さらに、公益財団法人全国出版協会出版科学研究所（２０２５年１～６月）に

よると、紙の出版物推定販売金額が年々減少しており、全国的に消えゆ

く書店が課題となっている中、令和７年度に国では「書店活性化プラン」

を公表し、「書店活性化プラン」内において、「地域に根ざした読書環境

醸成のためには、書店と図書館の連携が図られることが重要である」と

されています。また、国では、「経済財政運営と改革の基本方針２０２４」

（令和６年６月２１日閣議決定）内の６（２）安全・安心で心豊かな国

民生活の実現において、「書籍を含む文字・活字文化の振興（書店と図書

館等との連携促進及び読書バリアフリーの推進を含む。）や書店の活性

化を図る」ことが盛り込まれています。こうした現状を踏まえ、継続し

て地域密着型の読書推進を図っていくために、地元書店との協働事

業を実施していくことが必要です。 

また、読書のまちづくりを地域一体となって進めていくためには、読書のまち条例

の内容を区民等に理解してもらう必要があります。 

区はこれまで、区立施設にのぼり旗を立てることや、ロゴマークを区の封筒等に掲

載することで周知をしてきましたが、アンケート調査における条例の認知度は、約半

数といった結果となっています。そのため、効果的な周知方法を検討し、周知力を強

化する必要があります。 

 

 

 

  

   

  

 

＜令和６年度図書館アンケート＞ 

令和６年７月２０日～８月２５日まで、区立図書館の来館者に対して任意にアンケー

ト調査を実施しました。 

読書のまち条例の認知度 ４８．６％ 

地元書店の店頭の様子 

32



                             第２章 読書活動の取組状況と課題 

 

４ 区民等が読書体験を互いに共有する力の養成 

区はこれまで、家読（うちどく）リストの作成や、出産を迎える人に向けた読書活

動の啓発、ブックスタート事業の開始等、家読（うちどく）推進につながる事業を通

じて、家族内における読書の楽しさや感想等の共有を図り、家族の絆を深めていける

よう事業を進めてきました。アンケート調査結果によると、全ての世代において、本

を紹介し合うことや、感想を共有する取組が大切だと回答した割合が最も多くなって

います。そのため、読書のまちづくりの実現に向けて、引き続き家読（うちどく）を

推進するとともに、家族のコミュニケーションを図り、絆を深めていく必要がありま

す。また、家庭という枠を超え、読書の楽しさを発信し合い、人と人が共有できる機

会を設けることで、あらゆる人が本を介して交流し、世代や地域間のつながりを作っ

ていく必要があります。 

そのためには、読書の楽しさや自らの読書体験を伝える力を養成し、あらゆる人が

自主的に共有しあえるきっかけとなる事業に取り組む必要があります。地域と人、人

と人がつながることでもたらされる力を、将来的には区内の事業者や各種団体と協働

し、読書の楽しさや経験を伝え合うことができる場の一つとなってもらい、豊かな心

を育むまちづくりにつなげていく必要があります。 

 

＜本を紹介し合ったり、感想を共有する取組が大切だと思う割合＞ 

未就学児の保護者 小学生の保護者 中学２年生の保護者 高校２年生 

７６．１％ ６３．２％ ７０．６％ ４７．０％ 
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第３章 荒川区読書活動推進プランの展開 
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第１節 基本目標および施策の体系                      

１ 基本目標 

 

 
 

本プランでは、読書のまち条例の理念や取組の実現に向け、「地域が一体となって

読書活動を推進し、誰もが生涯にわたり豊かな心を育むことのできるまちづくり」を

基本目標とし、目指すべき姿とします。 

目指すべき姿の実現のため、本プランに、読書のまち条例の区民が心豊かで実りの

ある人生を送ることのできる読書のまちづくりの実現と、荒川区子ども読書活動推進

計画における子どもの自主的な読書活動を推進することで生きる力を育むという二

つの目的をもたせ、これまでの課題を解決しながら、両者の関連性や「読書を愛する

まち・あらかわ」の将来像を思考して実行していきます。 

なお、本プランにおける「読書」の定義を、「豊かな心を育むとともに、知識、教

養、コミュニケーションの能力等を高め、人生を充実させる上で大切な役割を担うも

の（読書のまち条例第３条）」とします。 

「読書」でのまちづくりを達成するために、地域が一体となって、誰もが生涯にわ

たって読書に親しみ、学ぶことを推進します。本プランを策定・実行するにあたって

は、長期的な観点をもち、区立図書館や学校が中心となって推し進めてきた読書のま

ちづくりを、やがては区に関係する人、一人ひとりが自ら行えるような展開を目指し

ていきます。 

また、本プランを具体的にイメージさせ、様々な場面で活用できるスローガンと

して「いつでも どこでも だれでも 読書に親しみ わかちあう」を設定し、よ

り多くの人が当事者となり得るよう取り組みます。スローガンの「いつでも」は、

生涯のあらゆる場面で読書に親しめることを、「どこでも」は、街のあちこちで、本

に出会い、読める環境を整備し、暮らしの中に読書が根ざすことを、「だれでも」

は、本を読むことに困難のある人も含めたすべての人が読書できることを、「わかち

あう」は、個人の体験である読書を誰かと共有・共感し取り交わすことや、読書活

動を協働することで、地域と人、人と人をつなぐことを表し、読書のまちづくりへ

と結実させることを目指します（スローガンについての詳細は、本プランの第４章

に記載しています）。 

 

 

    荒川区読書活動推進プランの展開 第３章 

地域が一体となって読書活動を推進し、 

誰もが生涯にわたり豊かな心を育むことのできるまちづくり 

35



                                        第３章 荒川区読書活動推進プランの展開 

 

 

２ 本プランにおける施策の体系 

本プランでは、第２章第２節の課題を踏まえ、「地域が一体となって読書活動を推進

し、誰もが生涯にわたり豊かな心を育むことのできるまちづくり」を実現するために、

以下の３つの施策の柱を掲げます。さらに、課題を本プランに対応させることで、課題

の解決につなげるとともに、読書のまち条例の具現化を目的とした本プランの推進力を

高めることとしました。大局的な視点で各課題に対する施策の柱を設け、各施策は単体

で効果を発揮するだけでなく、重層的に取り組むことで、それぞれの内容や成果が相互

に作用し、影響を及ぼし合うことをねらいとしました。 

主要な課題 対応する主な施策の柱 

（１）図書資料の充実および区民等に向けた取組 柱１ 読書環境の整備および充実 

（２）不読率の低減 
柱２ 全世代の読書啓発および 

体験の充実 

（３）地域全体での読書活動 柱３ 地域を読書でつなぐ取組の

推進 （４）区民等が読書体験を互いに共有する力の養成 

 

柱は、対象ごと、もしくは区立図書館や学校（学校図書館を含む）等の実施主体別で 

はなく、環境整備等の取組別とし、区の読書活動を全体的に捉え、つながりをもたせる

ことに留意しました。行政機関と区内事業者等を含む区民等が主体となり施策を実行し

ていくことで、豊かな心を育むまちづくりを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の柱２  

全世代の読書体験の充実 

～本がもつ無限の可能性と魅力的な読書体験を提供し、読書と共に成長し暮らすこ

との喜びと豊かさを広めます～ 

施策の柱３  

地域を読書でつなぐ取組の推進 

～読書の楽しさを分かち合い、地域と人、人と人がつながり、生き生きと活躍でき

るまちをつくります～ 

施策の柱１  

読書環境の整備および充実 

～いつでもどこでも、誰もがのびのびと読書に親しめる環境を整備します～ 
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第２節 施策について                       

１ 施策体系図 

本プランの施策における実施主体は、以下のとおりです。 

・図書館（荒川区立図書館および図書サービスステーション） 

・学校等（読書のまち条例第２条（３）幼稚園、保育所等（４）学校等） 

・区民・事業者等 

（読書のまち条例第２条（１）区民等（２）事業者・荒川区役所以外の官公庁） 

・その他（荒川区役所（図書館および学校等を除く。））  

＜施策の柱２＞ 
全世代の読書啓発および 

体験の充実 

施策１ 本を読む人を増やす 
    事業の充実 
施策２ 読書活動を深める 
    事業の充実 
施策３ 課題解決型読書活動を 
    推進するための 
    事業の充実 
 

施策１ 読書環境の整備 

    および充実 

施策２ 読書バリアフリーの整備 

    および充実 

施策３ 読書活動の推進体制の 

    整備および充実 

 

＜施策の柱１＞ 

読書環境の整備および充実 

＜施策の柱３＞ 
地域を読書でつなぐ 

取組の推進 

施策１ 自己実現および 
    社会貢献のための取組 
施策２ 人々が交流する 
    ための取組 
施策３ 読書活動と人をつなぐ 
    ための取組 
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＜施策の柱１＞ 読書環境の整備および充実 

        ～いつでもどこでも、誰もがのびのびと 

         読書に親しめる環境を整備します～ 

重
点 

実施主体 

図
書
館 

学
校
等 

区
民
・ 

事
業
者
等 

そ
の
他 

施策１ 読書環境の整備および充実  

    

１ 世代を問わず読書に親しめる環境の整備  

    

 

（１）区立図書館資料の収集と充実  ○    

（２）区立図書館システムの利便性の向上とＤＸ化の推進 〇 ○    

（３）区立図書館のアクセシビリティの向上とサードプレイス化の推進   ○    

（４）区立図書館資料の図書館以外での活用による読書環境の整備  ○ ○ ○ ○ 

２ 生涯にわたる読書習慣を身につけられる環境の整備  

    

 （１）児童施設等の読書環境の整備  ○ ○ ○ ○ 

 （２）学校図書館の蔵書の整備 ○ ○ ○   

 （３）学校図書館の活用   ○   

 （４）区立図書館における子どもを対象とした資料の収集と充実  ○    

 （５）区立図書館の子どもにとって居心地のよい空間の整備 ○ ○    

 
（６）学校図書館および区立図書館のデジタル社会に対応した読書 

環境の整備と多様な子どもの読書機会の推進 
○ ○ ○   

 （７）学校図書館と区立図書館の連携  ○ ○   

施策２ 読書バリアフリーの整備および充実  

    

１ 読書に困難のある人への取組  

    

 （１）区立図書館における読書に困難のある人に配慮した取組の充実  ○    

 
（２）学校図書館と区立図書館の連携による障がいのある子どもに対

する取組の充実 
 ○ ○   

 
（３）地域全体で障がいのある人の読書を理解するための周知活動

の実施 
○ ○   ○ 

 （４）障がいのある人への取組を強化するための研修等の実施  ○ ○ ○ ○ 

２ 日本語を母語としない人への取組  

    

 
（１）区立図書館における日本語を母語としない人へのサービスの

充実 
 ○    

 
（２）学校図書館および区立図書館における子どもを対象とした 

外国語図書の収集と整備 
 ○ ○   

施策３ 読書活動の推進体制の整備および充実  

    

１ 身近な読書環境の周知および読書に対する関心の醸成  

    

 （１）区立図書館の積極的な活用を促す取組  ○   ○ 

 （２）宣言および条例の周知による読書に対する関心の醸成 ○ ○ ○  ○ 
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＜施策の柱２＞ 全世代の読書啓発および体験の充実 

    ～本がもつ無限の可能性と魅力的な読書体験を提供し、 

読書と共に成長し暮らすことの喜びと豊かさを広めます～ 

重
点 

実施主体 

図
書
館 

学
校
等 

区
民
・ 

事
業
者
等 

そ
の
他 

施策１ 本を読む人を増やす事業の充実      

１ 大人を対象とした読書啓発      

 （１）読書の効果や魅力が実感できる事業の実施  ○   ○ 

２ 子どもや若者を対象とした読書啓発      

 （１）子どもや若者が読書を好きになる事業の充実  ○  ○ ○ 

 （２）子どもや若者と関連機関が連携して行う、子どもや若者の視点

に立った読書活動の推進 
○ ○ ○ ○ ○ 

 （３）学校図書館の魅力的な書棚の充実   ○   

 （４）不読率低減に向けた取組の強化 ○ ○ ○ ○ ○ 

３ 全世代を対象とした読書啓発      

 （１）本を読まない読書機会の実施 ○ ○  ○ ○ 

施策２ 読書活動を深める事業の充実      

１ 大人の読書活動に関する事業      

 （１）大人のニーズを意識した読書活動の支援  ○    

２ 子どもや若者の読書活動に関する事業      

 （１）子どもや若者の興味関心を喚起・育成し、心と知的好奇心を

満たす読書活動の支援 

 ○ ○  ○ 

 （２）子どもや保護者の家庭での読書活動に対する支援  ○ ○  ○ 

 （３）学校における読書活動の支援および指導   ○   

 （４）学校図書館および区立図書館における子どもの個別最適な 

読書機会の提供 
○ ○ ○   

３ 全世代の読書活動に関する事業      

 （１）区立図書館の電子資料を活用した読書活動の支援 ○ ○    

施策３ 課題解決型読書活動を推進するための事業の充実      

１ 大人の課題解決型読書活動推進のための事業      

 （１）荒川区に関連する地域資料の提供と調査支援の充実 ○ ○   ○ 

 （２）ビジネス支援サービスの充実  ○  ○ ○ 

 （３）区立図書館のレファレンス・情報提供・課題解決サービスの充実  ○    

２ 子どもや若者の課題解決型読書活動の推進のための事業      

 （１）学校図書館を活用した授業におけるプレゼンテーション能力の

育成 

  ○   

 （２）小論文コンテストや図書館を使った調べる学習コンクール等の

実施 

 ○ ○   

 （３）区立図書館における中学生と高校生を対象とした文献調査方法

の案内の充実 
○ ○    
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＜施策の柱３＞ 地域を読書でつなぐ取組の推進 
     ～読書の楽しさを分かち合い、地域と人、人と人がつながり、 
      生き生きと活躍できるまちをつくります～ 

重
点 

実施主体 

図
書
館 

学
校
等 

区
民
・ 

事
業
者
等 

そ
の
他 

施策１ 自己実現および社会貢献のための取組      

１ ボランティア活動と協働に関する取組      

 （１）区立図書館のボランティアの育成 ○ ○  ○  

 （２）読書活動に関連するボランティアとの協働事業の拡充  ○  ○ ○ 

 （３）学校図書館におけるボランティアとの協働事業の実施   ○ ○  

２ 民間事業者等との連携による読書活動に関する取組      

 （１）あらかわ街なか図書館を地域資源として活用した取組の推進  ○  ○ ○ 

 （２）地元書店との協働事業の実施  ○  ○ ○ 

 （３）区内民間事業者の読書活動の支援および参画機会の拡充  ○  ○ ○ 

３ 地域全体で行う読書活動に関する取組      

 （１）読書を地域に循環させる取組の推進  ○ ○ ○ ○ 

 （２）子どもや若者を主体とした地域をつなぐ読書事業の実施 ○ ○  ○  

施策２ 人々が交流するための取組      

１ 読書体験を共有し分かち合うための取組      

 （１）読書体験を分かち合い、人と人とがつながるイベントの開催 ○ ○    

 （２）子どもや若者同士がつながり、読書体験を分かち合うスキル 

を身に付けるイベントの開催 
 ○    

 （３）本を読む力・味わう力、読書体験を深める力・共有する力の 

養成 
 ○   ○ 

施策３ 読書活動と人をつなぐための取組      

１ 地域が一体となって読書活動を推進するための取組      

 （１）地域と協働で読書のまちを実現するための区職員のスキルアップ  ○ ○   ○ 

２ 区内外に読書のまちを発信するための取組      

 （１）読書を愛するまちの文字・活字文化の推進によるシティプロ 

モーションの一層の取組 
○ ○ ○  ○ 
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２ 施策内容 

 スローガンの言葉一つひとつがどの施策に関連するかは、件名の下のラインの色、およ

びスローガンの頭文字でそれぞれ表現しています。 

 

 

施策の柱１  読書環境の整備および充実 

        ～いつでもどこでも、誰もがのびのびと読書に親しめる環境を 

整備します～ 

 

施策１ 読書環境の整備および充実 

 

１ 世代を問わず読書に親しめる環境の整備 

 

（１） 区立図書館資料の収集と充実 
 

 一般を対象とした図書については、利用者が学びと楽しみを得られ、より一層、読書に親

しみがもてる蔵書を構築します。日常生活や課題解決に役立ち、興味関心を満たすことが可

能な知識や教養に関する資料を充実します。少子高齢化の急速な進展等による成熟期を迎

えた地域社会では、地域参加の促進や生涯学習の更なる充実が課題となっています。大規模

かつ体系的・網羅的な蔵書を整備し充実した読書活動を支援することで、多種多様となって

いる個人の課題や楽しみの選択肢に応えられるように努めます。 

また、地域住民の学習活動や調査研究、地域活動への参加を支援し、地域文化の継承や発

展に貢献する郷土の歴史・文化・民俗・産業等に関する資料、吉村昭氏の関連資料、俳句の

まち関連資料、えほん館を構成する資料等、独自のコレクションを一層強化します。 

インターネットやＳＮＳの進展、情報通信技術の高度化によって、情報の収集や交換の方

法が多様に変化する中、著者や発行者等の作成者が明確で、編集や構成を経て取捨選択が行

われ、体系化された情報が入手可能な資料での読書を支えるべく、更なる図書館資料の充実

に取り組んでいきます。 

 収集にあたっては、毎週開催する合同選択会議において、図書館の活動の根幹をなす重要

な業務として図書館職員が選定を行います。 

 また、蔵書の効率化や多角化を図り、加えて地域ごとに特色ある事業展開へとつなげる目

的で、各図書館が分担して収集する「特色ある図書館づくり」を推進します。図書館全体で

より広範な資料を効率的に収集・保存するとともに、多様なニーズに対応できる区立図書館

運営を行います。 
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（２） 区立図書館システムの利便性の向上とＤＸ化の推進 
 
 
 

 

 求める本や情報に、より早く的確にたどり着き、読書や調査研究がしやすい環境整備のた

めに区立図書館システムを充実します。図書館システムは、資料の受入・貸出・返却・蔵書

検索・利用者管理等の運営全般を効率化し、ホームページをはじめとする様々な利用者サー

ビスを向上させるためのコンピュータシステムです。安定した運用が可能で、利用者が安

心・快適に使用できるシステムを導入し、使いやすく、効果的な機能を保持するだけでなく、

新たな興味関心を導くような機能を付加します。 

 デジタル技術の革新に伴い、紙書籍と同時に電子書籍等の提供による資料の多様化を進

めるために「荒川区電子図書館サービス」を実施していくとともに、来館せずに区立図書館

の利用カードの申請や、利用カードをスマートフォン上に表示することを可能にするなど、

デジタル技術を活用した図書館サービスの拡充に向けて取り組んでいきます。 

 
（３） 区立図書館のアクセシビリティ向上とサードプレイス化の推進 

 
 

あらゆる人が読書に親しめる体制を整えるために、区立図書館の環境を整備します。貸出

返却カウンターへ聴覚や言語に障がいがある人が意思表示をするために指差しでコミュニ

ケーションを取れるシートの導入や、「やさしい日本語」の積極的な使用等の検討を行いま

す。バリアフリー化やユニバーサルデザインの導入、多言語化の推進に可能な限り配慮し、

 

区立図書館資料の収集と地域に根差した「特色ある図書館づくり」 

区立図書館の資料には、書籍・雑誌・新聞等の印刷資料、ＣＤ・ＤＶＤ等の視聴覚

資料、オンラインで使用可能な商用データベース・電子書籍・電子雑誌等があります。

中央図書館では、生活実用を目的としたものから、区民の調査研究に必要な専門的な

図書に至るまで、体系的かつ網羅的に資料の収集を行っています。地域図書館では、

日常的な利用頻度が高い一般書や、専門分野の入口となる資料の収集を行っていま

す。加えて、各館において、利用者像や地域の特色を踏まえた資料の収集と独自の取

組を実施しています。資料の選定は図書館職員が行い、合同選択会議では、新刊図書

の現物を全館の担当者で選定しています。この集中選書・集中発注分の書籍は、地元

の書店（東京都書店商業組合荒川支部）を通じて購入しています。また、専門・大型

書店での現物選定や古書店での購入も実施しています。 
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区立図書館のアクセシビリティ向上に努めます。また、自宅等とは異なる、自分にとって心

地のよい時間を過ごせる第３の居場所「サードプレイス」としての環境整備にも努め、豊か

な心を育む読書のまちづくりの身近な拠点づくりを行います。 

各地域図書館においては、「地域文化の交流・発信拠点」として魅力ある施設空間・環境

を実現できるよう努めます。 
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＜ サードプレイスとフォースプレイスって？ ＞ 

 

近年、公立図書館では、地域の人々が交流できることや関係性を育む機能

が期待され、人間関係における信頼や協力の絆をつくり、社会の「つなが

り」を生み出すことが重視されつつあります。図書館がその役割を果たすこ

とで、地域の問題を解決するための協力関係を生み出したり、居場所のない

人の拠り所になったりする効果があると考えられています。 

生涯学習に代表される教育機会の提供、知る自由の保障等とともに、この

ような社会的なつながりや関係性によって、個人や地域に利益をもたらす社

会関係資本の形成も図書館の役割であるとされています。そして、地域の

人々が交流できる環境や居場所となり得る場を整備することの必要性が年々

高まっており、さらに社会に受け入れられつつあります。 
 

サードプレイスとは 

第１の居場所（ファーストプレイス）である自宅、第２の居場所（セカン

ドプレイス）である学校や職場等とは別に、リラックスして過ごせる居心地

の良い空間「第３の居場所」を表します。 

例えば、サードプレイスでの読書活動には、屋外で花の匂いや風を感じな

がら本を読む、図書館等の落ち着いた環境で読むなど、非日常を味わい、

日々のストレスから解放されることで、満たされる効果があると注目されて

います。また、その場に居合わせた人と交流することによって、孤立感を和

らげることも目的とされています。さらに、子どもにとっての第３の居場所

には、安心安全な環境を用意することも重要視されています。 

 

フォースプレイスとは 

フォースプレイスは、サードプレイスをさらに発展させた「第４の場所」

です。福祉の分野では、社会包摂の場としての必要性が高まりつつあり、同

じ問題等を共有する人たちが交流し、互いに助け合いながら解決すること等

が、成功事例として挙げられています。 

まだ明確な定義はありませんが、サードプレイスの交流をもっと進展させ

た場で、より強いつながりと、その中で派生する活動から新たな気づきや経

験を得ることがフォースプレイスのもつ力だとされています。 

 

本プランでは、読書を「人生を充実させる上で大切な役割を担うもの」と

位置付け、あらゆる世代の人々が地域一体となって読書活動を推進すること

を目標とし、「豊かな心を育む読書のまちづくり」の達成を目指しています。

フォースプレイスの概念や力と、読書を通じて興味関心や身近な課題を解決

する行為は親和性が高いと考えています。 
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（４） 区立図書館資料の 

図書館以外での活用による読書環境の整備 
 

暮らしの中に身近な読書環境を整備し、本や読書に親しめる機会や場所を増やし、活発な

読書活動を推進するために、地域における読書環境を整備します。将来像である「地域一体

となった読書環境整備」を視野に、まずは区立図書館の資料を活用した整備に力を注ぎ、一

般団体や区立乳幼児・児童施設等へ貸し出す「団体貸出サービス」の拡充により、地域の中

で、気軽に読書を楽しみ、本を通じた交流ができる場の増加を図ります。 

また、リサイクル図書を活用し、「あらかわ街なか図書館」での使用や、地域のまつりや

イベント等での配布・頒布を行います。 

 

 

２ 生涯にわたる読書習慣を身につけられる環境の整備 

 

（１） 児童施設等の読書環境の整備 
 
 

本を通じて、保護者や地域と触れ合うことで、乳幼児期に読書の楽しさを伝え、生涯にわ

たる読書習慣の基礎づくりにつなげます。また、コミュニケーションツールとしての本の魅

力と、本に触れ合う体験を提供することにより、乳幼児の読書活動を支援します。 

すべての子どもがより多くの本にアクセスすることができ、楽しい読書ができるように、

幼稚園・保育園・ひろば館・ふれあい館・子育て交流サロンの読書環境の整備を行います。 

各施設において蔵書の整備と読み聞かせを実施するとともに、保育園では絵本に関する

園内研修の実施や区立図書館のおはなし会に参加して職員の専門性を高めるなど、子ども

の読書環境整備を推進します。 

ひろば館・ふれあい館、子育て交流サロンといった子どもに身近な施設では、読書のコー

ナーを設置し、本に親しむ機会と読書を通じて子育てを楽しむ環境を提供します。 

 区立図書館は絵本等の貸出のほか、保育園・幼稚園を含む乳幼児・児童施設と連携し、

乳幼児の読書活動を支援します。 

子どもの生活圏の各所で本に触れる機会が増えるよう工夫し、楽しい読書環境を整備し、

豊かな心を育むために感受性を養う取組を実施します。 
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保育園の読書環境の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 ０歳児への読み聞かせ ２歳児への読み聞かせ ５歳児への読み聞かせ 

乳幼児の読書環境の整備には、 

本の用意と読み聞かせが含まれます。 
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＜ 乳幼児とのコミュニケーションツールとしての 

本の魅力とは？ ＞ 

 

乳幼児期の子どもへの本（絵本）の読み聞かせは、とても重要だとされて

います。生涯にわたる読書習慣の基礎づくりとしての大切さはもちろん、本

をコミュニケーションの道具のひとつとして捉え、子どもとの触れ合いに生

かすことの可能性は非常に大きいと言われています。 

コミュニケーションツールとしての本の魅力は、第一に、絵本を読み聞か

せする時にあります。テレビやインターネットの動画の鑑賞とは違い、本は

読み手と聞き手が直接触れ合うことができます。子どもにとって、本を読ん

でくれる人は自分のために一緒に過ごしてくれ、自分のためだけに時間を用

意してくれていることになり、触れ合いと共に大切な時間を与えてくれてい

ます。 

第二に、１冊絵本があれば、自然にコミュニケーションをとれます。たと

え親子であっても、子どもに何と声かけをしたらよいか分からない時、本の

絵を指して会話することができます。また、どう遊べばよいか分からない時

には、絵やおはなしに合わせて真似をすることもできます。 

第三に、本は子ども自身のコミュニケーションを育みます。自らの実体験

を本の中で追体験できることや、本で読んだことを新たに体験できるといっ

た、無限の可能性をもつ子どもの経験を豊かにし、そこで得た感情が成長を

促してくれます。 

生涯にわたる読書習慣の礎の段階で、本を介したコミュニケーションを通

じて育んだ磨かれた感性や豊かな想像力は、「読書を愛するまち・あらかわ 

宣言」が示すように、人生を自ら切り拓いていく力になると考えます。 
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（２）① 学校図書館の蔵書整備と学校間における図書の相互利用 
 
 

学校図書館図書標準に基づき学校図書館の蔵書の充実を継続させることにより、学校内で

のより良い読書環境の整備を図ります。学校図書館の運営が円滑に行われるよう、蔵書の管

理や子どもへの貸出に関するデータを活用して、蔵書に関する分析を行います。また、学校

間における図書の貸借体制を整え、学校図書館の活用を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 学校図書館図書標準って？ ＞ 

 

学校図書館図書標準は、平成５年３月に、文部科学省が公立義務教育諸学校の学

校図書館に整備すべき蔵書の標準として定めたものです。校種および学級数に応じ

て、標準となる蔵書冊数は異なっており、すべての学校図書館が子どもにとって十

分な蔵書を確保し、読書活動や学習活動を充実させることを目的としています。学

校図書館法に基づき、学校図書館が教育課程の展開に不可欠な施設として機能する

ための一つの目安とされています。 

蔵書の目標冊数は、例えば、小学校では「６，０００冊 + 児童数１人につき１０

冊」とされており、中学校では「８，０００冊 + 生徒数１人につき１０冊」といっ

た具体的な数値が示されています。 

 

＜小学校＞                        ＜中学校＞ 

学級数 蔵書冊数  学級数 蔵書冊数 

1 2,400  1～２ 4,800 

2 3,000  3～ 6 4,800＋640×（学級数－ 2） 

3～ 6 3,000＋520×（学級数－ 2）  7～12 7,360＋560×（学級数－ 6） 

7～12 5,080＋480×（学級数－ 6）  13～18 10,720＋480×（学級数－12） 

13～18 7,960＋400×（学級数－12）  19～30 13,600＋320×（学級数－18） 

19～30 10,360＋200×（学級数－18）  31～ 17,440＋160×（学級数－30） 

31～ 12,760＋120×（学級数－30）    

例)  小学校で１８学級の場合……10，360 冊         中学校で１５学級の場合……12，160 冊 

 

 区では、平成１８年３月に「荒川区学校図書館活性化計画」を策定し、平成１８年

度に全校で学校図書館図書標準１００％以上を達成しました。令和６年度末現在、小

学校で１７０．６％、中学校１４５．５％となっています。 
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（２）② 多様な子どもに応える学校図書館資料の整備 
 
 

第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の基本的方針である「多様な子

どもたちの読書機会の確保」を念頭に、豊かな読書経験の機会を充実していくために、特定

分野に特異な才能のある子どもを含む、多様な子どもの知的活動を増進し、様々な興味・関

心に応える魅力的な資料の整備をします。 

 

（２）③ 学校図書館の蔵書管理・検索システムの整備 
 
 

各校連携型の蔵書管理・検索システムの整備および活用を行います。システムを利活用す

ることで、学校間の横断検索を可能にし、自校にない本を他校にある蔵書から選び、授業等

で使用するなど、区内全公立学校が一体となった学校図書館の活用を図ります。 

あわせて、学校図書館支援室と各学校の学校司書において共通のコミュニケーションツー

ルを使用した情報交換や共有を行い、学校間連携業務の整備も推進します。 

 

（３）① 教育課程に基づく学校図書館の活用 
 
 

各校で定めた教育課程を確実に実施するために学校図書館を計画 

的に利用し、学校図書館資料を使って授業を行うなど、全教科・領

域にわたって教科横断的に活用を推進することにより、子どもの思

考力、判断力、表現力等の育成と指導者の授業力向上を図ります。 

学校図書館は「読書センター」・「学習センター」・「情報センター」 

として学校の教育活動全般を支えるものであるという位置付けのも 

と、蔵書が充実した学校図書館を学習活動に活かしてもらうための 

活用方法の習得を行います。学校ごとに特色のある学校図書館行事 

を計画的に実施し、定着と促進を図ります。また、授業で活用しや 

すい学校図書館となるよう書棚の整備等、環境づくりを進めます。 
学校の特色が見える 

学校図書館行事 
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（３）② 学校図書館の運営体制の強化 
 
 

 授業での学校図書館活用を積極的に進めるために、司書教諭・学級担任・教科担当教員と

学校司書とが協働することにより、多様な資料を活用した授業内容の充実を図り、子どもの

学習活動を支援します。 

学校図書館長（学校長）の経営方針のもと、全教職員に計画的・組織的・継続的な活用を

働きかけるには、学校図書館活用年間指導計画を基に司書教諭と学校司書による綿密な打

ち合わせが必要です。区では週２時間を確保し、打ち合わせだけでなく、時には活用授業の

支援に入ることもあります。 

学校図書館には、全学年・全教科の教科書と「年間指導計画」が常備されていますので、

学校司書は教員と授業の狙いに沿った図書館資料等の準備を進めることができます。 

 

 

 

 

 

 

「読書センター」・「学習センター」・「情報センター」 

学校図書館法により、学校図書館は「教育課程の展開に寄与し、児童生徒の健全な 

教養を育成するための施設」であり、『学習指導要領解説 総則編』に記載されている 

上記の３つの機能をもち、これらが相互に連携し、補完し合うことで、学校の教育活 

動全体を支えています。 

例えば、ある課題について深く探究する際、まず学習センターの機能として課題を 

設定し、情報の収集の計画を立て、自ら解決の方法を考えます。次に情報センターと 

して図書およびオンラインデータベースやインターネット等を利用し、目的に合っ 

た情報を入手して情報の収集・選択・活用能力を育成します。その過程では、日頃読 

書センターの機能で培われた読解力が基盤となります。このように学校図書館は、子 

どもの知的好奇心を満たし、学習を深め、情報社会で活躍するための土台を築く、学 

校の中心となっています。 

また、これらの機能を最大限に発揮するため、単なる本の保管庫ではなく、学習ス 

ペース、交流スペース、情報発信の拠点として、日々実践します。 
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（４） 区立図書館における子どもを対象とした資料の収集と充実 
 

乳幼児から小学生までの子どもの興味や関心・好奇心を満たし、豊かな心の成長を育むた

め、創造性や想像力に富んだ資料を収集します。また、子どもを取り巻く環境を書いたもの

や発達の段階に応じた資料を収集し、子どもの視点に立ったサービスの更なる充実を図り

ます。学びと楽しみを得られ、読書に親しみがもてる蔵書を構築し、その資料を子どもたち

が活用し、主体的に課題を解決できる環境を整えます。 

中学生・高校生に向けた資料の収集と充実については、これまで積極的に実施してきまし

た。しかし、1 か月に本を１冊も読まない人の割合である不読率は、未だ高い状態が続き、

第２章の読書活動を取り巻く課題で前述のとおり、特に高校生では過半数が本を読まない

という傾向にあります。１０代の子どもたちの意見を反映させた資料収集を行い、楽しみと

知識・教養、課題解決への効果を実感させ、読書に一層興味がもてるようにします。 

子どもの意見聴取の機会を確保し、多様な子どもの意見を反映することを目的に、「子ど

も司書」や「ティーンズスタッフ」が議論をしながら本を選び、それを参考に図書館職員が

購入を決める本の選定会や、不読率の低減のための事業や取組の企画立案への参加等によ

る、主体的な読書活動を積極的に推進します。また、本を使って調べ、その結果をまとめる

方法を学ぶ「文献調査方法」を案内することを通じてニーズを把握し、探究的な読書活動の

支援に役立つ資料の収集と充実を積極的に推進します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

子ども司書 

小学３年生以上を対象とした「子ども司書養成講座」（全７回程度）を修了した 

参加者で、地域や学校での読書活動を推進していくリーダーを指します。 

講座では、司書（図書館職員）の仕事を体験し、図書館の業務や事業を学びます。 

どのようにして地域の読書が支えられ、読書活動が推進されているかを体感できる 

プログラムです。子どもにとって、読書により親しめ、楽しむことができると好評 

です。 

 

ティーンズスタッフ 

中学生以上の１０代が自主的に参加し、月に１回活動を行います。１年制の募集 

で、その年に集まったメンバーで活動内容を決定します。年によって自分の読書体 

験を深める内容や、同年代もしくは小学生等の読書活動を推進するための企画内容 

となるなど、自主的に事業が運営されます。不読率の高いティーンズ世代の視点を 

取り入れ、図書館をより身近で魅力的な利用しやすい場所にする目的もあります。 
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（５） 区立図書館の子どもにとって居心地の良い空間の整備 

 
 

乳幼児や障がいのある子どもの視点に立った環境整備を推進するとともに、気軽に利用

できるスペースを設置するなど、場の提供にも努めます。中学生・高校生には個人で勉強で

きるスペースや一緒に勉強し語り合える場所を提供し、居心地のよい環境整備に努めます。  

また、不登校や引きこもり等、様々な理由で読書機会が少なくならざるを得ない子どもに

とっても、図書館を「サードプレイス」として認識し利用できるように努めていきます。貸

出返却カウンターを介さずに貸出が可能で、プライバシー保護に効果のある自動貸出機の

継続運用や閲覧スペース等、利用しやすい環境づくりを行います。 

読書を通じてあらゆる子どもの豊かな心を育むため、区立図書館が安心かつ充実した心

地よい空間になるだけでなく、新たな知識や人との出会いを創出できる場として寄り添い、

生涯にわたる読書活動のパートナーとして存在することを目指します。 

 

 
（６） 学校図書館および区立図書館のデジタル社会に対応した 

読書環境の整備と多様な子どもの読書機会の推進 
 
 
 

学校図書館では、タブレットＰＣと図書館資料を活用・併用した授業を行い、優れた研究

や実践例を広めます。また、タブレットＰＣに電子書籍をダウンロードして活用することの

有効性や課題を検証します。 

学校図書館がもつ役割である「情報活用能力・課題解決能力」を育成し、個別最適な学び

を保障しながら、主体的に学び続ける子どもの資質・能力の育成に努めます。情報を適切か

つ主体的・探究的に活用できる情報活用能力を育成するために、各教科等の指導を通して情

報モラルを身に付け、自らの目的（学び）やタイミングに応じ、学校図書館やタブレットＰ

Ｃ等のメディアを十分に活用した情報の収集や取捨選択、情報のまとめ方や発表等の情報

子ども司書による本の選定会 ティーズスタッフミーティング 
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活用を子どもが日常的に行える環境整備の検討を図ります。司書教諭（学校図書館担当者）

が中心となって、「読む力」と「情報活用能力」の育成に関して教科間のカリキュラム・マ

ネジメントを提案し、どの学年のどの単元でどのような情報活用能力を育成するのか、「紙」

と「デジタル資料」をどのように利用すると子どもにとって確かな学びとなるかを発達段階

に応じて検討を行います。 

区立図書館では、図書館システムを利活用した資料検索や関連資料の紹介といったデジ

タル技術を用いた読書機会の拡大や、「荒川区電子図書館サービス」においてパソコン・タ

ブレットＰＣ等で読める電子書籍（電子資料）の貸出を行います。なお、「荒川区電子図書

館サービス」では、個々の発達の段階や状況等に応じて、紙媒体や電子媒体等を柔軟に選択

する環境を提供することで、紙の本と電子書籍の両方を情報源として柔軟に選択できるよ

うに努め、生涯にわたる情報活用および課題解決の能力を育成します。また、電子書籍の拡

張機能等を使い、適した読書方法を取得するなど、デジタル社会に対応した読書環境を活用

し、従来の紙の本による読書に困難がある子どもへの読書環境の整備を図ります。 

なお、デジタル社会に対応した読書環境の整備は、学校図書館と区立図書館が連携して行

い、ＧＩＧＡスクール構想等の進展やデジタル田園都市国家構想も踏まえながら、それぞれ

の知識や経験、資源を生かす方法での実施を検討します。 
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「情報活用能力・課題解決能力」の育成と、個別最適な学びの保障 

情報活用能力と課題解決能力は、知識を「覚える」ことから「活用する」ことへ 

と学習の焦点を移行させ、この「活用」を可能にするために、一人ひとりの個性や 

習熟度に応じた「個別最適な学び」が不可欠となります。 

学習指導要領では、子どもたちが自ら学び、考え、社会で活躍するためのツール 

と環境を提供することを目指しており、知識偏重の硬直的な教育から脱却し、予測 

不能な未来を柔軟にたくましく生き抜くための「生きる力」を育むことが期待され 

ています。 

 

電子書籍の拡張機能 

電子書籍には、文字の拡大、背景色の変更、マーカー・しおりの設定、テキスト 

を合成音声で読み上げるなど、デジタル特有の機能を使用できるものがあります。 

例えば、文字の認識が難しい子どもが、音声読み上げ機能やハイライト機能を使用 

することで、読書の補助が可能となります。 

 

「ＧＩＧＡスクール構想」 

文部科学省が平成３１年から進めている、全国の子ども一人ひとりにコンピュー 

タ端末と高速ネットワーク環境を整備する取り組みです。 

「ＧＩＧＡ」は「Global and Innovation Gateway for All」の略で「すべての子ど 

もたちに、グローバルで革新的な扉を」という意味が込められています。この構想 

は、デジタルを活用した新しい教育のあり方を目指し「個別最適な学び」と「協働 

的な学び」の実現を目的としています。 

区では平成２６年度より全国に先駆け、区立小・中 

学校全校のタブレットＰＣの１人１台体制を整備する 

とともに、各学級の電子黒板の設置、通信速度の改善 

等、学校におけるＩＣＴ教育を整備しています。 
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（７） 学校図書館と区立図書館の連携 
 
 

「荒川区読書活動推進プラン」と「子ども読書活動推進計画」の実現に向けて、その中心

となる区立図書館の職員と学校図書館の学校司書との間で情報交換等を行うための相互連

絡会を開催します。また、各学校の学校図書館便りを区立図書館に送付して連携を図ります。 

 区立図書館は学校に対し、学校図書館および教室で利用する資料の提供や、授業で活用す

る図書の団体貸出を行います。区立小・中学校の各クラスに１か月間貸出をし、資料の配送

と回収は区立図書館が用意する配本車で実施します。 

 区立図書館の職員が学校に出かけ、テーマに沿って本を紹介し、学びと楽しみが得られ、

読書に親しみが持てるような「ブックトーク」事業を実施します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ブックトーク」 

本と出会い、読むきっかけを作るた 

めの本の紹介法のひとつです。設定し 

たテーマに沿って、複数の本を順序立 

てて紹介し、読書意欲を喚起します。 
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施策２ 読書バリアフリーの整備および充実 

 

１ 読書に困難のある人への取組 

 

（１）① 区立図書館における読書に困難のある人に配慮した 

資料の収集とサービスの充実 
 
 
 

区立図書館では、誰もが生涯にわたって読書に親しみ、学ぶことを推進するため、本を読

むことに困難のある大人に配慮した取組を実施します。 

視覚に障がいがある人には、デジタル録音図書「デイジー図書」および読み上げや拡大等

が可能な電子書籍を読める「視覚障がい者専用の電子図書館サービス」を提供します。また、

「対面音訳サービス」や拡大読書器・音声読み上げ器・リーディングトラッカー等、本を読

む際の手助けとなる機器の整備と充実を図ります。 

知的障がいや学習障がいのある人には、「ＬＬブック」、「マルチメディアデイジー」等の

読みやすい本を、積極的に収集・提供します。 

また、障がいのある人だけでなく、本を読むことに対する障壁を取り除くための支援を充

実します。高齢等の理由から文字が読みづらい人や視力の弱い人が読みやすい「大活字本」

や、仕事や子育て・介護等で読書の時間を日中に確保できない人が場所や時間にとらわれず

利用しやすい「荒川区電子図書館サービス」の提供等を行います。 

誰もが読書による文字・活字文化の恩恵を受けられるように、利用しやすい形式の本を用

意するとともに、本の内容にアクセスしやすいようサービスの充実を図ります。さらには、

読書のまちづくり条例が目指す、豊かな心を育み、知識、教養を高めることが可能な読書機

会の確保に努めます。 
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読書に困難のある人に配慮した資料とサービス等 

 

デイジー図書（ＤＡＩＳＹ

図書） 

(DAISY：Digitaｌ Accessible 

Information System） 

視覚障がい等で活字の読みが困難な人

のために製作されるデジタル図書で、専

用の再生機を使用して読む音声図書で

す。区立図書館では図書館主催の養成講

座を受講したボランティアによる図書

の作成も実施しています。 
 

マルチメディアデイジー

（マルチメディアＤＡＩＳＹ） 

パソコン等を使用して読むデジタル図書で、音声と一緒にテキストや

画像が表示され、文字サイズ・背景色・音声速度の変更や、どこを読

んでいるのかが判別しやすいハイライト機能があります。発達障が

い、知的障がい、肢体不自由、視覚障がい等で通常の本を読むことが

困難な人や、加齢等により文字が見えにくい人など、誰もが読書を楽

しむことができる本です。 

大活字本 視力の弱い人や文字が読みづらい人が読みやすいように、大きな字で

書かれた本です。 

ＬＬブック 「やさしく読みやすい本」のことで、できるだけ短い文で、難しい漢

字は使わず、ふりがなや絵文字があるなど、誰もが読書を楽しめるよ

うに工夫してつくられた本です。 

読書支援機器 読書を補助するための道具のことです。

例えば、拡大読書器は、モニターに本を

拡大して表示でき、白黒反転による色の

変更等が可能で、リーディングトラッカー

は、読みたい行以外を隠し、一行に集中

できます。 

 

対面音訳サービス 対面音訳とは、主に視覚に障がいのある人に対して音読を行うサービ

スです。区立図書館内で実施し、図書館主催の養成講座を受講した職

員もしくはボランティアが音訳者となって実施しています。 

代読サービス 知的障がいのある人が希望する本等の

言葉を補ったり分かりやすく説明した

りしながら代わりに読むサービスです。

図書館主催の養成講座を受講したボラ

ンティアを中心に実施しています。 
 

視覚障がい者専用 

電子図書館サービス 

荒川区に在住の「身体障害者手帳（視覚障がい）」をもつ人が利用でき

る電子図書館サービスです。小説や実用書等、すべてのコンテンツを

自動読み上げし、音声速度や男声女声の種類も選択可能です。貸出・

返却の必要はなく、同時に何人も読めるため「予約」も不要です。 
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（１）② 読書に困難のある人への区立図書館の蔵書提供 
 
 
 

肢体不自由や視覚障がい等がある荒川区にお住まいの人を対象に、ご自宅に資料を届け

る「宅配」を実施します。 

また、新型コロナウイルス感染防止対策等の一環として開始した本の郵送貸出サービス

（郵送料利用者負担）を継続実施し、図書館への来館が困難な人にも利用できるよう実施し

ます。さらに、外出が困難な高齢者施設への団体貸出も行います。 

様々な理由で区立図書館への来館が困難な人に蔵書の提供を行います。 

 

（２）① 学校図書館および区立図書館における 

障がいのある子どもに配慮した資料の収集と整備 
 
 

学校図書館では、障がいのある子どもに対して、一人ひとりの教育的ニーズに応じた様々

な形態の図書館資料の拡充と、リーディングトラッカーや拡大読書器等の読書を支援する

機器、電子書籍等の整備に努めます。  

区立図書館では、視覚に障がいのある子どもが読む本「デイジー図書」「点字図書」「拡大

図書」等や、知的障がいや学習障がいのある子どもが読みやすい本「ＬＬブック」「マルチ

メディアデイジー」等を積極的に収集します。また、「荒川区電子図書館サービス」の電子

書籍（電子資料）では、音声読み上げ等の拡張機能の特性を活用するなど、障がいのある子

どもたちが学びと楽しみが得られ、読書に親しみをもてる読書機会の確保を目指します。 

また、様々な障がいのある子どもたちに向けて制作されてきた「布の絵本」については、

障がいのある子もない子も、乳幼児からでも楽しめる、優れた絵本・遊具として、区立図書

館で引き続き作成および収集を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

布の絵本 

学校図書館 

ＬＬブック 
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（２）② 子どもの読書バリアフリーに向けた学校図書館と 

区立図書館の連携事業の実施 
 
 

 障がいがあるために、通常の本では読むことが困難な子どもの読書活動を推進するため、

学校図書館と区立図書館の連携による子どもの「読書バリアフリー」を実施します。区立図

書館で積極的に収集予定のバリアフリー資料を、一人でも多くの子どもに提供できるよう

にします。特別支援学級に対する資料提供とともに、区立図書館と学校の両方を会場にした

読み聞かせ会およびおはなし会の実施や、案内等による図書館利用機会の向上を行い、読書

活動を推進します。また、仕事体験等で区立図書館を活用するなど、本と図書館に親しむ事

業と環境整備を連携・協力を図った上で行います。 

 特別支援学級と特別支援学校へのアンケート調査の結果を踏まえ、来館しやすい環境の

整備と仕事体験についての要望に応えられるよう努めます。また、職場体験等をはじめ、区

立図書館職員が館外に出向いて読み聞かせ等を行う出張おはなし会の実施や、「荒川区電子

図書館サービス」の活用等、様々な方法で読書に親しめる環境を、関係する学校と連携しな

がら整備していきます。 

 

 

（３） 地域全体で障がいのある人の読書を理解するための周知活動の実施 
 

地域一体となって読書活動を推進するために、障がい者の読書に関する周知活動を実施

し、相互理解を深めます。 

区立図書館では、有識者等による講座の開催や、図書館で実施する障がい者向けサービス

の認知と利用の向上を目的とした展示会や体験会を行います。また、障がいのある人や関係

者が利用する、区立心身障害者福祉センター（荒川たんぽぽセンター）、区立障害者福祉会

館（アクロスあらかわ）等でも実施し、障がいのある人もない人も互いに認め合いながら、

読書に親しめる環境整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

バリアフリー図書の展示 

 
ＩＢＢＹ（国際児童図書評議会）が選定した 

世界のバリアフリー児童図書のコレクションの巡回展示 
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（４）① 障がいのある子どもの読書に関する職員研修等の実施 
 

障がいのある子どもが読書に親しめる環境を整備するための知識やスキルを習得する目

的で、子どもの読書に関わる学校司書や区立図書館職員等を対象に研修会等を実施します。

障がいの有無に関わらず、多様な子どもたちが読書を享受でき、読書を通して豊かな心を育

むことができるよう、理解を深め、環境整備に努めます。 

 

 

（４）② 障がいのある人の読書に関するヒアリング等の実施 
 

区内障がい者団体（荒川区心身障害児者福祉連合会加入団体）や、コミュニティカレッジ

の障がい者活動団体等から、障がい者の読書に関するヒアリングを行い、現在の状況や要望

を把握し、取組につなげます。なお、「障害者差別解消法」や「視覚障害者等の読書環境の

整備の推進に関する法律」（「読書バリアフリー法」）に配慮した障がい者の読書環境整備に

関する計画を策定するための体制づくりや内容の検討にも役立てます。 

 また、障がい者団体等にバリアフリー図書を使用した読書や区立図書館のサービスと施

設について案内し、利用を促すとともに課題を見出し、取組につなげるように努めます。 

 

 

２ 日本語を母語としない人への取組 

 

（１） 区立図書館における日本語を母語としない人へのサービスの充実 
 

区立図書館では、日本語が母語でないために通常の資料を利用できない、もしくは利用し

にくい大人、区に訪れる外国人に向けての資料提供に努めます。 

日常生活や課題解決に役立つ知識や教養に関する資料や興味関心を満たす外国語資料の

収集・提供が行えるよう、入手方法の検討と整備を行います。また、最新の情報が取得でき

る雑誌等については、より多くの言語と種類を提供できるよう電子書籍の導入を検討する

など、学びと楽しみを得られ、読書に親しみがもてるような環境整備に努めます。 

 

 

（２） 学校図書館および区立図書館における 

子どもを対象とした外国語図書の収集と整備 
 

区立図書館と学校図書館では、日本語を母語としない子どもの読書機会確保のための資

料の収集と提供に努めます。 

区立図書館では、外国語資料の積極的な収集を行うだけでなく、本を使って、日本の文化

や生活習慣を理解することができ、互いの文化を認め合う土壌づくりとして、母国と日本の
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地理、文化、歴史等に関する資料の貸出や、母語で書かれた本を選ぶための蔵書資料リスト

の提供を行います。また、学校生活や学習に円滑に適応できるきっかけとなる資料を、学校

への団体貸出を活用して提供するなど、日本語を母語としない子どもへの資料提供の整備

を行います。 

 
 

施策３ 読書活動の推進体制の整備および充実 

 

１ 身近な読書環境の周知及び読書に対する関心の醸成 

 

（１） 区立図書館活用の積極的な活用を促す取組 
 
 
 

誰もが本を無料で借りることができ、豊富な蔵書による多種多様な情報取得が可能な区

立図書館サービスを周知するための取組を積極的に実施します。 

図書館以外での周知を目的に、区が実施するイベントの来場者に、区立図書館・電子図書

館サービスの広報を行います。楽しみながら気軽に健康増進に取り組める健康アプリのポ

イント取得の場に区立図書館を設定するなど、本に関心のない人を含めた一人でも多くの

人に、足を運んでもらうための周知を行います。また、区立図書館では、図書館への興味・

関心を喚起し、利用および活用促進を図るため、気軽に参加できるツアー形式の図書館案内

を実施します。 

人生の充実等を目的に、読書を通して知識、教養、コミュニケーション能力等を高める際、

区立図書館の資料やイベント・各種事業を利用することの意義を、広く地域に周知して利用

を促進し、心豊かに暮らすことのできるまちづくりの推進に役立てます。 

読書だけではない、情報センターとしての役割の周知を積極的に行うことで、図書館の活

用を促進します。 

 

 

（２） 宣言および読書のまち条例の周知による 

読書に対する関心の醸成 
 
 
 

「読書を愛するまち・あらかわ」宣言、「荒川区豊かな心を育む読書のまちづくり条例」、

「荒川区読書活動推進プラン」に関する一層の周知を行い、区民・事業者・幼稚園・保育園・

学校・区職員等地域全体の認知と理解を強化します。特に、本プランについては、少しでも
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読書に親しんでもらうための計画であることを踏まえ、今まで以上に伝わりやすい表現を

採用した要約版を作成し、周知に役立てます。 

ポスター・フライヤー等の啓発ツールを、読書との親和性が高い図書館や学校等だけでな

く、各種イベントの会場で配布します。また、区施設や商店街等に視認性に富むのぼり旗を

設置するなど、積極的な周知を行い、機運を高めます。 

ＴＳマーク取得者、運転免許返納者への図書カード進呈等、読書につながる事業も積極的

に実施し、本が身近にある環境を推進します。  
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施策の柱２  全世代の読書啓発および体験の充実 

～本がもつ無限の可能性と魅力的な読書体験を提供し、 

読書と共に成長し暮らすことの喜びと豊かさを広めます～ 

 

 

施策１ 本を読む人を増やす事業の充実 

 

１ 大人を対象とした読書啓発 

 

（１） 読書の効果や魅力を実感できる事業の実施 
 
 
 
 

生涯にわたって読書に親しめる魅力的な事業を実施します。 

区立図書館では、各図書館および「荒川区電子図書館サービス」において、設定したテー

マに沿った様々なジャンルの本を展示します。また、高齢者の地域社会への参加や、より豊

かな人生を送るための支援を目指すシニアを対象とした特集コーナーを設けるとともに、

高齢者施設での出張おはなし会等の事業を実施します。 

「認知症月間認知症普及啓発活動」や「里親制度普及啓発」、「区民安全安心講座」等、区

民の関心事に関するイベントや展示を、区立図書館を会場にして実施することで読書活動

へとつなげる取組も行います。 

また、庁内各課において、読書のまち条例の趣旨および本プランを踏まえ、読書の啓発を

積極的に行うための事業の実施と検討を行います。事業の検討については、読書が趣味やレ

クリエーションだけでなく、自己の成長や生活の向上に役立つ内容となるようにし、さらに

世代やライフスタイル等に合わせて提供する方法も検討することで、読書人口の増加と、読

書活動の高まりを目指します。例えば、教育・子育て・マネー・介護・健康・芸術文化の推

進等に関する講演会やワークショップを実施する際には、できるだけ読書に関連する、もし

くは読書につながる講師を選定するなど、魅力的な事業の実施を目指します。既に読書が身

近にある人も、本を作る過程や背景、読書活動に対する想いや考えを直接聞くことで、一層

の読書活動を喚起し、職員は事業を通して学んだことから新たな企画や課題を発見し、次へ

の事業展開を見出すなど、一層の充実を図ります。 
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２ 子どもや若者を対象とした読書啓発 

 

（１） 子どもや若者が読書を好きになる事業の充実 
 
 

読書を好きになるきっかけや本と出会う機会を幼少期から増やし、生涯にわたる読書習

慣を培うための魅力的な事業を実施します。 

区立図書館では、各図書館および「荒川区電子図書館サービス」で実施する「特集コーナ

ー」や、おはなしや工作を楽しむ「おたのしみ会」の実施等、日常的に子どもが楽しみや喜

びを感じ、読書に関心がもて、本に親しめるように支援します。また、「子ども読書の日」

や夏休み、七夕、クリスマス会等の季節を感じる事業では、「体験型おはなし会」や「ワー

クショップ」等工夫を凝らした事業を実施して一層の読書啓発や体験を行うほか、普段区立

図書館を利用していない子どもたちにも読書機会が創出できるようにします。 

また、小学生・中学生の仕事体験や高校生の奉仕活動の受け入れ、社会科学習の一環で行

われる「まちたんけん」等のほか、「子ども司書養成講座」や「ティーンズスタッフ」事業

を実施し、子どもたちが図書館に親しむことで生まれる読書への一層の関心の醸成と、主体

的な読書活動への創出を目指します。 

また、幼稚園・保育園、ひろば館・ふれあい館、子育て交流サロン等の乳幼児・児童施設

や、荒川自然公園等の区内の施設、地域の行事等、館外に区立図書館職員が出張して行うお

はなし会の開催に努めます。 

ゆいの森あらかわ内にある子どもひろばの遊びラウンジおよび学びラウンジでは、区立

中央図書館との複合施設である利点を活かし、子どもたちの楽しい遊びや知的好奇心を満

たす学びの先に読書の入り口を設け、シームレスに読書へと誘います。乳幼児向けの室内遊

びと、子育て世代の交流の場である遊びラウンジにおいて、乳幼児向けに実施している遊び

の一つに絵本の読み聞かせを取り入れることや、科学をはじめ様々な分野について学習で

きる学びラウンジの「ワークショップ」や「体験キット」を通じて、感じた疑問や発見を本

で確かめることで、実体験を伴った読書啓発を推進します。 

尾久図書館のシニアコーナー 認知症月間認知症普及啓発活動 図書館での里親制度普及啓発 
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また、庁内各課において子どもの読書への関心を高めるための事業の実施・検討をすると

ともに、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（第五次）」の推進にも役立てます。

区施設での「平和に関する絵本の読み聞かせ」や「街頭紙芝居」、「食品ロス削減事業（区内

在住の絵本作家との啓発絵本作成）」やひろば館・ふれあい館における「おはなし会」、「参

加型読書イベント」等の実施、子育て交流サロンの在宅育児家庭に対する絵本の貸出等、魅

力的な事業を実施します。 

 

 

 

 

（２） 子どもや若者と関連機関が連携して行う、 

子どもや若者の視点に立った読書活動の推進 
 
 
 

 

子どもの視点に立った読書活動を推進し、大人では想像しづらい、子どもの興味や関心事、

悩み等に応えた読書機会の提供を行います。区立図書館と学校図書館が子どもと連携し、普

段本を読まない子どもに対しての読書啓発を積極的に実施します。 

区立図書館の「子ども司書」と「ティーンズスタッフ」等の地域の読書活動において活躍

する子どもたちと連携し、同世代の子どもに向けた「特集コーナー」や読書に親しむための

アイデアを基にした展示等を実施します。例えば展示は、区立図書館や区内施設等(町屋文

化センター・ARAKAWA１－１－１ギャラリー・ふれあい館・ひろば館・スポーツセンター等)

 

様々な手法で実施するおはなし会 

 

 

 

 

 

 

 

本の読み聞かせから 

遊びへと広げます。 

屋外での読み聞かせは

非日常的な空間での読

書体験と、参加しやす

いという気軽さが好評

です。 
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で公開します。この取組をきっかけに地域の子どもの読書活動が推進されるとともに、連携

する「子ども司書」や「ティーンズスタッフ」自身の読書活動も充実するように取り組みま

す。 

さらに、学校図書館の図書委員と区立図書館が互いにアイデアを出し合いながら、連携事

業を行うなど、子どもと共に行う読書啓発活動を地域の中に広げていきます。例えば、図書

委員が作成した「ＰＯＰ」や「本の帯」、「本のカバー」等を区立図書館で展示し、来館する

きっかけと、同世代の子どもがおすすめする本を読む機会をつくり、多様な子どもの意見を

反映した読書活動を推進していきます。 

実施にあたり、子どもたちの視点に立ち、さらに反映した事業にすると同時に、子どもた

ちが主体的に事業に関わることで創出される効果を最大限発揮できるように努めます。 

 

 

 

 

（３） 学校図書館の魅力的な書棚の充実  
 
 

子どもがいつでも気軽に本に親しみ、読書が好きになるように、季節や学校行事に関連し

たテーマで本を集めた展示や、ＰＯＰを掲示するなど、学校図書館の書棚がさらに魅力的な

ものとなるよう充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＰＯＰ」 

本と出会い、読むきっかけを作るための本の 

紹介法のひとつです。本の魅力や読みどころを 

簡潔に伝え、読書意欲を促します。              

  

 

 

諏訪台中学校と日暮里図書館のコラボ企画 

「諏訪台中生のおすすめ本 ＰＯＰ展」 
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（４） 不読率低減に向けた取組の強化 
 

第２章の読書活動を取り巻く課題で前述のとおり、子どもは、学年が進むにつれて本を読

む冊数が減る傾向にあり、小学生・中学生に比べて高校生の不読率は高い状況が続いていま

す。また、大人になっても、多忙なために読書に時間を使えないことや、娯楽の多様化で読

書以外の選択肢が増えることなどを理由に、本を読む機会を得られない可能性があります。 

 高校生の読書活動を推進するため、主体的に読書に興味関心をもてるような事業を実施

します。区立図書館では、高校生や中学生自身が企画・運営に携わる機会をつくり、子ども

の視点や対象世代の意見を反映させることにより、取組を魅力あるものとし、読書率の向上

を目指します。実施する事業のポスターやチラシを区内の高等学校に掲示してもらうなど、

周知にも努めます。 

また、区立図書館を利用する際、高校生が自ら問いを立て、情報を集め、課題を解決して

いく主体的な学びである探究的な学習が可能となるよう、多様な情報収集が可能となる資

料の提供に努めます。図書館の蔵書を活用して、子ども自身が課題を設定し、それを解決す

るために情報を収集・分析し、自ら考えを深めていく学習活動を支えることで、成長後の課

題解決能力の養成を支援します。 

不読率が高い世代に向けた事業の実施を強化することで、幼少期からの読書活動が一層

成熟し、読書を通して身に付いた「人生をより深く生きる力」が発揮できるような取組を検

討します。 

また、高校生の不読率低減の取組を生涯にわたり読書活動が継続するきっかけにするだ

けでなく、将来の読書のまちづくりの中心を担う人材の育成へとつなげます。庁内各課およ

び団体等が実施する高校生を対象とした事業の中で、本に親しむことができ、読書の恩恵を

実感できるような取組の実施を検討します。 

なお、国が定める第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の基本的方針

においても「高校生の不読率低減」を念頭に、高校生に向けた取組強化の必要性が指摘され

ています。 

 

 

３ 全世代を対象とした読書啓発 

 

（１） 本を読まない読書機会の提供   
 
 
 
 

本に興味がない・魅力を感じられない、もしくは、読むのが面倒といった理由で、本を読

まない人に対し、新たな読書機会「本
・

を
・

読まない
・ ・ ・ ・

読書」を提案・提供し、不読率低減を図り

ます。 
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区では、読書で豊かな心を育み、まちづくりを行っており、実際に本を読まなくても、他

者の読書を見聞きすることも読書機会の一つであると位置付けます。区内で生活・活動する

人、知り合い・家族等の身近な人が書いた、おすすめの本の感想や紹介文等、他者の読書体

験を共有することで得られる「新たな視点」、「発想」、「価値観」、の交換・交流を大きな魅

力とし、読書の重要な要素として「本を読まない読書」と定義します。 

本が身近でない人に読書の入り口に立つきっかけとして「本を読まない読書」を提供する

ことが、本や読書の関心を高め、今後の人生を充実させ、豊かな心を育む結果となるように

します。また、読書のまち条例を具現化する際に極めて重要となる「読書体験の共有・共感」

がもたらす魅力を契機として、最終的には地域への愛着の醸成と読書のまちづくりへ主体

的な活動推進へとつながることを目指します。 

「本を読まない読書」の機会は、区立図書館を含む区内の施設に日常的に設置し、ＳＮＳ

等を使用することで展開を図り、これまでにはなかった読書啓発を試みます。また、同時に、

このような地域の人と人とがつながる効果を最大限に生かし、読書のまちづくりの礎とな

るよう推進します。 

 

 

 

施策２ 読書活動を深める事業の充実 

 

１ 大人の読書活動に関する事業 

 

（１） 大人のニーズを意識した読書活動の支援 
 
 

これから読書をする人が、何を読んだらよいか分からないという理由で、読書意欲を満た

すことができない状況を変える取組を区立図書館で実施します。既存事業の区立図書館ホ

 

「本を読まない読書」 

⇒「他の人と読書を共有・共感してもたらされる魅力を味わう」機会のアイデア 

  ・ 感想文から始まる読書会 

  ・ 展示「この１行にグッときた」「読んで、○○しました」 

    ・ おすすめ本を読んだ子どもが描いた絵と、保護者が子どもに読み聞かせをした 

時の様子等を記した文章、図書館員による本のおすすめポイントを一緒に展 

示し、全世代で楽しむ「図書館員からあなたへオーダーメイドＢＯＯＫフェア」 

（令和４年度子どもの読書活動推進フォーラム「文部科学大臣賞」受賞事業）        
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ームページでの「図書館員のおすすめ本」やオーダーシートに回答すると、自分だけのおす

すめ本のリストをもらえる「オーダーメイドブックサービス」等をはじめとした、大人を対

象とした多彩な本との出会いを目的とした取組に努めます。潜在する興味関心事に気付き、

読みたい本を明確にする手助けから、予期せぬ本との出会いまでの支援を行い、知的好奇心

と自己成長を促すことを目指します。 

図書館職員がテーマを設定して展示する「特集コーナー」事業を発展させ、対象や目的、

読書の成果をより想像できるような読書の提案や、本を選ぶプロセス自体を楽しく、記憶に

残る体験として提供できる事業とその発信方法を検討します。 

また、好きな本や関心のある本を具体的に選ぶ方法を身に付けるための支援も行い、好み

の本や自己課題を解決する本を見つけられるようにします。 

すべての人が読書による文字・活字文化の恩恵を受けられるように、障がいのある大人の

読書活動を推進します。様々な障がいのある人が、それぞれに利用しやすい形式で本の内容

にアクセスできる、新たな読書スタイルの提案を行うことでの読書活動の推進を行います。 

 

 

２ 子どもや若者の読書活動に関する事業 

 

（１） 子どもや若者の興味関心を喚起・育成し、 

心と知的好奇心を満たす読書活動の支援 
 
 
 

興味関心事に無限の可能性をもつ子どもに対して、多種多様な本との出会いを創出する

ことにより、新たな知的好奇心を満たし、深める取組を行います。このような取組等を通じ

て、自分の好きな本や関心のある本を取捨選択することができるよう支援します。 

また、子どもの読書に最も身近な存在である保護者に対して、子どもの本の多彩さを伝え

るとともに、本を選ぶ際の参考となる情報を提供するなどして、子どもの本と出会う機会を

増やし、読書の世界を広げるきっかけにします。 

区立図書館職員が読んでほしい本を紹介したパンフレットをマタニティ・乳幼児・小学

生・１０代といった対象別に作成して、紙での配布に加え、図書館ホームページやＳＮＳ等

の身近なコンテンツも活用し、より多くの人に届くように発信することで、本を選ぶ楽しさ

を醸成します。例えば、１０代を対象にしたおすすめ本のブックリストは、図書館以外の区

の施設での配布や、中学生・高校生や若者を対象としたイベントを実施している関係各課と

連携し、「中高生俳句バトル in あらかわ」やあらかわ中高生起業家育成ワークショップ実施

時に会場で配布します。妊娠中や生まれてくる子どもと一緒に読むのにおすすめの本を掲

載した、「これから出産を迎える人を対象にした情報誌」については、今後は区内施設や産

院等の妊産婦が利用する施設での配布を検討するなど、積極的な発信に努めます。 
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家読（うちどく） 

「家族ふれあい読書」の意味で、読書を通じて家族の絆をつくる取組 

のことを言います。一緒に本を読み、感想を共有することで、家庭内で 

のコミュケーションが増え、家族の絆を深める効果や、本を読むきっか 

けづくりとなります。区立図書館では家読におすすめの本を、 

家読ブックリスト『うちリス』として発行しており、区内の幼稚園や保 

育園に配付するだけでなく、区立小学校においては、『うちリス』を使用 

した読書啓発も行っています。 

また、障がいのある子どもの読書活動推進のため、「ＬＬブック」や「マルチメディアデ

イジー」等、それぞれに利用しやすい形式で行える新たな読書スタイルの提案を行います。 

 

（２） 子どもや保護者の家庭での読書活動に対する支援 
 

 子どもが生まれる前の保護者に向けた「出産を迎える方のための読み聞かせ講習会」等の

開催や、本をプレゼントするとともに読み聞かせの方法を伝える「ブックスタート」と「セ

カンドブック」事業の実施を通じて、乳幼児期からの読書活動を支援します。家庭における

子どもや保護者の読書活動を乳幼児期から支援することで、切れ目のない読書習慣の形成

を促します。区で育つ子どものすべてが対象となるよう、ブックスタート・セカンドブック

事業は乳幼児の健診事業等と連携して取り組み、一層の充実を図ります。 

また、乳幼児期から家庭内に本がある環境を作るだけでなく、家族や身近な人と一緒に本

を読み、感想を話し合うことで、コミュニケーションを深める「家読（うちどく）」を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ブックスタート」・「セカンドブック」事業 

ブックスタートは、赤ちゃんと保護者に、絵本と一緒に、 

絵本をひらく楽しい体験を手渡す活動で、区では４か月健 

診の対象児に実施しています。区立図書館職員と図書館主 

催の養成講座を受講したボランティアが中心となり実施し、 

読書支援を行っています。 

さらに、区では３歳児を対象に絵本を１冊プレゼントするセカンドブック事業を実 

施しています。３歳から５歳までは、絵本やおはなしを楽しみ、吸収できる「読み聞 

かせ黄金期」と呼ばれ、子どもたちに読書に親しんでもらう目的があります。子ども 

と保護者が一緒になって絵本を楽しんでもらえるよう、おすすめの絵本リストも手渡 

しています。 
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（３）① 学校司書による授業および読書活動の支援 
 
 

活動や学習内容に合わせ、学校司書は教員と協働して授業の支援を行います。学習に必要

な図書館資料の準備や、読書をはじめとする学習支援等、教員と相談し学校図書館を活用し

た授業を進める力となります。 

子どもだけでなく家庭向けの学校図書館便りを教員と学校司書が協力して発行し、学校

図書館からの情報の発信に努めます。 

子どもおよび保護者向けの学校図書館便りは、各校とも概ね毎月発行しています。小学校

では、低学年の児童が理解できるように、ふりがな付きで平易な表記を心掛けています。 

主な内容は、読書活動および読書月間等の取組や学校図書館を利活用した授業実践の紹

介です。また、全校で区が推進している「読書のまち・あらかわ」や家読（うちどく）の取

組を紹介する記事も散見されます。 

さらに、教職員向けの学校図書館便りを定期的に発行している学校もあります。主に、学校

図書館の利活用実績や各種コンクールに向けた指導法の紹介です。授業で使いたい資料の

購入希望アンケートも行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）② 学校における読書指導 
 
 
 

学校図書館を活用した年間指導計画に基づき読書指導を継続

するとともに、学校内だけでなく家庭での読書「家読（うちど

く）」を奨励するなど、読書の時間を確保することにより、子ど

もの読書習慣の定着を図ります。 

 また、『荒川区立小中学校推薦図書リスト 本との出会い』の

作成・配布・活用や、各校での推薦図書リストの作成により授

業および読書活動の支援を行います。 

児童が多くの本に出会う機会となるよう、授業に「味見読書」

を取り入れ、中学校では教員との触れ合いも活かした「ご書印

帳」を使った読書活動を試みるなど、多様な活動を通じ、より

豊かな読書活動の充実を図ります。 

学  校  司  書  に  よ  る  授  業  支  援 
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（４） 学校図書館および区立図書館における 

子どもの個別最適な読書機会の提供 
 
 
 

本と出会うきっかけづくりを強化するだけでなく、子どもの視点に立った様々なアプロ

ーチでの読書機会を提供します。発達の段階での特徴や多種多様な興味関心等、子どもを理

解することに留意し、寄り沿った読書支援を目指します。 

小学校入学、小学校から中学校、中学校から高校、高校から大学等の移行段階に読書習慣

を引き継ぎ、読書活動をより一層推進するための事業を実施します。移行段階における気持

ちの変化や発達の段階に考慮しながら読書習慣を継続できるよう支援し、特に子どもの悩

みや課題を解決できるような資料については、電子資料の活用に努めます。「荒川区電子図

書館サービス」は、物理的に本を借りずに読むことが可能で、タブレット等があれば好きな

場所で好きな時間に読書ができるという特長があります。この秘匿性の高い特長と読み上

げ機能等の電子書籍の拡張機能の特性を活用して、移行段階の気持ちの変化と発達段階に

考慮した読書支援を実施します。また、利用促進のため、「荒川区電子図書館サービス」の

機能や資料を周知するオリエンテーションの場等を設けます。 

相対的貧困状態にある子どもや、ヤングケアラー等、様々な理由で自分の時間を確保でき

ない、もしくは読書する環境をもたない子どもについても本に親しむ機会を確保できるよ

うな取組を検討します。 

 

 

３ 全世代の読書活動に関する事業 

 

（１） 区立図書館の電子資料を活用した読書活動の支援 
 
 
 

電子資料をパソコンやスマートフォン、タブレット等を使って読める「荒川区電子図書館

サービス」の利用方法を案内し、文字の拡大、音声読み上げ、背景色の変更等、電子ならで

はの機能を活用した読書法や、外国語の資料をＡＩ音声で読み上げて行う読み聞かせ、語学

学習への活用等、紙の本ではできなかった機能や読書スタイルを創出し、提案・提供する 

ことで、読書活動を支援します。 

 

 

 

 

 

荒川区電子図書館サービス 
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施策３ 課題解決型読書活動を推進するための事業の充実 

 

１ 大人の課題解決型読書活動推進のための事業 

 

（１） 荒川区に関連する地域資料と調査支援の充実 
 
 

区立図書館で収集・保存する、区が発行する資料や、郷土の歴史・文化・民俗・産業等に

関する資料を積極的に活用し、地域に関する調査や学習を支援します。また、吉村昭記念文

学館、荒川ふるさと文化館では収集した資料から利用者の興味関心を醸成し、新たな課題を

提起し、また、次の調査・研究へとつなげます。 

また、将来的には、調査の手順や成果・知見といった情報を他者と共有する機会を設け、

この場で寄せられた情報を価値あるものとして収集することを目指します。区に関連する

調査や情報交換・情報交流は、郷土への愛着や親和性が基になっている読書活動であり、「豊

かな心を育む読書のまちづくり」のきっかけに成り得るため、区に関連する地域に関する調

査支援を充実します。また、区立図書館では、地域資料の充実のために、地域の企業や商店

等の資料を探すことや、調査支援で得た情報を基に資料を収集するなどして、サービスの拡

充を図ります。 

 

 

（２） ビジネス支援サービスの充実 
 
 

区立図書館に設置しているビジネス支援コーナーを充実させ、調査に役立つ情報の提供

や観光資源の発掘支援等、区内中小企業等の経営支援や課題解決のニーズに応えることで、

地域経済の持続的な発展を図る支援を行います。ビジネスに役立つ資料や情報の充実、新聞

記事や法律情報等の商用データベースの館内閲覧、中央図書館で実施している「税務相談」、

「街なか商店塾（荒川区まちなかゼミナール）」との連携等のサービスを充実させ、ビジネ

ス分野の支援を行います。 

また、区が実施する就労支援や起業に関するセミナーに参加した人が区立図書館のビジ

ネスサービスを利活用できるように促すことや、会場で関連資料を紹介するなど、参加者の

実用的で探究的な読書活動を支援します。 

 

 

 

 

 
尾久図書館 ゆいの森あらかわ 

区立図書館のビジネス支援コーナー 
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（３） 区立図書館のレファレンス・情報提供・課題解決サービスの充実 
 
 

調べたいことや探している本等の質問や相談に応えるレファレンスサービスを充実しま

す。図書館ホームページにレファレンスの事例を公開し、類似の質問から調査方法の手がか

りが入手できるようにします。 

 また、子育てに関する資料や防災・生活、医療・健康等、生活の悩みや課題に関する支援

の充実に努めます。各区立図書館に設ける「医療・健康情報コーナー」については、資料の

充実により一層努めます。 

主体的に調査研究が行えるよう、区立図書館の資料検索システムの基本的な使い方や精

度を上げる検索方法、商用データベースの使い方等を示し、必要な情報を取得するためのヒ

ントを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ レファレンス、課題解決サービスとは？ ＞ 

 

図書館は、知識や教養を高める読書や楽しみの読書だけでなく、ジャンル

を問わず、新しい本から古い本まで、たくさんの蔵書を使用した調査が可能

な施設です。また、専門的に調査・研究をする人以外にも、生活に身近な課

題を解決するために、図書館を役立てることが可能です。 

図書館のサービスのひとつに「レファレンスサービス」があります。レフ

ァレンスサービスは、調べたいことや探している資料等の質問について、必

要な資料や情報をご案内するものです。資料が図書館に所蔵しているかだけ

でなく、本や地図、雑誌・新聞記事等の探し方のご案内や、質問に関連する

資料の紹介も行います。お求めの資料にできるだけ沿ったものを提供するた

め、質問の内容を詳しく伺ったり、ご自身で調査された方法やその時点での

結果をお尋ねしたりすることなどを心がけ、サービスを実施しています。 

また区立図書館では、課題解決の支援として、医療やビジネス分野、地域

行政資料のコーナーを設置しています。例えば、医療・健康情報に関する本

を集めたコーナーでは、医療サービスが高度化し多様な選択肢がある中で、

納得して治療を受けるための情報収集ができるような支援をするために病気

に対する基礎的な理解を深められるよう、健康や予防医学等について調べる

ことができるようにしています※。 

 

※ レファレンスサービスは質問に対して、役立つ資料を提供するものであり、医療相談、

法律相談、人生相談、美術品の鑑定等には答えられません。 
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２ 子どもや若者の課題解決型読書活動の推進のための事業 

 
（１） 学校図書館を活用した授業における 

プレゼンテーション能力の育成 
 
 

授業で学んだことを確かめ、広げ、深め、資料を集めて、読み取り、自分の考えをまとめ

て発表する能力を育成します。 

 学校図書館は、プレゼンテーションのテーマ設定から、内容を裏付ける情報の収集まで、

基盤となる力を養う場となります。 

 

 

 

 

（２） 小論文コンテストや図書館を使った調べる学習コンクール等の実施 
 

本を通じて感じたこと、考えたこと、調べたこと、体験・探究したこと等について自分の

意見を相手に伝える文章を書くことにより、思考力、判断力、表現力等を育成する「小論文

コンテスト」を実施します。 

学習の基礎となる主体的に課題を解決し探究する力や、情報活用能力の育成を図るため、

「図書館を使った調べる学習コンクール」を実施します。 

図書資料を使った探究的な学びの進め方を理解し、体験してもらえるよう、区立図書館の

資料等を活用した講座「親子で調べる学習チャレンジ講座」を実施します。 

 

 

 

プレゼンテーション能力の育成 

与えられたテーマや自分で設定した問いに対して、図書館の蔵書やデジタル資料・ 

新聞・雑誌等、多様な情報源から必要な情報を探し、その過程で、情報の信頼性を 

見極める力である「情報リテラシー」や、効率的な検索スキルを身に付けます。 

集めた情報を整理して自分の考えを構築する際に、資料を論拠の補強に使い、複数 

の情報源を比較検討する作業で、自らの主張に説得力をつける方法を、全校生徒の前 

で発表する場合には、自分自身の考えを工夫して伝える方法を学びます。 

学校図書館は、単に知識を得るだけではなく、子どもが自分で問いを立て、情報を 

収集・分析し、表現する一連のプロセスを支える「学習のハブ」であり、この機能を 

最大限に活用することで、プレゼンテーション能力だけでなく、生涯にわたって必要 

な思考力、判断力、表現力を総合的に育成することができます。 
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（３） 区立図書館における中学生と高校生を対象とした 

文献調査方法の案内の充実 
 
 
 

小学校で実施していた「調べ学習」を充実させ、より高度な調査方法を習得するための案

内を区立図書館で実施します。 

商用データベースを使用した調査や、図書館システムを活用した精度の高い検索方法の

案内等、基本的な使い方から効率的な情報入手の方法までを示すことで、デジタルリテラシ

ーの向上を含んだ情報活用能力の育成を行い、探究的な読書活動の支援を目指します。 

 

「小論文コンテスト」「図書館を使った調べる学習コンクール」 

平成１７年度に策定された「荒川区学校図書館活性化計画」・平成１８年度「荒川 

区子ども読書活動推進計画（第一次）」を踏まえ「あらかわ小論文コンテスト」、平成 

２３年度「荒川区子ども読書活動推進計画（第二次）」のもと「荒川区 図書館を使っ 

た調べる学習コンクール」の実施を開始しました。また、平成３０年度「読書を愛す 

るまち・あらかわ」宣言に伴い、学校図書館を活用した教育をさらに推進し、子ども 

の読書活動や探究学習の成果を発表する重要な機会と位置づけています。 

「小論文コンテスト」は、自らの考えをまとめ、文章で表現する力を養うことを目 

的とし、読んだ本を基に社会的なテーマや興味を持った事柄について深く考え、意見 

を述べるコンテストです。 

「図書館を使った調べる学習コンクール」は、自ら設定したテーマを、図書館の資 

料や情報を活用して調査・探究し、成果をレポートとしてまとめるコンクールです。 

目的は、学校図書館や区立図書館を積極的に活用する経験を重ね、レポート作成の 

過程を通じて、主体的に課題を解決し、学びにおける探究心や表現力を育むことにあ 

ります。教員と学校司書の連携による授業での計画的な指導および支援が前提となっ 

ています。 

「親子で調べる学習チャレンジ講座」の様子 
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また、調査研究における本の活用法を伝え、教養や楽しみだけでない本の必要性を実感し

てもらうことで、読書活動を推進します。 

 

 
 

デジタルリテラシー 

活用されているデジタル技術に関する知識があることや、デジタル技術を活用する 

方法を知っていることを指します。技術を生み出す人も使用する人も知るべきことと 

されています。違法または有害な情報、偽・誤認の情報に惑わされず、またこれらを 

拡散しないためにデジタルリテラシーの向上は非常に重要であるとされています。 
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施策の柱３  地域を読書でつなぐ取組の推進 

        ～読書の楽しさを分かち合い、地域と人・人と人がつながり、 

生き生きと活躍できるまちをつくります～ 

 

 

施策１ 自己実現および社会貢献のための取組 

 

１ ボランティア活動と協働に関する取組 

 

（１） 区立図書館のボランティアの育成 
 
 
 

 

優れた知識や技能・特技等を持った区民を中心とした人たちが区立図書館の活動に参加

することで、サービスの一層の向上と地域に根差した図書館運営を目指します。また、図書

館と区民等が結びつき、さらに互いが主体的に読書活動に力を発揮することで、読書のまち

づくりの推進力を高めます。 

ボランティアの養成にあたり、区立図書館が実施する事業への理解と、活動に必要なスキ

ルと知識の習得を目的とした講座を実施します。講座では、新規の参加者を促すほか、講座

修了後に活動へと移行できるように努めます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本の読み聞かせ 布の絵本 ストーリーテリング 

本の修理 音訳 
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（２） 読書活動に関連するボランティアとの協働事業の拡充 
 
 
 
 

区立図書館で現在活動するボランティアとの協働事業を継続実施します。また、読書会を

実施している人たちや、自宅や蔵書を開放し、近所の子どもたちへの本の貸出や読み聞かせ

を行う「家庭文庫」を運営する人たち等、地域で活動する読書団体や、区に登録している「社

会教育サポーター」、コミュニティカレッジ受講生・修了生等との連携を行います。 

地域が一体となって読書活動を推進し、豊かな心を育む読書のまちづくりを達成するた

めのボランティア等との新たな協働事業を展開に向けて取り組んでいきます。 

 

 

 

 

（３） 学校図書館におけるボランティアとの協働事業の実施 
 
 
 
 

各校におけるボランティアの組織化と、ボランティア活動の定着と活性化を図ります。 

各校では、「学校図書館ボランティア」として保護者有志を募り、読み聞かせや素話、読

み聞かせイベントの企画・実施等、子どもの読書意欲を高める活動を積極的に行っています。 

国が推進する「学校を核とした地域づくり」を目的とした、地域と学校が連携協働するコ

ミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に目指すため、地域のボランティア等の

参画を得ながら、子どもが読書に親しむ取組を実施します。教員や学校司書とは異なる、多

 

現在活動中のボランティア(活動内容) 

音訳者（デイジー図書の作成、視覚障がい者への対面音訳)・点訳(資料等を点 

字に変換する作業)・代読(知的障がい者のある人へ本等を代わりに読む)・読み聞か 

せ(絵本や物語を読み聞かせる)・ストーリーテリング(物語を語り聞かせる)・ブッ 

クスタート(保護者と乳児の絵本の楽しみ方を伝える)・布の絵本(様々な障がいのあ 

る子どもたちのための布の絵本の作成)・本の修理(図書館資料の修理)等 

ボランティア活動の様子 

ストーリーテリング 読み聞かせ 
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様な大人と関わる機会を得て、地域の人々に見守られながら育っているという安心感を得

ることができ、また、幅広い地域住民の参画を得て、協働して行うことにより、地域全体で

子どもたちの学びや成長を支えられるようにします。 

 

 

２ 民間事業者等との連携による読書活動に関する取組 
 
（１） あらかわ街なか図書館を 

地域資源として活用した取組の推進 
 
 
 
 

協力いただける病院・金融機関・飲食店等の民間施設や公共施設に区立図書館のリサイク

ル図書等を設置する「あらかわ街なか図書館」は、「本が身近にあるまちづくり」を目指し

て取り組んでいます。引き続き参加施設を募りつつも、既に設置されている施設については、

設置者と意見交換を行いながら、地域や施設の特色を活かした本を設置するなど定期的な

入れ替えを行い、地域の人たちが暮らしの中での読書を推進します。 

また、区立図書館が発行しているおすすめ本リストや、区立図書館で開催している読書に

関するイベントポスター等の設置に協力いただくことで、読書に関する情報を得る機会を

増やすとともに、気軽に本を手に取ってもらうことで、読書を通じた交流が生まれるような

「本が身近にあるまちづくり」を目指します。 

 

 

（２） 地元書店との協働事業の実施 
 
 
 
 

 地域の読書に長年携わってきた地元の書店や、個人や小規模な企業が運営し個性的な店

づくり品揃えが特徴の地元「独立系書店」等と協働で事業を実施し、地域密着型の読書活動

を推進します。 

 

「学校を核とした地域づくり」 

学校図書館におけるボランティアとの協働は、「学校を核とした地域づくり」を体 

現するものであり、ボランティアが学校図書館の運営を支えることで、図書館の機能 

が強化され、子どもの学びと読書が豊かになると同時に、地域住民が学校教育に参画 

するきっかけとなります。学校が地域コミュニティの中心となることで、教育力の向 

上と地域全体の活性化という、双方にとって好循環を生み出します。 
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特に、地元書店と区立図書館は、魅力的な協働事業を展開し、人々の読書への注目度を高

め、地域全体の読書意欲の向上を図ります。主に近刊の本を取り扱い販売する書店と、収集

保存し知の拠点として存在する区立図書館とが、それぞれの機能の価値を見出し、協働する

ことで生まれる力を、さらに読書のまちづくりに利活用します。地元書店がゆいの森あらか

わを会場にして行う「本の販売会」や、地元書店と区立図書館が同時に共通の特集（フェア）

を開催するなどの事業を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 区内民間事業者の読書活動の支援および参画機会の拡充 
 
 
 
 

区内に所在する民間事業者や読書サークル等、読書活動の推進に資す

る団体に対し、資料の提供や活動内容の周知等により活動を支援します。 

街なか図書館に参加する事業者自らがおすすめ本の紹介を行うといっ

た、それぞれの団体個別の活動だけでなく、日暮里図書館で行っている、

日暮里繊維街のクリエイターが影響を受けた本を、クリエイターの作品

とともに紹介する「クリエイターの本棚」のような協働の取組、集まっ

た人同士で本について語り合う読書サークルであれば、読書会で取り上

げた本の紹介コーナーを設置するといった支援も行います。 

地域の魅力を発信しつつ、様々な団体が読書を推進するなど、新たな

視点での読書の楽しみを提供する、民間事業者等による読書活動支援の

活発化に向けて、具体的な参画方法の検討を行います。 

 

作家によるサイン会および地元書店による「本の販売会」 
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３ 地域全体で行う読書活動に関する取組 

 

（１） 読書を地域に循環させる取組の推進 
 
 
 
 

一人ひとりの読書活動の価値を高めるための、地域循環を生む新たな事業を推進します。 

多くの人が、読書を個人の体験にとどめることなく、自分の読書体験を他者と共有・共感

し、活発に取り交わす事業を実施します。それぞれの多様な読書体験を活発に取り交わすこ

とにより、読書活動そのものの可能性が拡大することを目指します。 

また、国の計画等や読書のまち条例を踏まえ、区立図書館と学校図書館、地元書店を含む

地域の様々な関係機関の連携・協働による読書活動を推進し、地域一体となって読書活動を

推進し、誰もが生涯にわたり豊かな心を育むことのできるまちづくりについて検討します。 

そのため、地域における読書環境の現状確認および今後の可能性について、様々な関連機

関と協議する場を設置します。読書を地域に循環させるために必要な課題の抽出や目標設

定、人と人の交流と関連機関間の連携を促進させる取組、読書推進に係るアイデアの創出、

読書に係る地域資源の発掘を検討し、導き出された結果を基に連携していくことを目指し

ます。 

区に関係する人同士の交流を促し、豊かな心を育み、地域のつながりや活力を生み出すま

ちづくりの検討をするとともに、本プランの今後の在り方と展開についての検討も行いま

す。さらに、この検討の場で交わされる議論や交流も読書のまちづくりの重要な核として位

置づけます。 
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（２） 子どもや若者を主体とした地域をつなぐ読書事業の実施 
 
 
 
 

「子ども司書」や「ティーンズスタッフ」を中心に地域の小学生・中学生・高校生を主体

とし、地域に出かけていくアウトリーチ事業を区立図書館で実施します。地域の小学生・中

学生・高校生が、乳幼児・児童施設（幼稚園・保育園・ひろば館・子育て交流サロン等）や、

 

国の計画等 

◆ 第五次「子どもの読書活動推進に関する基本的な計画」 

令和５年３月２８日閣議決定。図書館等が、地域の書店、出版社、民間団体等 

との連携に努め、地域に根差した子どものための読書環境醸成に取り組むことが 

示されています。 

◆ 「骨太の方針２０２４」 

令和６年６月２１日閣議決定。書籍を含む文字・活字文化の振興（書店と図書 

館等との連携促進および読書バリアフリーの推進を含む。）や書店の活性化を図る 

との方向性が示されています。 

◆ 「書店活性化プラン」 

令和７年６月１０日公表された経済産業省作成のプラン。「書店」の文化創造基 

盤としての重要さを認識し、令和６年３月「書店振興プロジェクトチーム」を立ち 

上げ、令和７年１月の「関係者から指摘された書店活性化のための課題」を踏まえ、 

プランを公表しました。 

 

地域循環を生む事業 

⇒「個人の体験である読書を他者と共有・共感し取り交わす」事業のアイデア 

  ・「オーダーメイドブックサービス（アンケートに答えると、自分だけのおすすめ 

本のリストをもらえる事業）」の地域循環版 

① オーダーメイドブックサービスで提供したリストと、参加者の感想やコメン 

トや読書体験を記してもらい、区立図書館に掲示します。 

② 図書館に来館した人に、①のリストにはないおすすめ本を紹介してもらいます。 

③ 参加者・②で本を追加した人・①を作成した区立図書館職員以外の人もやり 

とりを見て楽しむことができます。 
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高齢者施設（高齢者対象のひろば館や荒川老人福祉センター等）、全世代施設（ふれあい館

等）に出かけて、絵本や紙芝居等の読み聞かせを行う「おはなし会」を実施し、読書を通じ

た地域交流を実施します。 

将来的には、区施設だけでなく、商店街やショッピングモール等の地域の賑わいの場で、

読書活動推進のイベントを開催して、子どもたちが地域と交流する事業に展開していくこ

とを目指します。また、民間事業者と連携して本に関わる事業を行うなど、子どもが主体と

なり、豊かな心を育み、地域が一体となる機会の創出に努めます。 

 

 

施策２ 人々が交流するための取組 

 

１ 読書体験を共有し分かち合うための取組 

 

（１） 読書体験を分かち合い、 

人と人とがつながるイベントの開催 
 
 
 
 

区立図書館では、参加者が積極的に関わり、読書体験を分かち合うイベントを開催します。

参加者同士や主催者との間で、読書に関する活発な意見交換や交流を行い、能動的な参加が

もたらす体験を通じて、より深く理解し記憶に残るイベントを開催し、主体的な読書を推進

します。本や読書について語らい、共感する行為を通じて、人と人をつなぎ、協働的な読書

推進へと発展できるように努めます。 

また、イベントでは、アンケートやその場での意見交換により、参加者や関係者の感想や

読書活動に関する声を集めます。ボトムアップの事業展開を目指し、聴取した意見を地域の

声(視点)として捉え、今後の取組に反映させます。潜在的なニーズやアイデアと、実施して

いる事業の課題を知ることができるほか、意見が反映されることで参加者の興味関心や愛

着を高める効果があることを重視し、積極的に行います。 

 

 

（２） 子どもや若者同士がつながり、  

読書体験を分かち合うスキルを身に付けるイベントの開催 
 
 
 

区立図書館では、小学生・中学生・高校生による書評の執筆や、「ピッチトーク」、「リテ

ラチャー・サークル」等の読書プログラムを実施します。子ども同士で読書体験を発表し合

う、もしくは互いにやり取りするなど、個人で完結していた「読書」を他者と共有する場を
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設けます。子どもの頃に読書体験を分かち合うスキルを身に付けて、視野を広げ、新たな視

点を得ることができるようなイベントを開催します。 

 また、実施にあたっては、心惹かれる内容や事業内で共感し合い交流が生まれるプログラ

ムにすることで、子ども同士が読書体験を分かち合うことに重点を置き、効果を発揮できる

ように努めます。 

 

 

 

 

（３） 本を読む力・味わう力、 

読書体験を深める力・共有する力の養成 
 
 
 

区立図書館では、本の作り手（作家・ブックデザイナー・編集者等）や、本を販売する人

（取次・書店員等）、本を選んだり読んだりする人（書評家・文芸評論家・文学者・ブック

ディレクター等）による講演会や講座やワークショップを開催し、読書の楽しさに気付け、

読む力・味わう力、内容を紹介する方法・感想の伝え方を培える事業を実施します。また、

１冊の本、もしくは作家を多角的に捉えることや、本の有用性を実感するなど、思考力と新

たな着眼点、表現力を獲得し、読書体験を深め、共有する力を養成し、地域の人と人による

コミュニケーションの充実を図ります。 

吉村昭記念文学館では、身近な郷土の作家である吉村昭氏の作品を通じて、地域への愛着

を醸成します。また、吉村作品だからこそ可能な本に対する親近感を踏まえた上での、他者

との読書体験の共有を実施します。 

荒川ふるさと文化館や生涯学習センター等では、学術研究者等の専門家から、本を使って

調査する方法と、調べた成果を共有する方法を学べるような事業の開催に努めます。 

 

 

「ピッチトーク」 

短い時間で相手に自分の考えやアイデアを効果的に伝えることを目的とした、 

ビジネスや教育の場での活動です。 

 

「リテラチャー・サークル（Literature Circle）」 

少人数のグループで同じ本を読み、それぞれの読みを伝え合い、共有する読書 

活動です。 
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施策３ 読書活動と人をつなぐための取組 

 

１ 地域が一体となって読書活動を推進するための取組 

 

（１） 地域と協働で読書のまちを実現するための区職員のスキルアップ 
 

読書のまちづくりを地域一体で行うために、中立的な立場から、会議や議論等を含む交流

の場で、進行をサポートし、参加者の発言を促して合意形成や問題解決を円滑に進める役割

を担う「ファシリテーター」となる区職員を育成します。 

特に区立図書館職員の人材育成を強化し、職員の経験年数やスキルに応じた研修プログ

ラムを実施し、レファレンスでの聞き取り力や調査力、各種専門サービスにおける知識と技

能等、段階に応じたスキルを養成します。 

また、地域の担い手であり、一員としての存在となり、読書を通して地域と人、人と人が

つながる力を生み、豊かな心を育む読書のまちづくりを推し進める際に力を発揮できるよ

うな人材となるように育成します。 

区立図書館職員の専門性を向上するとともに、傾聴力・共感力・表現力等のコミュニケー

ション能力を高め、多様な意見を尊重し相乗効果を創出する地域のファシリテーターとな

り、さらに、相互理解・連携・協力を通じて目標達成を支援する「協働促進者」となるよう

目指します。 

同時に区立図書館職員は、研修等で学んだ知識や技術を習得するため、他の職員との共有

や業務を通した実践等を行います。また、一人ひとりがインプットとアウトプットの両方を

備えた姿勢で自らの業務に従事することでライブラリアンシップを発揮し、求心力のある

事業を展開し、読書のまち条例の具現化に導きます。 

区職員については、外部の有識者や区立図書館職員等が行う研修等を通して、生活に役立

つ読書や楽しい読書を学びます。 

また、子どもに関わる業務に携わる職員は、子どもの成長に合わせた本の選び方や読書の

方法を学ぶなど、各課の事業に読書を関連付けるアイデアを生み出せるようにします。 

ゆいの森あらかわ子どもひろばの職員である保育士と活動推進員は、中央図書館と融合

し、読書と関わるサービスに連携し従事する業務の特性を理解し、その価値を高めるための

人材となれるように努めます。さらに、吉村昭記念文学館の学芸員は、郷土の作家・吉村昭

氏の魅力を広く発信し、その精神を次世代へと引き継ぐこと、また吉村文学をきっかけとす

る読書活動の推進と、区の文化の更なる振興へとつなげる役割を果たすための研鑽を行い

ます。 

将来的には、地域の潜在的な課題やニーズを踏まえた各課の事業を、住民にとって親しみ

のある読書と関連付けることで、両方の施策に効果が発揮されるような取組を目指します。
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つでも  こでも  れでも 読書に親しみ  かちあう 

 

 

読書に関心をもつ土壌を区職員にこれまで以上に養成することで、読書のまちづくりを推

進します。 

 

 

２ 区内外に読書のまちを発信するための取組 

 

（１） 読書を愛するまちの文字・活字文化の推進による 

シティプロモーションの一層の取組 
 
 
 
 

「読書を愛するまち・あらかわ」と「豊かな心を育む読書のまちづくり」を目指す自治体

ならではの文字・活字文化の推進を、地域一体となって行い、読書活動を区のシティプロモ

ーションの一つに位置付け、区内外へプロモーションし、活力ある地域経済づくりと人が集

う魅力あるまちの形成を図ります。 

読書の楽しさを知る地域の人たちがつながることで、文字・活字文化の推進を行い、同時

に地域を活性化させ、協働的なまちづくりを行うことを目指します。 

長年培ってきた学校図書館の実績や、区立図書館サービスの成果と職員がもつ知識や経

験を生かし、全世代への読書活動推進を行うことで、読書を愛するまちを一層全国へ発信で

きるよう、その土壌づくりを行います。 

作家・出版社等の本を生み出す人や、本に関わる人々とつながり、読者の獲得や潜在的な

ニーズの発掘や新たな魅力の創出を行うなど、文字・活字文化の推進に努め、読書活動の永

続的な推進を目指します。 

取組の推進を図る中で、区の特性や関心を地域全体で共に考え、まちに根差した読書活動

を成立させられるように努めます。 
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第４章 荒川区読書活動推進プランの実現に向けて 
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第１節 本プラン推進のための方策                 

スローガン「いつでも どこでも だれでも 読書に親しみ わかちあう」 

 

世代を問わず、暮らしのあらゆる場面で、すべての人が読書に親しむ環境を

充実することで、読書を介したコミュニケーションを促進します。それにより、

地域と人、人と人をつなぎ、心豊かに暮らすことのできるまちづくりの実現に

つなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつでも 

子どもから高齢者まで、成長段階やライフスタイルに応じて読

書活動を推進し、楽しく身近で快適な環境を整えます。また、日常

的に読書を続けるために、本の楽しさや本がもたらす効果、区立

図書館や学校図書館の利活用について周知し、「主体的な読書」を

推進します。 

他者の読書体験を享受することで関心をもったり、「新たな視

点」、「発想」、「価値観」を得て誰かと交換・交流することにより、

本を読みたくなる取組を様々な機会をとらえて展開します。 

人生を充実させる上で大切な役割を担う読書を、一生涯推進し

ます。 

   荒川区読書活動推進プランの実現に向けて 第４章 

どこでも 
だれでも いつでも 

読書に親しみ 

わかちあう 

【イメージ図】 
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どこでも 

暮らしのあらゆる場面や、心地よい時間が過ごせる場所で読書

ができるように、家庭・学校・区立図書館・区立施設・区内事業者

施設等での読書環境の充実を推進します。 

区立小・中学校では、これまでの成果をより進展させるため「荒

川区子ども読書活動推進計画」の更なる遂行を図り、子どもたちの

主体的かつ個別最適な学習活動を支援するための拠点として力を

発揮します。また、生涯にわたる読書習慣を形成していく上での大

きな役割を担う場としての力を発揮しつつ、学校を核とした地域

力強化の観点から、地域の連携・協働を読書を通じて行えるよう取

り組みます。 

さらに、本プランの環境整備のプロセスで、人々が一体となり

「豊かな心を育む読書のまちづくり」を目指します。 

だれでも 

すべての人の自由闊達（かったつ）な読書を支援します。すでに

読書が生活の身近にある人、読書に対して困難のある人、本を読む

機会がない人等に、それぞれに適した本との出会いを演出し、新た

な興味関心を醸成し、より一層充実した読書へと導きます。 

障がいのある人の読書環境については「障害者差別解消法」、「視

覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（「読書バリア

フリー法」）に配慮します。  

また、本を読まない人、特に中学生・高校生に向けた読書支援で

は、本を使った情報収集や自らの課題を解決するための支援等、教

養や楽しみのためだけではない読書を提案して、全世代の読書人

口を増やします。 

わかち 

あう 

読書で得た感動や成果を他者と分かち合う力を養い、発揮でき

る土壌をつくります。そして、個人で完結していた読書を他者と共

有し、循環させることによって、一人ひとりが読書活動に新たな視

点と価値を見出すことを目指します。 

読書を通じて地域と人、人と人をつなぎ、「読書を愛するまち・

あらかわ」に関わるすべての人が本や読書を介して、様々なアイデ

アや思い等を分かち合うことにより、地域を活性化させ、さらに協

働的な施策へ発展・実行することで、心豊かに暮らすことのできる

まちづくりへと結実させます。 
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Plan

Do

Check

Act

第２節 本プランの推進状況の把握                

 ○ 本プランに掲載した施策は、ＰＤＣＡサイクルに基づいて、区民のニーズを捉えな

がら、具体的な読書活動推進事業内容を計画し、各年度で計画した内容と実際の取組

状況や達成度等を、事業毎に設定した指標を基に点検・評価します。そして、本プラ

ンと評価に隔たりがある場合には軌道修正を行っていきます。大きな修正・変更が必

要となる場合には、プランの見直しを行います。 

 ○ 点検や評価については、毎年度、読書活動推進事業を実施する関係部署により組

織するプロジェクトチーム（ＰＴ）を発足し、各部署における柱ごとの取組を共有

するととともに、組織横断的に連携を図ることで、効果的かつ効率的に事業の実施

ができないか等を協議し、次年度に生かしていきます。 

   なお、毎年度ＰＴ等において、プランに沿って読書推進につながる事業を整理し

実施していきます。 

  

 

 

 

  

プランの策定 

点検・評価を踏まえた 

見直し 

プランに基づく 

施策・事業の実施 

取組成果の点検・評価確認

（毎年度） 

荒川区読書活動

推進プラン 

91



                   第４章 荒川区読書活動推進の実現に向けて  

第３節 家庭、学校、地元書店、区内事業者との連携              

○ 本プランに掲げた施策を着実に推進し、基本目標を達成するためには、図書館だ

けでなく、家庭、学校、地域、地元書店、区内事業者が「豊かな心を育む読書のま

ちづくり」の主体として、実現に向けて一体となって取り組むことが必要です。 

そのため、主体すべてが密接に連携・協働して区の読書活動を推進していきます。 

 

第４節 効果的な情報発信                    

○ 本プランに掲げた施策を効果的に推進していくためには、区民の読書に関する興

味・関心を高め、主体的な参画・利用を促していくことが不可欠です。また、プラ

ンの趣旨や各施策について、家庭や地域に対して積極的かつ分かりやすく情報を発

信していくことが必要です。 

そのため、プランの趣旨や各施策について、区民に積極的かつ効果的に情報を発

信していきます。 

 

 ○ 情報発信に際しては、区立図書館内での周知に限らず、区立施設や街なか図書   

館等にも協力を得ながら、ＰＴ等でより良い周知方法を話し合い、対象者全員に情

報が行きわたるよう工夫していきます。 
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[庁議説明資料・令和７年１１月１９日] 

件 名 荒川区地域福祉計画の素案について 

ポイント 荒川区地域福祉計画の策定に当たり、素案を取りまとめたので報告する。 

内 容 

１ 計画の位置付け等 

 〇社会福祉法の規定に基づく市町村地域福祉計画として、また、区の健康・

福祉分野の上位計画として位置付け、区の地域保健福祉の向上のための理

念や基本的な方向性、共通して取り組むべき事項を定める 

 〇具体的な施策や事業等の詳細は、本計画を構成する分野別計画である高齢

者プランや障がい者総合プラン、子ども・若者総合計画、健康増進計画等

で示すこととする。 

 〇本計画には以下の計画を包含する。 

 ・重層的支援体制整備事業実施計画 

 ・成年後見制度利用促進基本計画 

２ 計画期間 

  令和８年度から令和１３年度までの６年間 

３ 基本理念 

  区民が相互に信頼し合い、助け合いながら生活することができる「地域共

生社会」を構築していくことを目指して、以下のとおり定める。 

  「幾重ものつながりと支え合いで地域の力を育み、誰もが自分らしく、 

   いきいきと暮らせるまち あらかわ」 

４ 基本方針、施策体系等 ※詳細については、別紙「概要版」を参照 

【基本方針１】 つなぎ支え合う地域づくり 

 （１）地域の多様な活動の推進 

 （２）身近な地域の居場所づくり 

 （３）地域住民等と行政との協働による地域生活課題の解決体制の構築 

 （４）包括的な相談・支援体制の構築 

【基本方針２】 誰もが安心して暮らし続けられる地域づくり 

 （１）住宅確保要配慮者への支援 

 （２）生活困窮者への総合的な支援体制の整備 

 （３）多様な地域生活課題への対応 

 （４）権利擁護の推進（成年後見制度利用促進基本計画） 

 （５）災害時要配慮者対策の推進 

【基本方針３】 地域福祉を支える基盤づくり 

 （１）福祉人材の確保・定着・育成 

 （２）福祉サービスの質の向上 

 （３）デジタル技術の活用等 

 （４）バリアフリーの推進 

 

《添付資料》 

 ・ 荒川区地域福祉計画（素案）－概要版－ 

 ・ 荒川区地域福祉計画（素案） 



今 後 の 

予 定 

令和７年１１月２６日 福祉・区民生活委員会（素案報告） 

    １２月 １日 パブリックコメント実施（１２月２６日までを予定） 

令和８年 １月中旬  計画策定委員会（パブリックコメントの結果報告） 

       下旬  政策会議、庁議 

     ２月１９日 福祉・区民生活委員会 

     ３月    計画策定 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

１１月２６日 

福祉・区民生活委員会 
委員会報告後 １２月１日 １２月１日 ― 

＜主管部課＞ 福祉部福祉推進課 



 

1 

 

１ 計画策定の目的・趣旨 ［素案 P.１～］ 

○近年 区では、人 口は微増 傾向だが、後期 高齢 者の増 加や、医 療・介 護需 要の高まる中、 

ダブルケアや８０５０問 題 、ひきこもり、ヤングケアラーなど、世 帯 が抱 える課 題 は複 雑 化 ・ 

複合化している。 

○これまでも、町会・自治会、民生・児童委員、社協や社福法人、ボランティア団体等の自主

的な活動を通じて、地域の課題解決にも協力をいただいてきたが、今後は行政と地域の団

体等が、より連携・協働し、包括的な支援体制の構築を目指していく必要がある。 

２ 計画の位置付け ［素案 P.３～］ 

○社会福祉法に基づく区市町村地域福祉計画として、また区の健康・福祉分野の上位計画

として位置付け、地域保健福祉の向上のための理念や基本的方向性、共通して取り組む

べき事項を定める。具体的施策や事業等詳細は、本計画を構成する分野別計画（高齢者

プラン、障がい者総合プラン、子ども・若者総合計画、健康増進計画等）で示すこととする。 

○子どもから高齢者まで、全ての世代の皆様が夢や希望を持ち、健康で安心して暮らせる地

域社会を実現するためには、地域共生社会の構築を進めていくことが必要である。その上

で高齢者や障がいのある方などの権利擁護が重要であることから、成年後見制度の利用

促進に関する「区市町村成年後見制度利用促進基本計画」を本計画に内包します。また、

令和３年度から重層的支援体制整備事業が法定化されたことに伴い、重層的支援体制整

備事業の関連項目をもって、「重層的支援体制整備事業実施計画」として位置付けます。 

○計画期間は、令和８年度から令和１３年度までの６年間とする。 

   【他の計画との関係図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 基本理念 ［素案 P.２４～］ 

 

 

 

【基本方針及び施策体系図】 

 

  

荒川区地域福祉計画（素案）  －概要版－ 

幾重ものつながりと支え合いで地域の力を育み、 

誰もが自分らしく、いきいきと暮らせるまち あらかわ 
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６ 各施策の方向性（抜粋） ［素案 P.3３～］ 

１ つなぎ支え合う地域づくり 

（１）地域の多様な活動の推進 ［素案 P.３３～］ 

◆ 高齢者や障がい者の社会参加の促進 ［素案Ｐ.３５～］ 

▶ 当事者や事業を運営する団体の意見を汲み取りながら、高齢者や障がい者が「支える」

立場として参加が可能な場の拡充に向けて、関係団体等と連携して検討を進めていき

ます。 

（２）身近な地域の居場所づくり ［素案 P.４１～］ 

◆ 誰もが集える居場所づくりの推進  ［素案Ｐ.４５～］ 

▶ 地域における社会資源や人材を発掘し、そのコーディネートを行いながら、誰もが集える

居場所づくりの拡充を図っていきます。 

（３）地域住民等と行政との協働による地域生活課題の解決体制の構築 ［素案 P.４７～］ 

◆ 多文化共生の推進 ［素案Ｐ.５３～］ 

▶ 外国人住民も参加しやすいイベント等を通じて日本人住民との交流の機会を増やし、住

民同士がお互いの文化や生活習慣を認め合い、理解を深めることで、外国人住民が地

域社会に溶け込み、共に安心して暮らせる地域社会を築くことにつなげていきます。 

（４）包括的な相談・支援体制の構築 ［素案 P.５５～］ 

▶ 複雑化・複合化した課題を抱える方やその世帯に対する支援を一層円滑に進めるため、

子ども、高齢者、障がい者、生活困窮等の既存の相談窓口で受け止めた相談や困りご

とに対し、その解決に向けて適切な支援につなぐことができるよう、各相談支援機関等と

の協働と連携を推進することにより、属性を問わない相談の受け止めと包括的な支援が

できる体制の整備を図り、多機関協働を推進していきます。 

２ 誰もが安心して暮らし続けられる地域づくり 

（１）住宅確保要配慮者への支援 ［素案 P.５７～］ 

▶ 住宅確保に関する地域の様々な課題について、情報、人材、ネットワーク、ノウハウ等を

持ち寄って、整理し、発展的に活用する方法を協議していきます。 

（２）生活困窮者への総合的な支援体制の整備 ［素案 P.６０～］ 

▶ 相談者の困りごとを解きほぐし、個々の支援ニーズに応じた適切な支援を行うことができ

るよう、住居確保給付金の支給、地域居住支援事業、就労準備支援事業、家計改善支

援事業等を着実に実施していきます。 

（３）多様な地域生活課題への対応 ［素案 P.６２～］ 

◆ 高齢者への支援 ［素案 P.６２～］ 

▶ 地域住民が自ら実施する自主活動の広がりを後押しする支援を行うこと等により、高齢

者の社会参加を図る地域での生きがいづくりの仕組を構築していきます。 

◆ 障がい者（児）への支援 ［素案 P.６５～］ 

▶ 地域での生活を継続するための適切なサービスを必要とする方に届けられるよう、障害

者基幹相談支援センターを中心に、関係機関等との支援ネットワークの構築・強化を行

い、地域全体の相談支援体制の充実を図っていきます。 

◆ 子ども・子育て家庭・若者への支援 ［素案 P.６８～］ 

▶ 妊娠から出産、子育て、子どもの成長段階を通じて切れ目のない支援を行うため、関連

部署が連携して、子どもと子育て家庭に対する支援、児童虐待の未然防止と、子どもの

貧困対策、困難を抱える若者の支援を一体的に推進していきます。 

◆ ケアラーへの支援 ［素案 P.７０～］ 

▶ 子どもの居場所や食事の提供、学習支援等を行う団体への支援の充実や連携の強化

を図ることにより、身近に相談しやすい場所を増やし、地域全体でヤングケアラーの早期

発見や支援が行える環境づくりをさらに推進していきます。 

◆ 社会的孤立をなくすための支援 ［素案 P.７９～］ 

▶ 社会参加の機会につなぐ必要がある支援対象者に対しては、個々のニーズを踏まえなが

ら、地域における社会資源とのマッチングを推進するなど、参加支援を行っていきます。 

（４）権利擁護の推進（成年後見制度利用促進基本計画） ［素案 P.８１～］ 

▶ 誰もが住み慣れた地域で、地域の人と支えあいながら、尊厳を持ってその人らしい生活

を継続することができるよう、権利擁護支援の必要な方を把握し、行政だけでなく、地域

や福祉、医療、金融、法律関係者、家庭裁判所等と連携し、適切に必要な支援につなげ

る仕組を構築していきます。 

（５）災害時要配慮者対策の推進 ［素案 P.９１～］ 

▶ 関係機関等と連携し、平時から地域における避難行動要支援者や要配慮者の情報の

把握や、訓練の実施等を通じた理解の促進に努め、地域の中で避難行動要支援者等

を支えていく体制を整備していきます。 

３ 地域福祉を支える基盤づくり 

（１）福祉人材の確保・定着・育成 ［素案 P.９３～］ 

▶ 福祉の職場を正しく理解してもらい、ミスマッチによる早期離職を防ぐとともに、働き甲

斐のある魅力的な職場であることの周知広報とともに、離職して働いていない有資格者

へのアプローチなどを行っていきます。 

（２）福祉サービスの質の向上 ［素案 P.９５～］ 

▶ 福祉サービスの質の向上と、社会福祉法人の運営の適正化を図るため、関係法人等へ

の情報提供や日々の指導・支援等を充実させていくとともに、評価結果等を区民に分か

りやすく提供していきます。 

（３）デジタル技術の活用等 ［素案 P.９７～］ 

▶ 誰もがデジタル化への恩恵が受けられるよう、デジタル機器に触れることができる機会を、

より身近な場所で増やし、その価値を実感することで、利用方法等の習得につながるよ

うな取組をさらに進めていきます。 

（４）バリアフリーの推進 ［素案 P.９８～］ 

▶ 障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いに意思を伝え、理解し、尊重し合い

ながら安心して生活することができる共生社会の実現を推進していきます。 
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 計画の基本的な考え方 

第１節 計画策定の背景・目的・趣旨 

○近年全国的に、少子高齢化とそれに伴う生産年齢人口の減少や核家族化、未婚

化の進行に伴う高齢者世帯や一人暮らし世帯の増加に加え、住民同士のつながり

が希薄化するなど、地域社会の構造は大きく変化し、老々介護や介護と育児のダ

ブルケア、８０５０問題、ひきこもり、ヤングケアラー等、世帯が抱える課題は複雑化・

複合化しています。こうした課題は、誰にでも起こり得る一方、その内容は世帯ごと

に大きく異なるため、従来のような一つの行政分野による支援制度だけでは対応

が難しい状況が発生しています。 

 

○国においてはこうした状況を受けて、平成２８年６月「ニッポン一億総活躍プラン」を

閣議決定し、子ども・高齢者・障がいのある方など全ての人々が地域、暮らし、生き

がいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現を提唱しました。ま

た、平成２９年６月には社会福祉法等が改正され、平成３０年４月からの区市町村

地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定の努力義務化等が行われま

した。 

 

○令和元年１２月の地域共生社会推進検討会の最終取りまとめでは、地域共生社

会の理念は、制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という従来の関係を

超えて、人と人、人と社会がつながり、一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合

いながら暮らしていくことのできる、包摂的なコミュニティ、地域や社会を創るという

考え方であることが示されました。この方向性を基に、令和２年６月に社会福祉法

等が改正され、区市町村による包括的な支援体制を整備するための施策を具体

化する事業として、社会福祉法１０６条の４により「重層的支援体制整備事業」が創

設、令和３年４月から施行されています。 

 

○判断能力の低下した高齢者や障がいのある方の財産管理等を支援し権利を保護

する「成年後見制度」は、平成１１年１２月施行の民法改正によって導入され、その

利用促進を図るため、平成２８年５月に成年後見制度の利用の促進に関する法律

が施行されています。高齢化の進展に伴い、成年後見制度を必要とする者の増加

が見込まれることから、尊厳のある本人らしい生活の継続に向け、権利擁護支援

の推進が重要です。 

 

○一方、近年における荒川区では、集合住宅の建設等による人口の流入により、人

口は微増傾向で推移しています。高齢者人口も全体でほぼ同様の傾向にあります

が、医療や介護の必要性が高まる後期高齢者人口は増加しています。こうした中、
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今 後 区 においても、老 々介 護 やダブルケア、ヤングケアラー等 の課 題 を抱 える個

人・世帯が増えていくことが想定されます。また、区の統計資料からは、ひきこもり

や児童虐待に関する相談が増えており、地域の課題が複雑化・複合化しているこ

とが窺えます。 

 

○区においてはこれまでも、町会・自治会、民生委員・児童委員、青少年委員、社会

福祉協議会をはじめとした社会福祉法人、各種ボランティア団体等、様々な団体

や機関の自主的な活動を通じて、地域の課題解決にも御協力をいただいてきまし

た。地域における生活課題が複雑化・複合化していく中、今後は、行政と地域の団

体等がより連携・協働し、その解決に向けた包括的な支援体制の構築を目指して

いく必要があります。 

 

○このような状況を踏まえ、これまでの地域における活動を基盤としつつ、地域共生

社 会 の実 現 を目 指 した地 域 福 祉 の推 進 に向 け、「荒 川 区 地 域 福 祉 計 画 」（以 下

「本計画」という。）を策定しました。 
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第２節 計画の位置付け 

○本計画は、社会福祉法第１０７条の規定に基づく区市町村地域福祉計画として、ま

た、区の健康・福祉分野の上位計画として位置付け、区の地域保健福祉の向上の

ための理念や基本的な方向性、共通して取り組むべき事項を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○具体的な施策や事業等の詳細については、本計画を構成する分野別計画である

荒川区高齢者プランや荒川区障がい者総合プラン、荒川区子ども・若者総合計画、

荒川区健康増進計画等で示すこととします。 

 

○子どもから高齢者まで、全ての世代の皆様が夢や希望を持ち、健康で安心して暮

らせる地域社会を実現するためには、地域共生社会の構築を進めていくことが必

要です。その上で高齢者や障がいのある方などの権利擁護が重要であることから、

区の地域保健福祉の各分野で共通して取り組むべき事項として、成年後見制度

の利用の促進に関する法律第１４条第１項に規定する「区市町村成年後見制度利

用促進基本計画」を本計画に内包します。また、令和３年度から重層的支援体制

整備事業が法定化されたことに伴い、重層的支援体制整備事業の関連項目をも

って、社会福祉法第１０６条の５に規定する「重層的支援体制整備事業実施計画」

として位置付けます。 

 

  

＜社会福祉法における位置づけ（抜粋）＞ 

第１０７条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定め

る計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

 一  地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通

して取り組むべき事項 

 二  地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

 三  地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

 四  地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

 五  地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 
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■計画の位置付け 
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第３節 計画の期間 

○本計画は、令和８年度から令和１３年度までの６年間を計画期間とします。 

なお、社 会 情 勢 の変 化 や、各 分 野 別 計 画 との整 合 性 を図 る必 要 がある場 合 等、 

必要に応じて計画内容の見直しを行います。 

 

■各計画の計画期間（予定） 

 

  

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

地域福祉計画

高齢者プラン
（3か年）

障がい者総合プラン
①障がい者プラン
（6か年）

障がい者総合プラン
②障がい福祉計画
③障がい児福祉計画
（3か年）

子ども・若者総合計画
（5か年）

健康増進計画
（6か年）

荒川区地域福祉活動計画
（あらかわ粋・活計画）
※荒川社協
（5か年）

東京都地域福祉支援計画
（6か年）

地域福祉計画
（6か年）

計画期間

計画期間 計画期間 計画期間 計画期間 計画期間

計画期間 計画期間

計画期間 計画期間 計画期間 計画期間 計画期間

計画期間 計画期間

計画期間 計画期間

計画期間 計画期間

計画期間

計画期間

計画期間

計画期間

計画期間

計画期間

計画期間

計画期間
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第４節 計画とＳＤＧｓとの関係 

○SDGs とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の

略称であり、平成２７年９月の国連サミットにおいて加盟国の全会一致で採択され

た、「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に記載された、2030 年までに持

続可能でより良い世界を目指す国際目標です。 

 

○先進国を含む国際社会が取り組む普遍的な目標として、１７のゴール（開発目標）

と１６９のターゲットで構成され、世界全体の「経済」「社会」「環境」の３つの側面を

調 和させ、貧 困や格 差 を撲滅 させる等 、「誰 一 人 取り残 さない（leave no one 

behind）」持続可能な社会を実現するための統合的な取組となっています。 

 

○我が国においても、平成 28 年５月２０日に「持続可能な開発目標推進本部」を設

置し、同年１２月２２日には「ＳＤＧｓ実施指針」を定め、地方自治体に「各種計画や

戦略、方針の策定や改訂に当たってはＳＤＧｓ要素を最大限反映すること」を奨励

しています。 

 

○本計画においても、このＳＤＧｓの理念を踏まえて、様々な施策を推進していきます。 

 

■SDGs １７のゴール（開発目標） 
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第５節 計画の進行管理 

 

○本計画については、荒川区高齢者プラン、荒川区障がい者総合プラン、荒川区子

ども・若者総合計画、荒川区健康増進計画等の分野別計画において実施する進

行管理の結果や、世論調査の結果等を活用し、PDCA サイクルマネジメントに沿っ

て総括的に進行管理を行うことで、次期以降の計画策定に活かしていきます。 

 

 

■PDCA サイクル 
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 地域福祉を取り巻く状況 

第１節 人口構造 

（１）総人口 

○  区の人口は昭和 35 年の 285,480 人をピークに、しばらく減少傾向が続きま

した。その後、平成 7 年の最小値を経て、平成 12 年から増加に転じ、平成 22

年に再び 200,000 人を超え、以降、微増傾向となっています。人 口 増 加 の 要

因には、集合住宅の建設等により若い世代が多く流入したこと等があげられま

す。 

 

○  直近の区の人口は、令和 7 年 10 月 1 日現在で 224,650 人となっています。

平成 28 年から令和元年まで微増傾向で推移し、その後、令和 4 年まで横ばい

で推移していましたが、令和 5 年以降は再び増加に転じています。 

 

○  年齢 3 区分別の内訳を見ると、生産年齢人口（15～64 歳）は概ね増加の一途

を辿る一方、年少人口（0～14 歳）は令和元年をピークに緩やかに減少していま

す。なお、年齢 3 区分別人口構成比は、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

◆年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第 ２章 に掲 載 しているグラフや表 のうち出 典 が明 記 されていないものは、庁 内 の統 計 データを 

基に作成したものです。  

24,578 24,645 24,680 24,709 24,681 24,423 24,034 23,871 23,469 23,167 

138,367 139,425 140,700 141,922 141,612 141,760 143,064 145,680 149,288 152,951 

49,820 50,169 50,256 50,174 50,137 49,870 49,633 49,178 48,905 48,532 
212,765 214,239 215,636 216,805 216,430 216,053 216,731 218,729 221,662 224,650 

0

100,000

200,000

300,000

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

（人）

65歳～

15～64歳

0～14歳

※各年10月1日現在
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（２）地区別人口 

○  区の人口を行政区域（７地区）別で見ると、総人口は地区ごとにばらつきがあり、

南千住地区が 47,397 人で最も多く、西日暮里地区が 24,938 人で最も少

なくなっています。 

 

○  地区別の年齢 3 区分別人口構成比を見ると、他の地区に比べて、南千住地区

は年少人口（0～14 歳）の割合が 12.5％、西尾久地区は高齢者人口（65 歳

～）の割合が 25.8％と高くなっています。 

 

 

◆地区別の年齢３区分別人口（令和７年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地区別の年齢３区分別人口構成比（令和７年） 

 

 

 

 

 

  

5,945 3,228 3,018 3,025 2,642 2,940 2,369 

31,830 
23,218 19,488 19,448 17,274 

23,611 18,082 

9,622 

7,841 
7,386 6,416 6,922 

5,858 
4,487 

47,397 

34,287 
29,892 28,889 26,838 

32,409 
24,938 

0

20,000

40,000

60,000

南千住 荒川 町屋 東尾久 西尾久 東日暮里 西日暮里

（人）

65歳～

15～64歳

0～14歳

※令和7年10月1日現在

12.5 9.4 10.1 10.5 9.8 9.1 9.5 

67.2 67.7 65.2 67.3 64.4 72.9 72.5 

20.3 22.9 24.7 22.2 25.8 18.1 18.0 

0.0

50.0

100.0

南千住 荒川 町屋 東尾久 西尾久 東日暮里 西日暮里

（%）

65歳～

15～64歳

0～14歳

※令和7年10月1日現在
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（３）外国人人口 

○  区の外国人人口の推移を見ると、平成 28 年から令和元年にかけて増加傾向

にありましたが、令和 2 年、令和 3 年は新型コロナウイルス感染症の流行の影

響を受けて一時減少しました。その後は再び増加傾向となり、令和 7 年現在で

は 25,284 人、総人口に対する割合は 11.3%となっています。 

 

◆外国人人口・総人口に対する外国人人口の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）世帯数及び 1 世帯当たりの人員 

○  区の世帯数は増加傾向にあり、令和 7 年現在では 127,998 世帯となっていま

す。一方、1 世帯当たりの人員は減少傾向で推移しており、令和 6 年には初め

て 1.80 人を割り込み、令和 7 年現在では 1.76 人となっています。 

 

◆世帯数及び 1 世帯当たりの人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17,510 18,323 18,838 19,126 17,838 17,756 18,859 20,483 
22,901 

25,284 

8.2 8.6 8.7 8.8 
8.2 8.2 

8.7 
9.4 

10.3 

11.3 

6.0

8.0

10.0

12.0

0

10,000

20,000

30,000

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

（%）（人）

外国人

人口

総人口

に対す

る割合

※各年10月1日現在

112,364 113,963 115,595 116,977 116,890 117,430 119,000 121,343 124,809 127,998 

1.89 1.88 1.87 1.85 1.85 1.84 1.82 1.80 1.78 1.76 

1.60

1.80

2.00

2.20

0

50,000

100,000

150,000

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

（人）（世帯）

世帯数

1世帯

あたり

の人員

※各年10月1日現在
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（５）将来推計人口 

将来推計人口を見ると、区の総人口は微増傾向が継続する見込みとなっています。 

 

◆将来推計人口 年齢 3 区分別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実績値 推計値

23,560 23,136 22,689 20,930 22,585 

147,213 148,849 150,459 159,530 162,031 

49,040 48,749 48,554 48,921 53,290 
219,813 220,734 221,702 229,381 237,906 

0

100,000

200,000

300,000

令和6年 令和7年 令和8年 令和15年 令和22年

（人）

65歳～

15～64歳

0～14歳

※各年10月1日現在
※令 和 ６年 は４月 １日 現 在 ／令 和 ６年 度 推 計  
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第２節 各分野の対象者等の状況及び動向 

（１）高齢者人口・高齢化率 

○  区の高齢者人口の推移を見ると、全体では平成 30 年からは緩やかに減少して

おり、高齢化率（総人口に占める 65 歳以上人口の割合）は令和 7 年度時点で

21.6%となっています。高齢者人口の内訳を見ると、75 歳以上の後期高齢者

人口は増加傾向で推移しています。 

 

◆高齢者人口・高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）高齢者世帯の推移 

○  区の高齢者（65 歳以上）世帯員のみの世帯の状況を見ると、平成 27 年から

令和 2 年にかけて、特に単独世帯数の増加が著しくなっています。また、令和 2

年では、総世帯数における高齢者世帯員のみで構成される世帯の割合は 2 割

を超えています。 

 

◆高齢者世帯の推移 

 

  

25,482 25,163 24,624 24,127 24,119 24,012 22,978 21,820 20,870 20,138 

24,338 25,006 25,632 26,047 26,018 25,858 26,655 27,358 28,035 28,394 

49,820 50,169 50,256 50,174 50,137 49,870 49,633 49,178 48,905 48,532 

23.4 23.4 23.3 23.1 23.2 23.1 22.9 22.5 22.1 21.6 

0.0

15.0

30.0

0

50,000

100,000

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

(%)（人）

75歳～

65～

74歳

高齢化率

※各年10月1日現在

6,502 7,096 

12,576 
15,281 

944 
891 

19.6 20.8 

10.0

20.0

30.0

40.0

0

10,000

20,000

30,000

平成27年 令和2年

（%）（世帯）

その他世帯数

単独世帯数

夫婦のみ世帯数

総世帯数に対する割合

出典：国勢調査「人口等基本集計」
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（３）要介護（要支援）認定数 

○  区の要介護（要支援）認定数は、令和 6 年では 10,133 人と過去 10 年間で最

も多く、平成 27 年の 8,798 人に比べ 1,335 人増加しています。介護度別で

見ると、特に要介護 1 が増加しています。 

 

◆要介護（要支援）認定数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  第１号被保険者数に占める要介護（要支援）認定者数の割合は、全国的に緩や

かに増加する中で、区の割合は都を下回るものの、全国と同程度で推移してい

ます。 

 

◆要介護（要支援）認定率の推移  

 

 

  

1,178 1,328 1,389 1,425 1,405 1,362 1,330 1,355 1,307 1,409 
1,134 1,210 1,235 1,257 1,276 1,231 1,249 1,227 1,309 1,401 
1,787 1,902 1,994 2,096 2,075 2,126 2,158 2,156 2,080 2,201 
1,597 1,612 1,536 1,571 1,566 1,569 1,570 1,567 1,597 1,619 1,129 1,135 1,202 1,173 1,150 1,192 1,245 1,207 1,204 1,202 1,116 1,157 1,172 1,160 1,280 1,355 1,442 1,322 1,388 1,406 857 842 882 825 847 844 856 922 945 895 8,798 9,186 9,410 9,507 9,599 9,679 9,850 9,756 9,830 10,133 

0

5,000

10,000

15,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

（人）

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

※各年12月末日現在

17.9 
18.2 18.3 18.4 18.7 18.8 

19.0 
19.4 

20.0 

18.3 18.7 
19.1 19.4 19.6 19.9 20.2 

20.7 21.0 

18.0 18.0 18.3 18.4 18.7 
18.9 19.0 

19.4 
19.7 

16.0

18.0

20.0

22.0

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

(%)

荒川区

東京都

全国

※各年度3月31日現在
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（４）東京都認知症高齢者数の推計 

○  東京都全体の認知症高齢者（自立度Ⅰ以上）数は、令和 4 年は約 49 万人と

なっています。その後も増加傾向にあり、令和 17 年に約 59 万人になると推計

されています。一方、認知症の有病率調査結果の経年比較においては、平成２

４年の１５.０％が、令和４年は１２.３％と減少しています。 

 

◆東京都認知症高齢者数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆有病率調査結果の経年比較 

 

 

 

 

  

約 13 万人 約 15 万人 約 15 万人 約 16 万人 約 15 万人

約 36 万人
約 39 万人 約 42 万人 約 43 万人 約 42 万人

約 49 万人
約 54 万人

約 57 万人 約 59 万人 約 57 万人

0

40

80

令和4年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年

（万人）

日常生活

自立度Ⅱ

以上

日常生活

自立度Ⅰ

出典：東京都福祉保健局「令和4年度認知症高齢者数等の分布調査報告書」（令和5年3月）

出典：厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課「令和 7 年度認知症セミナー（行政説明資料）」 
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（５）合計特殊出生率の推移 

○  区の合計特殊出生率は平成 29 年までは横ばいで推移していましたが、その後、

減少傾向で推移し、令和 5 年現在では過去最低の 1.10 となっています。 

 

○  全国、東京都ともに減少傾向であり、区は全国より低く、東京都より高い位置で

推移しています。 

 

◆合計特殊出生率の推移（国・都比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）児童扶養手当と児童育成手当の支給対象児童数 

○  区の児童扶養手当・児童育成手当の支給対象児童数の推移を見ると、いずれ

も令和元年度から令和６年度にかけて減少傾向となっています。 

 

◆児童扶養手当・児童育成手当の支給対象児童数 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(人)

令和元年度 1,765               2,310               
令和2年度 1,660               2,137               
令和3年度 1,525               2,060               
令和4年度 1,460               1,973               
令和5年度 1,425               1,937               
令和6年度 1,351               1,832               

※各年度３月３１日現在

年度 児童扶養手当 児童育成手当

※各 年 度 ３月 末 日 現 在  

1.33 1.33 1.33 
1.19 1.24 1.22 

1.17 1.17 
1.10 

1.24 1.24 1.21 1.20 
1.15 1.12 1.08 1.04 

0.99 

1.45 1.44 1.43 1.42 
1.36 1.33 1.30 1.26 

1.20 

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

荒川区

東京都

全国

出典：【荒川区】東京都保健医療局「人口動態統計」

【国・東京都】令和5年人口動態調査
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（７）障害者手帳所持者数の推移  

○  区の３種の手帳所持者数の推移を見ると、身体障害者手帳の所持者数は減少

傾向にある一方、愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者数は増加傾向

で推移しています。 

○  精神障害者保健福祉手帳所持者の増加要因としては、現代のストレス社会の

中で、うつ病などの統合失調症以外の患者数が増加してきたこと、手帳の所持

に対する周囲の理解が進んだことなどが考えられます。 

◆各手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）被保護世帯数・被保護人員の推移 

○  区の生活保護の被保護世帯及び被保護人員の推移を見ると、平成２７年には

被保護世帯数・被保護人員数ともにピークを迎えましたが、令和元年以降はい

ずれも減少傾向にあり、令和５年現在の保護率は２５.９‰となっています。 

◆被保護世帯数・被保護人員の推移（年度平均） 

 

 

 

 

 

 

 

  

7,100 7,107 7,055 7,060 6,981 6,861 6,811 6,707 6,632 6,549 

1,369 1,399 1,424 1,449 1,487 1,518 1,567 1,609 1,637 1,639 1,783 1,892 2,054 2,229 2,385 2,479 2,650 2,815 3,024 3,205 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

（人）

身体障害者

手帳

愛の手帳

精神障害者

保健福祉手帳

出典：【身体障害者手帳・愛の手帳】 公益財団法人 特別区協議会「特別区の統計」

【精神障害者保健福祉手帳】庁内資料

※各年3月末日現在

4,734 
5,384 5,252 5,167 5,093 5,004 4,911 
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6,512 6,229 6,074 5,958 5,820 5,690 

28.8 
30.7 

28.5 27.9 27.4 26.7 25.9 
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25.0

30.0

35.0

40.0

0

2,000

4,000

6,000
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平成22年 平成27年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

（‰）（世帯・人）

被保護世帯数

(世帯)

被保護人員

(人)

保護率

出典：福祉・衛生行政統計 年報
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（９）福祉事務所における各種相談状況  

○  区における福祉に関する相談件数を見ると、令和５年度では７３,６８３件となっ

ています。相談内容別では、「生活相談」や「家庭相談」件数は減少傾向にある

ものの、「高齢者相談」や「女性相談」件数はやや増加傾向にあります。 

 

◆各種相談の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(件)

年度 総数 生活相談 児童相談
ひとり親

相談
高齢者相談

身体障害者
相談

平成27年度 88,261 58,443 920 1,545 9,083 13,992
平成28年度 85,938 57,387 1,024 1,384 9,791 11,590
平成29年度 91,094 59,199 1,216 2,098 8,998 13,313
平成30年度 86,127 52,326 1,123 2,089 9,520 14,121
令和元年度 80,032 46,497 1,147 1,947 9,343 13,800
令和2年度 68,904 40,431 1,238 1,566 8,578 11,225
令和3年度 69,017 39,660 1,186 1,534 10,461 11,053
令和4年度 71,482 38,179 1,052 1,613 11,701 11,895
令和5年度 73,683 36,071 1,228 1,409 12,732 13,898

年度
知的障害者

相談
女性相談 家庭相談

平成27年度 3,466 613 199
平成28年度 3,101 1,414 247
平成29年度 4,977 1,099 194
平成30年度 5,445 1,359 144
令和元年度 5,712 1,461 125
令和2年度 4,448 1,295 123
令和3年度 3,822 1,216 85
令和4年度 5,648 1,301 93
令和5年度 6,552 1,712 81

出典：【生活相談件数】庁内統計データ

【生活相談件数以外】公益財団法人 特別区協議会「特別区の統計」
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（10）生活困窮等相談支援件数 

○  区の自立相談支援機関においては、生活困窮をはじめ、複合的な課題を抱え

た相談が増加傾向にあります。令和３年度は新型コロナウイルス感染症の流行

等により、相談件数が大きく増加しました。また、令和４年１２月からひきこもり相

談窓口を併設し、相談支援を開始したことにより、ひきこもりに関する相談件数

が増加傾向にあります。 

 

◆生活困窮等相談支援件数（仕事・生活サポートデスク相談支援件数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（11）若者相談「わっか」における相談内容別受付件数 

○  若者相談「わっか」における相談件数を見ると、「自分自身」についての相談が

最も多くなっています。電話・メール・区内のふれあい館等での出張相談に加え、

令和５年度からは LINE（ライン）を活用にしたチャットでの相談を開始し、気軽

に相談できる環境を整えています。 

 

◆相談内容別受付件数 

 

 

 

 

  

(件)

年度 総数 自分自身 家族 学校・学業 就労 その他

*令和4年度 25 12 4 2 4 3
令和5年度 352 184 92 20 34 22
令和6年度 339 270 25 4 25 15

※令和4年度は12月5日以降の実績
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6年度

（件）
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（12）子ども家庭総合センターにおける相談受理件数 

○  子ども家庭総合センターにおける相談受理件数を見ると、令和６年度では「児

童虐待」についての相談が６５７件と最も多く、全体の５割程度を占めています。 

 

◆相談受理件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（13）ボランティア登録団体・登録者数 

○  ボランティア登録団体数の推移を見ると、令和３年度は落ち込んだものの、令和

６年度は、90 団体となっています。 

○  登録者数は、平成２９年度に８千人台と高くなっていましたが、その後は減少傾

向が続いています。これは、会員の高齢化や新型コロナウイルス感染症の流行

等が原因と考えられます。 

 

◆ボランティア登録団体・登録者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

  

(件)

年度 総数 児童虐待 養育困難等 保健 障害 非行

令和2年度 1,228 572 232 3 105 17
令和3年度 1,186 477 224 3 142 44
令和4年度 1,052 516 150 1 118 35
令和5年度 1,228 657 162 0 130 23
令和6年度 1,322 657 243 1 103 29

年度 性格行動 不登校 適性
育児・
しつけ

その他

令和2年度 65 32 0 53 149
令和3年度 79 26 0 63 128
令和4年度 80 23 1 36 92
令和5年度 88 21 5 36 106
令和6年度 109 12 0 31 137
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4.8 

5.0 

28.3 

26.4 

35.0 

33.7 

19.4 

20.7 

12.0 

13.2 

0.5 

1.0 

0 50 100

令和5年度(n=1,287)

令和6年度(n=1,414)

（%）

いつも参加している 時々参加している

ほとんど参加していない まったく参加しない

行事を知らない 無回答

出典：荒川区政世論調査

第３節 荒川区政世論調査結果 

  荒川区政世論調査において実施している地域の行事への参加等に関する状況を見

ると、参加の割合が減少しています。 

（１） 地域の行事や活動への参加状況 

問 あなたは、地域の行事や活動に参加していますか。（○は１つだけ） 

 

○  地域の行事や活動への参加状況を見ると、令和６年度では「いつも参加してい

る」と「時々参加している」を合わせた《参加している》の割合は３１.４%、「ほとん

ど参 加 していない」と「まったく参 加 しない」を合 わせた《参 加 しない》の割 合は

54.4%となっています。 

○  《参加している》の割合は、令和５年度調査結果（33.1%）と比較すると１.７ポイ

ント減少しています。 
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無回答

子育て支援

高齢者・障がい者等の支援

読書や文化啓発に関する活動

緑化推進に関する活動

動物愛護に関する活動

その他

お祭りなどの地域の催し

町会・自治会の活動

交通安全や、防災・防犯に関する活動

スポーツ・健康（ラジオ体操、ころばん体操等）に関する活動

学校行事・教育に関する活動

趣味、娯楽、自己啓発等のサークル活動

環境美化・リサイクルに関する活動

72.8 

43.4 

19.6 

18.7 

18.0 

17.3 

12.8 

8.1 

6.5 

4.5 

3.1 

1.1 

1.3 

0.0 

0 50 100 （%）

※「地域の行事や活動への参加頻度」で

「いつも参加している」「時々参加している」と回答した方のみに聴取
出典：令和６年度 荒川区政世論調査

(n=445)

（２）参加している地域の行事や活動 

問 次のうち、どのようなものに参加していますか。（○はいくつでも） 

 

○  参加している地域の行事や活動について見ると、「お祭りなどの地域の催し」が

72.8%と最も高く、次いで「町会・自治会の活動」が４３.４%、「交通安全や、防

災・防犯に関する活動」が 19.6%となっています。 

 

 

 

  

           令 和 ６年 度  
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第４節 荒川区民総幸福度（ＧＡＨ）に関する区民アンケート調査結果 

  荒川区民総幸福度（ＧＡＨ）に関する区民アンケート調査結果を見ると、地域の方と

の交流の実感は新型コロナウイルス感染症の流行で減少しましたが、その後以前の水

準に戻っています。しかし、地域に頼れる人がいる実感は減少しています。 

（１）地域の方との交流の充実 

問 お住まいの地域の方と交流することで充実感が得られていると感じますか？ 

 

○  お住まいの地域の方と交流することで充実感が得られていると感じるか尋ねた

ところ、「１」と「２」を合わせた《感じない》は 39.7%と約４割を占め、「５」と「４」を

合わせた《感じる》の 18.5%を上回っています。 

○  年次推移を見ると、《感じる》の割合は、新型コロナウイルス感染症の流行が発

生していた令和３年度に減少しましたが、その後は令和元年度と同水準となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.5 

3.0 

3.9 

4.0 

4.2 

15.1 

13.0 

14.0 

13.4 

14.3 

31.3 

32.6 

31.1 

30.7 

30.5 

25.1 

25.4 

24.2 

24.9 

24.6 

13.7 

15.3 

18.1 

17.1 

15.1 

7.4 

8.6 

7.2 

8.2 

10.1 

2.0 

2.1 

1.6 

1.6 

1.2 

0.0 50.0 100.0

令和元年度(n=1,732)

令和3年度(n=1,860)

令和4年度(n=1,739)

令和5年度(n=1,607)

令和6年度(n=1,562)

（%）

５ 大いに感じる ４ ３ ２ １ まったく感じない わからない 無回答

出典：荒川区民総幸福度（GAH）に関する区民アンケート調査
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（２）地域に頼れる人がいる実感 

問 お住まいの地域に頼れる人がいると感じますか？ 

 

○  お住まいの地域に頼れる人がいると感じるか尋ねたところ、「１」と「２」を合わせた

《感じない》は４４.１%と約４割を占め、「５」と「４」を合わせた《感じる》の 19.5%

を上回っています。 

○  年次推移を見ると、《感じる》の割合は減少傾向にあり、令和６年度（19.5%）で

は令和元年度の 23.0%から 3.5 ポイント低下しています。 

 

 

 

  

 

7.2 

5.9 

6.0 

6.2 

5.3 

15.8 

14.2 

14.4 

15.3 

14.2 

28.8 

28.2 

26.4 

25.3 

28.2 

23.8 

24.0 

25.0 

23.5 

25.0 

17.3 

20.2 

21.7 

21.7 

19.1 

5.3 

5.7 

4.8 

6.3 

7.1 

1.8 

1.9 

1.6 

1.7 

1.0 

0.0 50.0 100.0

令和元年度(n=1,732)

令和3年度(n=1,860)

令和4年度(n=1,739)

令和5年度(n=1,607)

令和6年度(n=1,562)

（%）

５ 大いに感じる ４ ３ ２ １ まったく感じない わからない 無回答

出典：荒川区民総幸福度（GAH）に関する区民アンケート調査
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 基本理念と基本方針

第１節 基本理念 

○今後の地域社会の目指すべき姿は、区民が相互に信頼し合い、助け合いながら生

活することができる「地域共生社会」を構築していくことです。 

本計画の基本理念は、区と地域とが協働して実現すべき地域福祉の将来像として、

以下のとおり定めます。 

 
 

 

 

 

第２節 基本方針 

○基本理念を実現するために進めていく施策の基本方針は、以下のとおりとします。 

１ つなぎ支え合う地域づくり 

○誰もが集える居場所等を地域の身近な場所に整備するとともに、地域の多様な活

動を支援することで、地域の力を育みます。また、地域の課題にいち早く気付き、必

要な支援につなげていけるよう、アウトリーチによる相談等を推進するとともに、区と

関係団体等との連携を強化して伴走型の相談・支援体制を構築し、つなぎ支え合

う地域づくりを進めます。 

（１）地域の多様な活動の推進 

① ボランティア活動・地域活動の支援 

② 高齢者や障がい者の社会参加の推進 

③ 民生委員・児童委員、町会・自治会の活動支援 

④ 再犯防止に関する活動の推進 

（２）身近な地域の居場所づくり 

① 高齢者のサロン活動の推進 

② 子どもや若者の居場所づくりの推進 

③ 誰もが集える居場所づくりの推進 

（３）地域住民等と行政との協働による地域生活課題の解決体制の構築 

① 地域における見守り・防犯活動の推進 

② 社会福祉協議会等との連携・協働 

③ 民間事業者との連携・協働 

④ 多文化共生の推進 

（４）包括的な相談・支援体制の構築 

幾重ものつながりと支え合いで地域の力を育み、 

誰もが自分らしく、いきいきと暮らせるまち あらかわ 



 

25 

２ 誰もが安心して暮らし続けられる地域づくり 

○多様化、複雑化する地域の課題や悩み等を抱えた個人や世帯のニーズに対応し、

それらの解決や改善を図るため、福祉や保健の分野に限らず、関連する様々な制

度やサービス等の狭間を埋め、重なるようにつないで必要に応じた支援を届け、安

心して暮らし続けられる地域をつくっていきます。 

また、地域に暮らす方々の権利が守られ、お互いに信頼し、尊重し合い、自分らしく

暮らすことのできる地域づくりを進めます。 

 

（１）住宅確保要配慮者への支援 

（２）生活困窮者への総合的な支援体制の整備 

（３）多様な地域生活課題への対応 

① 高齢者への支援 

② 障がい者（児）への支援 

③ 子ども・子育て家庭・若者への支援 

④ ケアラーへの支援 

⑤ ひとり親家庭・困難な問題を抱える女性への支援 

⑥ 在宅医療に関する支援 

⑦ 自殺対策 

⑧ 社会的孤立をなくすための支援 

（４）権利擁護の推進（成年後見制度利用促進基本計画） 

① 権利擁護に関する総合的な取組 

② 成年後見制度の利用促進 

（５）災害時要配慮者対策の推進 

 

３ 地域福祉を支える基盤づくり 

○福祉分野を支え、サービスを担う人が働きやすく、働く意欲を持てるような環境づ

くりと、提供するサービスの質が維持・向上されるよう、組織の育成や支援を行いま

す。 

 

（１）福祉人材の確保・定着・育成 

（２）福祉サービスの質の向上 

（３）デジタル技術の活用等 

（４）バリアフリーの推進 

 

 

  



 

26 

■施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

  

(１) 地域の多様な活動の推進 

① ボランティア活動・地域活動の支援 

② 高齢者や障がい者の社会参加の推進 

③ 民生委員・児童委員、町会・自治会の活動支援 

④ 再犯防止に関する活動の促進 

(２) 身近な地域の居場所づくり 

① 高齢者のサロン活動の推進 

② 子どもや若者の居場所づくり 

③ 誰もが集える居場所づくりの推進 

(３) 地域住民等と行政の協働による地域生活課題の 

   解決体制の構築 

① 地域における見守り・防犯活動の推進 

② 社会福祉協議会等との連携・協働 

③ 民間事業者等との連携・協働 

④ 多文化共生の推進 

(４) 包括的な相談・支援体制の構築 

つ
な
ぎ
支
え
合
う
地
域
づ
く
り 

基本方針 

1 

(１) 住宅確保要配慮者への支援 

(２) 生活困窮者への総合的な支援体制の整備 

(３) 多様な地域生活課題への対応 

① 高齢者への支援 

② 障がい者（児）への支援 

③ 子ども・子育て家庭・若者への支援 

④ ケアラーへの支援 

⑤ ひとり親家庭・困難な問題を抱える女性への支援 

⑥ 在宅医療に関する支援 

⑦ 自殺対策 

⑧ 社会的孤立をなくすための支援 

(４) 権利擁護の推進(成年後見制度利用促進基本計画) 

① 権利擁護に関する総合的な取組 

② 成年後見制度の利用促進 

(５) 災害時要配慮者対策の推進 

誰
も
が
安
心
し
て 

暮
ら
し
続
け
ら
れ
る 

地
域
づ
く
り 

基本方針 

2 

(１) 福祉人材の確保・定着・育成 

(２) 福祉サービスの質の向上 

(３) デジタル技術の活用等 

(４) バリアフリーの推進 

地

域

福

祉

を

支

え

る

基

盤

づ
く
り 

基本方針 

3 

重

層

的

支

援

体

制

の

整

備

 



 

27 

第３節 荒川区における重層的支援体制について 

（１）重層的支援体制整備事業とは 

○これまでの社会福祉における制度・政策においては、子ども・障がい者・高齢者とい

った対象者の属性や、要介護・虐待・生活困窮といった課題ごとに制度を設け、現

金・現物の提供や専門的支援体制の構築を進めることで、支援の充実を図ってき

ました。 

 

○しかしながら、昨今、人口減少や少子化・高齢化をはじめとする社会構造の著しい

変化などに伴って人々の暮らしにおける困りごとは複雑化・複合化しており、社会

的孤立など既存の制度の対象になりにくいケースや、いわゆる８０５０問題やダブル

ケアのような個人・世帯が生活上の課題を複数抱える場合においては、課題ごとの

対応に加え、課題全体を捉えて支援をすることが必要なケースなど、支援ニーズの

変化が明らかになっています。 

 

○このような背景から、国においては、包括的な支援体制の整備に向け、令和 2 年の

社会福祉法改正により、令和３年４月に重層的支援体制整備事業が創設されまし

た。この事業では、従来の相談・支援等の取組を生かしつつ、属性を問わない相談

支援、社会とのつながりを回復する参加支援、地域や住民同士の支え合いの輪を

広げ、暮らしの身近なところで困りごとに気づき支え合える地域づくりといった、分

野横断的な取組を一体的に展開することにより、地域共生社会の実現を図ること

としています。 

 
■重層的支援体制整備事業の全体像 
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（２）区における重層的支援体制整備の考え方 

○区ではこれまでも、「区民一人一人が生涯にわたって心身ともに健康で生き生きと

過ごせるまち」「誰もが安心して暮らせる地域社会」を目指し、様々な取組を進めて

きました。 

 

○一方で、支援を行う関係部署のヒアリングでは、「個人だけではなく、世帯全体が

複合的な課題を抱えている場合がある」「課題が表面化しないまま、複雑化・困難

化が進んでしまう場合など、必要な支援へつなげることが困難な場合がある」「継

続的かつ伴走的な支援を必要とする課題を抱えた方への支援に限界がある」「対

象者の属性や分野ごとに支援を提供する体制においては、それぞれの部門におけ

る支援に切れ目があり、継続的な支援を必要とする対象者への支援が困難である」

「支援に関わる知識理解を深めるなど、支援者一人一人の支援力の向上を図る必

要がある」といった多様な課題が指摘されました。今後、支援体制上の連携を一層

円滑にすることや、伴走的な支援が可能となるような支援体制の充実が必要です。 

 

○区ではこのような課題の解消を目指し、複雑化・複合化した課題を抱える方やその

世帯の支援を一層円滑に進めることができるよう、令和８年度から重層的支援体

制整備事業を実施し、区における地域共生社会の推進を図ります。 

 

○区が進める重層的支援体制整備事業においては、「受け止め、つながり、支え合う、

あらかわ」をスローガンとして掲げ、区全体で包括的な支援体制の構築を図り、「支

える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて一人一人が生きがいや役割を

持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる社会の実現を目指します。 
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（３）実施事業の概要と提供体制 

○「属性を問わない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の３つの支援

を推進するために、社会福祉法に定める重層的支援体制整備事業における５つの

事業について、次のとおり一体的に実施することで事業効果を高めます。 

 

①包括的相談支援事業 

 子ども、高齢者、障がい者、生活困窮等の各相談機関において、相談者が抱える困

りごとを包括的に受け止め、課題や支援の必要性に応じて関係する窓口や支援機関

と連携して対応するなど、多角的に相談支援を実施します。 

 

 （主な相談支援機関） 

分野 相談支援機関、事業、窓口等の名称 

高齢 地域包括支援センター ◎ 

おとしよりなんでも相談窓口 

障がい 障害者基幹相談支援センター ◎ 

身体・知的障がいについての相談窓口 

子ども・ 

母子保健 

利

用

者

支

援

事

業  

◎ 

子育て情報提供窓口 

保育コンシェルジュ（入園相談窓口） 

子ども家庭総合センター相談窓口 

健康推進課相談窓口（妊婦等包括相談支援等窓口） 

若者 若者相談「わっか」 

女性 女性相談 

生活困窮 生活にお困りの方の相談（生活保護） 

仕事・生活サポートデスク（自立相談支援機関） ◎ 

その他 こころの健康相談 

ひとり親・家庭相談 

あらかわひきこもり支援ステーション 

  ※ 表中の◎の付いた事業等は、重層的支援体制整備事業交付金の対象事業

です。その他は、区における主な福祉的相談窓口です。 

 

②参加支援事業 

 社会参加に向け既存の事業などでは対応できない支援対象者に対し、社会とのつ

ながりを生むため、個々の支援対象者のニーズを踏まえた地域の社会資源とのマッ

チングや、参加支援に向けたメニューづくりを行うことで、支援対象者の社会参加の

定着支援等を行います。また、既存のコミュニティや居場所のほか、地域の社会資源

の発掘・整備にも取り組みます。 
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③地域づくり事業 

 これまで各分野で推進してきた地域の居場所づくりなどに関する取組を引き続き実

施するとともに、属性や世代を超えて交流できる場や居場所について充実を図り、地

域における活動の活性化を図ることで、地域の中での支え合いの輪の拡大を目指し

ます。 

 

 （主な事業） 

分野 事業名 取組内容 

高齢 

地域介護予防活

動支援事業◎ 

地域住民が主体となって介護予防に取り組む団

体の創 設を支 援し、団 体が自 立した活 動 を行 え

るよう伴 走 支 援 を行 っています。また、活 動 を通

じて、相互にみまもり合う地域づくりを推進してい

ます。 

生活支援体制整

備事業◎ 

地域住民が主体となって、自主的な活動の中で、

多様な機関と連携し、高齢者の在宅生活を支え

るための取組を推進しています。 

障がい 
地域 活動 支援 セ

ンター事業◎ 

・スクラムあらかわにおいて、障がいのある方に、

創作活動や生産活動、社会生活訓練の場を提

供しています。 

・たんぽぽセンターにおいて、原則、障害者手帳を

お持 ちの１８歳～６４歳の方 で介 護 保 険の対 象

ではない方 に、機 能 訓 練 の提 供 や、中 途 障 が

い、高次脳機能障がいの相談及び生活訓練を

行っています。 

子ども 
地域 子育 て支 援

拠点事業◎ 

０歳～概ね３歳未満の乳幼児及び保護者に対し

て、身近な場所に交流とつながりを持つ場を提供

します。 

その他 

生活困窮者支援

等 のための地 域

づくり事業◎ 

荒川区社会福祉協議会の地域福祉コーディネー

ターにより、「ふれあい粋・活サロン」の開催に係る

支 援 を行 うほか、地 域 の居 場 所 づくりや地 域 活

動の活性化に向けた支援を実施します。 

   ※ 表中の◎の付いた事業は、重層的支援体制整備事業交付金の対象事業

です。 

 

④アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

 困りごとを抱えながらも相談機関に相談や支援を求めることができないなど、支援

が届きづらい対象者に対し、訪問等によるアウトリーチを行い、適切な相談支援や参

加支援につなげることで、潜在的な支援ニーズの掘り起こしにつなげます。 
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⑤多機関協働事業 

 各分野における単独の相談支援機関のみでは対応が困難となる、課題が複雑化・

複合化した事例に対し、支援の方向性や支援に係る関係機関の役割分担を整理す

るなど、課題の解決に向けた事例全体の調整を行います。調整に当たっては、主に関

係機関同士の情報共有や支援方針の検討を行う支援会議や、重層的支援対象者

の支援プランの検討等を行う重層的支援会議において連携・協議します。また、包括

的な支援体制に係る関係者会議を実施し、支援に係る連携体制の検討を進めます。 
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 ■区における重層的支援体制整備事業のフロー図 
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 各施策の方向性 

基本方針１ つなぎ支え合う地域づくり 

（１）地域の多様な活動の推進 

①ボランティア活動・地域活動の支援 

主な取組 

事業名等 内容 

荒川ボランティアセンター★ 

誰もが安心して暮らし続けられる街を目指し

て、以下の取組を進めています。 

・様々な立場の人々や団体、機関を「つなぐ」 

・ボランティア活 動 や地 域 活 動 を「ひろめる」

「ささえる」 

・福祉や共生社会、心のバリアフリー等を「ま

なぶ」 

また、同センターでは、小学生から大人までを

対 象 に、夏 休 みの期 間 を利 用 してボランティ

ア活動を体験する機会を提供しています。 

生涯学習センター 

区民が学びを通して人や地域とつながるため

の機会をつくり、地域への関心を深めるととも

に、主体的に生涯学習活動や地域活動に取

り組めるよう支援を行っています。 

認 知 症 サ ポ ー タ ー 養 成 講 座 ・ 

ステップアップ講座 

認 知 症 に関 して多 くの区 民が正 しく理 解 し、

認知症の人やその家族等を支える地域づくり

を進めています。 

荒 川 ころばん体 操 ・ばん座 位 体

操リーダー養成講座 

区民の健康増進を目的として、区と都立大学

で共同開発したオリジナルの体操を区民に広

めていただける方を養成しています。 

住 民 主 体の地 域 介 護 予 防 活動

（地域パートナーの会）への支援 

地域住民が主体となり、高齢者に対して軽度

な介 護 予 防 活 動 を提 供 できる団 体 を、区 が

募集、選 定、登録し、運営経 費を助成してい

ます。 

※ 表中の★の付いた取組は、荒川区社会福祉協議会が実施しているものです。 
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現状と課題 

▶ 新型コロナウイルス感染症の流行の影響を受け、ボランティアの登録者数が減

少傾向にあるため、ボランティアの魅力や意義を広く発信し、より多くの方にボラ

ンティアへの関心を持っていただく必要があります。 

▶ 地域活動に参加しやすい環境づくりに向けては、生涯学習を通じた区民への情

報提供や、活動の場の提供等も充実させていく必要があります。 

▶ 地域に愛着を持ち、地域活動に取り組む意識が醸成されるよう、子どもたちにも

ボランティア活動への参加機会を提供していくことが必要です。 

▶ ボランティア活動や地域活動の中には、高齢者や障がい者の方々の生活の質を

支えているものも数多くあり、こうした活動が継続していけるよう支援を充実し

ていく必要があります。 

 

今後の方向性 

▶ 地域の様々な課題に対応している団体の活動を区民に広く紹介していくととも

に、これまでボランティア活動や地域活動に携わったことがない方も参加できる

ような環境づくりを進めるため、荒川区社会福祉協議会等と連携して、団体へ

の助言や支援を行っていきます。 

▶ 子どもたちが参加しやすい活動や、親子で参加できる活動など、提供するプログ

ラムの内容を工夫し、子どもの頃から地域活動へ興味を持ち、参加を促せるよ

う取り組んでいきます。 

▶ ボランティア活動や地域活動に関する養成講座を実施するほか、活動を行って

いる個人や団体の情報交換、交流等ができる機会や場所を提供することで、ボ

ランティア活動の参加者の裾野を広げていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【社会福祉協議会】とは 

 

 「地域福祉活動の推進を図る」中核組織として社会福祉法に規定されています。地

域に支えられる“公共性”と、民間としての“自主性”という二つの側面を持った、非営

利の団体です。地域に暮らす住民の皆様をはじめ、町会･自治会、民生･児童委員、行

政、福祉･保健･医療･教育など関係機関の参加及び協力のもとで、「福祉の街づくり」

を実現するため、地域の特性に応じた活動から、全国的な取組まで、幅広い様々な福

祉事業を行っています。 
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②高齢者や障がい者の社会参加の促進 

主な取組 

事業名等 内容 

住 民 主 体の地 域 介 護 予 防 活動

（地域パートナーの会）への支援

（再掲） 

地域住民が主体となり、高齢者に対して軽度

な介 護 予 防 活 動 を提 供 できる団 体 を、区 が

募集、選定、登録し、運営経費の助成等を行

っています。 

荒川シルバー大学への支援 

教 養 や趣 味 の講 座 等 を行 うシルバー大 学 に

対 し、運 営 に関 する助 言 や運 営 費 の助 成 等

を行うことを通じて、学 習 意 欲 や仲 間との出

会いを促し、心身ともに健康な生活の実践を

支援しています。 

シルバー人材センターへの支援 

運営に関する助言や運営費の助成等を行 う

ことを通 じて、安 定 的 な経 営 を確 保 し、高 齢

者の福祉の向上に寄 与するとともに、受注 と

会 員 数 拡 大 を図 り、高 齢 者 の就 業 を促 進 し

ています。 

高年者クラブへの支援 

区内各地域においてボランティアや健康増進

等の活動を行っている高年者クラブと、高 年

者 クラブ相 互 の連 絡 調 整 等 を行 う連 合 会 に

対 し、運 営 に関 する助 言 や運 営 費 の助 成 等

を行うことを通じて、高齢者の社会参加を支

援しています。 

アクロスあらかわ★ 

障がいのある方の社会 参加 を支 援する地 域

の拠点として、また、障がいのある方･ない方

の枠を超えた様々なコミュニケーションの場と

しての事業を推進しています。 

支援センターアゼリア 

地域で生活する精神障がい者の日常生活の

支援、日常的な相談（夜間・休日）を行い、精

神障がい者の社会参加を促進するとともに、

地域交流の場を提供しています。 
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障害者就労支援センター 

（じょぶ・あらかわ）★ 

就労を希望する障がい者の一般就労に向け

て、就労面、生活面の支援を一体的に提供し

ています。また、就労中の方に対しては、職場

定着の支援をしています。 

障 が い 者 の 文 化 芸 術 活 動 の  

促進 

生 活実 習 所や福 祉 作 業所 等 において、障が

い者が文化芸術に触れる機会の充実に努め

るとともに、社 会 参 加 ・交 流 を促 進 していま

す。 

※ 表中の★の付いた取組は、荒川区社 会福祉協議会が実施しているものです

（区からの受託業務を含む。）。 

 

現状と課題 

▶ 高齢者や障がい者が「支えられる」だけではなく、「支える」立場となって活動で

きる場を拡充していくことが必要です。 

▶ 住民や地域団体が主体となって、高齢者の健康増進や生きがいづくりに寄与す

る事業等を実施しており、区ではこの活動を支援していますが、各個人が希望

する活動に円滑に結び付け、社会参加へのモチベーションを高めていけるように

していく必要があります。 

▶ 一部の団体においては参加者等が減少しているほか、活動の場の確保が難しく

なっている状況も生じていることから、事業の内容や運営方法等を工夫していく

必要があります。 

 

今後の方向性 

▶ 当事者や事業を運営する団体の意見を汲み取りながら、高齢者や障がい者が

「支える」立場としても参加が可能な場の拡充に向けて、関係団体等と連携して

検討を進めていきます。 

▶ 参加者の希望に添えるよう、活動内容についての情報提供を強化するとともに、

様々な事業と利用者をマッチングさせる仕組の構築を進めていきます。 

▶ 高齢者や障がい者のニーズを踏まえ、オンラインでの参加が可能な事業を実施

するなど、より多くの方に参加していただける事業の実施に向けて、関係団体等

と連携して検討を進めていきます。 
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③民生委員・児童委員、町会・自治会の活動支援 

主な取組 

事業名等 内容 

民生委員・児童委員の活動支援 

委員の活動に要する事務費等の支援及び協

議会に対する補助金 を交付するとともに、協

議会の運営を支 援することによって、組織 体

制 の強 化 を図 るとともに、より良 い活 動 が展

開されるよう環境を整えています。 

町会・自治会の活動支援 

町 会 ・自 治 会の活 動 に要する事 務 費 等 や町

会会館に対する支援を行うとともに、町会活

動への参加促進を図る施策を行っています。 

 

現状と課題 

▶ 社会構造が変化し、人々の生活課題も多様化する中で、区民と行政との橋渡し

役を担う民生委員・児童委員の活動の重要度は増している一方、各委員の負

担も増大しており、十分なサポートが必要です。 

▶ 地域生活課題の複雑化・多様化に伴う活動の困難性や、民生委員・児童委員

の役割や活動内容についてあまり知られていないことで、新たな委員のなり手不

足等の問題が生じています。活動しやすい環境づくりや、区民の理解を深め、関

心を持てるような周知活動が必要です。 

▶ 区が行政サービスを実施していく上で、町会等を通じて情報提供や協力依頼な

どを行うことも多いことから、町会未加入者への情報提供等について、どのよう

にカバーするかが今後の課題となっています。 

▶ 地域のコミュニティ形成が多様化する中で、町会等が担う役割は重要となって

いますが、町会等が中心となり地域全体で取り組む必要がある防犯・防災活動

や環境問題等の活動において、地域住民の参加協力が十分とはいえない現状

もあり、地域力の向上を図る上で、町会等に対する支援は重要となっています。 

 

今後の方向性 

▶ 委員となっていただける方を増やしていけるよう、民生委員・児童委員の役割や

活動内容を分かりやすく区民に周知していきます。 

▶ 民生委員・児童委員の負担を軽減するため、依頼業務の見直し、関係機関との

連携の強化等、委員の声を聴きながら活動環境を整えていきます。 

▶ 地域の安全や安心が町会・自治会の活動により支えられていることを区民に広
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く周知し、加入者離れを防止するとともに、町会・自治会の活動が安定的に進

められるよう、必要な支援を継続して行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【民生委員・児童委員の日々の活動】 

 

 民生委員・児童委員は、担当区域に住む方の生活上の心配事や困りごとについて

の「相談相手」となり、相談内容に応じて地域の方が適切な支援を受けられるよう、

行政や専門機関などへ「橋渡し役」を担います。 

 

○日々の見守り活動 

 高齢者みまもりネットワークの登録者を対象に訪問・声かけを行う「ひと声運動」に

協力しています。 

 

○ふれあい粋・活サロンへの協力 

 区内各所で行われている「ふれあい粋・活サロン」の運営に協力し、居場所や相談の

機会を提供しています。 

 

○双子の会 

 主任児童委員（子どもや子育てに関することを専門的に担当する委員）が主催して

いる、双子・三つ子等を育てている保護者のための交流の場です。育児の息抜きの場

や友達づくりの機会として、区内３か所で開催しています。 
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④再犯防止に関する活動の推進 

主な取組 

事業名等 内容 

荒川区保護司会との連携 

保護司は、犯罪をした人等の立ち直りを地域

で支える民間のボランティアです。区は、保護

司 の活 動 について理 解 を深 めるための広 報

や、保 護 司 会 の活 動 に対 して補 助 金 を交 付

し、その活動を支援しています。 

“社会を明るくする運動” 

（“社会を明るくする運動” 

荒川区推進委員会） 

犯罪の防止と犯罪をした人たちの更生につい

て理 解 を深 め、犯 罪 や非 行 のない明 るい社

会を築くため、区と各地区の推進委員会が啓

発運動を展開しています。 

仕事・生活サポートデスク 

経済的な問題、仕事や住まい等で困りごとを

抱 える方 の相 談 を受 け止 め、住 居 確 保 給 付

金の支給や、就労準備支援、家計改善など、

必要な支援を行っています。 

安心居住推進事業 

（再犯防止支援） 

区と関係団体で組織する居住支援協議会と

保護司会が連携し、民間賃貸住宅や公営住

宅に円 滑 に入居 できるよう、必 要となる支 援

を行っています。 

就労支援事業 

（あらかわ就労支援センター） 

求職者の就職活動に関する相談等を受け付

け、就 職 活 動 をサポートするおしごと相 談 の

窓 口 を設 置 しているほか、「ＪＯＢコーナー町

屋」において職業紹介を行っています。 

「あらかわの心」推進運動 

郷 土 と地 域 を愛 し、人 を思 いやる温 かくやさ

しい心 「あらかわの心 」を、子 どもたちに受 け

継いでいく区民運動です。大人が良き手本と

なり、互いを尊重し支え合う地域社会の実現

を目指した取り組みを、地域全体で推進して

います。 

 

現状と課題 

▶ 犯罪をした人等の社会復帰のためには、同者が地域社会において孤立すること

がないよう、保護司会や民間団体等と連携し、区民の理解と協力を得て、再び

社会を構成する一員となることを支援する必要があります。 

▶ 再犯防止のためには、適切な就労の確保や就労後の確実な職場定着を行うこ
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とが重要です。一人一人の状況に応じ、就労意欲の喚起をはじめ、就労能力の

形成、心のケア等きめ細やかな支援を継続的に行う必要があります。 

▶ 再犯防止のためには、定住先の確保が不可欠です。住居確保のためには本人

に対する支援をはじめ、住居提供体制の確保・充実を図る必要があります。 

▶ 子どもの非行を防止するためには、学校・家庭・地域が連携して、子どもを見守

り育てていくことが重要です。悩みや不安を抱える子どもが誰一人取り残される

ことのないよう、相談支援体制の充実や居場所づくり、学習支援等のきめ細や

かな支援が必要です。 

 

今後の方向性 

▶ 犯罪をした人等が地域社会において孤立することがないよう、また、犯罪被害者

の心情等にも最大限に配慮し、犯罪被害に遭う人を減らすという視点を持って、

現状の取組を充実させていきます。 

▶ 犯罪をした人等が再び犯罪や非行に陥ることがないよう、生活基盤の安定に向

けて必要な情報の提供や支援を、関係機関との連携をさらに強化して推進して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【保護司】とは 

 

 保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える、法務大臣から委嘱され

たボランティア（非常勤の国家公務員）です。 

 

《保護司の仕事》 

○保護観察 

 更生保護の中心となる活動で、犯罪や非行をした人に対して、更生を図るための約

束ごと（遵守事項）を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労の援助などを

行い、その立ち直りを助けるものです。 

 

○生活環境の調整 

 少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後にスムーズに社会復帰を果たせる

よう、釈放後の帰住先の調査、引受人との話合い、就職の確保などを行い必要な受

入態勢を整えるものです。 

 

○犯罪予防活動 

 犯罪や非行をした人の改善更生について地域社会の理解を求めるとともに、犯罪

や非行を未然に防ぐために、毎年７月の“社会を明るくする運動”強調月間などの機

会を通じて、「講演会」、「住民集会」、「学校との連携事業」などの犯罪予防活動を促

進しています。 
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（２）身近な地域の居場所づくり 

①高齢者のサロン活動の推進 

主な取組 

事業名等 内容 

ふれあい粋・活サロン 

一人暮らし等の高齢者、障がいのある方、子

育て中の方、地域の中で孤立しがちな方々が

気 軽 に集 まれる交 流 の場・仲 間 づくりの場 と

して、地域団体により主体的に運営されてい

ます（荒川 区 社 会 福 祉 協 議 会が自 主 事 業と

して、そのサポートを行っています。）。孤独感

の解 消 、ひきこもりの状 況 を未 然 に防 ぐ等 、

生活課題の解決につながる効果もあります。 

オレンジカフェ（認知症カフェ） 

認知症の人やその家族、地域住民、医療・介

護・福祉の専門職等の誰もが参加でき、認知

症に関する情報を交換したり、お互いを理解

し合いながら交流を楽しむ集いの場です。 

認知症の人やその家族が社会的に孤立する

ことを防ぎ、住み慣れた地域で安心して生活

ができるよう、支援の輪が広がることが期待さ

れています。 

老人福祉センター 

高齢 者の日 常 生活 や健康の相 談に応じると

ともに、機能訓練や健康づくりを推進していま

す。また、文化 教 養 教 室を開 催し、教 養 の向

上 を図 るとともに、レクリエーションの機 会 を

提供し、生きがいと社会参加の機会を提供し

ています。 

 

現状と課題 

▶ 地域団体が主体となって、地域のニーズ等を把握しながら、関係者と協力して

「ふれあい粋・活サロン」の運営を行っており、介護予防型や地域食堂などテー

マ別のサロンも増加しています。今後は、「ふれあいの場」の機能のほか、「見守

り」や「支え合い」の場としての役割を充実させていくため、地域の様々な関係団

体等との連携をさらに強化していく必要があります。 

▶ 今後認知症の増加も予想されることから、認知症に対する正しい理解を区民に

啓発し、地域で認知症の人やその家族を支える仕組を充実させていく必要があ
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ります。 

▶ 新型コロナウイルス感染症の流行によって、高齢者のサロン活動の多くが一時

休止したことで、健康増進や介護予防に関する取組が停滞しました。今後、再び

感染症が拡大した場合に備え、感染症の予防対策や活動方法等を工夫してい

く必要があります。 

 

今後の方向性 

▶ 「ふれあい粋・活サロン」が「見守り」や「支え合い」の場としての役割も担ってい

けるよう、荒川区社会福祉協議会等とも連携を図りながら、必要な支援を行っ

ていくとともに、より多くの方に参加していただけるよう、周知活動を強化してい

きます。 

▶ 認知症に関して多くの区民が正しく理解し、認知症の人やその家族を支える地

域づくりを推進していきます。 

▶ 感染症が拡大するような状況下においても介護予防事業等のサロン活動を継

続し、高齢者の健康増進に関する取組が停滞することのないよう、デジタル技術

等を活用し、自宅からでも参加できるような事業内容の構築を進めていきます。 
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②子どもや若者の居場所づくりの推進 

主な取組 

事業名等 内容 

子 どもの居 場 所 ・子 ども食 堂 へ

の支援 

子どもの居場所づくりや食事の提供、学習支

援等を行う団体への支援を通じて、子どもの

自 立 支 援 や健 やかな成 長 を促 進 するととも

に、地域全体で子どもを支える機運の醸成を

図っています。 

若者相談「わっか」（若者支援体

制整備事業） 

様々な悩みや不安を抱える若 者や家 族等 か

らの相談を受け付け、必要に応じて適切な支

援機関につなぐなど、一人一人に合わせた支

援を行っています。 

ひろば館 ・ふれあい館 における 

児童・中高生対象事業 

児童の発達に応じた遊びの場を提供し、健康

増 進や知 的 ・社 会 適 応 力を高 めて情 操 を豊

かにするとともに、中高生の居場所づくりや自

主性・社会性を育む活動の拠点となる事業を

展開しています。 

 

現状と課題 

▶ 食事の提供や学習支援等を行う団体への支援を通じて、子どもや家庭の見守

りを行うとともに、必要な支援につなげ、子どもの自立支援や健やかな成長を促

進してきました。今後もこのような取組を通じて、地域全体で子どもや家庭を支

える環境の整備等を進める必要があります。 

▶ 中途退学、若年無業者（ニート）やひきこもり等、若者が抱えている課題は複雑

かつ複合化している中、若者が地域社会とつながりながら交流や活動ができ、

安心して過ごすことができる居場所が求められています。 

▶ ひろば館・ふれあい館は、地域の児童健全育成事業の拠点として、その事業の

実施に当たっては、子どもの心身の発達や子育て家庭と保護者が抱える問題の

発生予防及び早期発見に努めており、今後もこの役割を充実させていく必要が

あります。 

▶ ふれあい館では、イベントの企画や運営のほか、地域行事にボランティアとして

参加するなど、中高生の社会参画の機会も提供しています。 
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今後の方向性 

▶ 子どもの居場所づくり事業については、関係団体同士の連携を強化する取組へ

の支援を行うとともに、団体の活動の支援のさらなる充実を図ります。また、若

者相談「わっか」等と連携するほか、子どもや若者が参加しやすい事業を合わせ

て開催することにより、気軽に相談できる環境を整えていきます。 

▶ 課題や困難を抱える若者に対し、自分らしく安心して過ごせる居場所づくりを推

進するとともに、気軽に相談できる体制を充実させ、生活面と就労面を一体的

に支援することにより、若者の社会参加を促進していきます。 

▶ ふれあい館をより多くの中高生に活動場所として利用してもらえるよう、中高生

にとって魅力的な事業等を企画するとともに、ＳＮＳ等中高生の利用頻度が高

い広報ツールを活用した周知を行っていきます。 
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③誰もが集える居場所づくりの推進 

主な取組 

事業名等 内容 

生活支援体制整備事業 

地域住民が主体となって、自主的な活動の中

で多 様 な機 関 と連 携 し、高 齢 者 の在 宅 生 活

を支えるための取組を推進しています。 

ふれあい館 

乳 幼 児 から高 齢 者 までのあらゆる世 代 が交

流し、区民の自主的な活動や地域コミュニテ

ィの拠点として運営しています。 

ふれあい粋・活サロン（再掲） 

一人暮らし等の高齢者、障がいのある方、子

育て中の方、地域の中で孤立しがちな方々が

気 軽 に集 まれる交 流 の場・仲 間 づくりの場 と

して、地域団体により主体的に運営されてい

ます（荒川 区 社 会 福 祉 協 議 会が自 主 事 業と

して、そのサポートを行っています。）。孤独感

の解 消 、ひきこもりの状 況 を未 然 に防 ぐ等 、

生活課題の解決につながる効果もあります。 

チームオレンジ 

地 域 の認 知 症 サポーター等 で支 援 チームを

つくり、認知 症の人とその家族が安心して地

域で暮らせるよう、カフェ等の居場所づくりや

早 期 からの支 援 体 制 の構 築 を推 進 していま

す。 

アクロスあらかわ（再掲）★ 

障がいのある方の社会 参加 を支 援する地 域

の拠点として、また、障がいのある方･ない方

の枠を超えた様々なコミュニケーションの場と

しての事業を推進しています。 

※ 表中の★の付いた取組は、荒川区社 会福祉協議会が実施しているものです

（区からの受託業務等を含む。）。 

 

現状と課題 

▶ 地域の中での「支え手」・「受け手」という関係を超えたつながりや、コミュニティ

活動の活性化を促進するため、様々な世代や属性の住民が地域で交流できる

場の拡充を進めていく必要があります。 

▶ 今後も見込まれる転入者の増加や高齢化の進展等を踏まえ、多くの区民に親

しまれるコミュニティ施設として、ふれあい館の一層の充実を図る必要がありま
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す。 

▶ 地域団体が主体となって、地域のニーズ等を把握しながら、関係者と協力して

「ふれあい粋・活サロン」の運営を行っており、介護予防型や地域食堂などテー

マ別のサロンも増加しています。今後は、「ふれあいの場」の機能のほか、「見守

り」や「支え合い」の場としての役割を充実させていくため、地域の様々な関係団

体等との連携をさらに強化していく必要があります。 

▶ 障がいのある方もない方も誰もが一緒に参加できるようなイベント等を開催し、

相互の理解を促進していく必要があります。 

 

今後の方向性 

▶ 地域における社会資源や人材を発掘し、そのコーディネートを行いながら、誰も

が集える居場所づくりの拡充を図っていきます。 

▶ 地域コミュニティの拠点となるふれあい館については、地域間の偏在を生じさせ

ることなく、区内全域をカバーできるよう、計画的な整備を進めていきます。 

▶ 「ふれあい粋・活サロン」が「見守り」や「支え合い」の場としての役割も担ってい

けるよう、荒川区社会福祉協議会等とも連携を図りながら、必要な支援を行っ

ていくとともに、より多くの方に参加していただけるよう、周知活動を強化してい

きます。 

▶ 地域福祉コーディネーター等との連携を強化することにより、地域活動に関する

支援をよりきめ細やかに行い、「ふれあい粋・活サロン」をはじめとした通いの場

や生活相談の場としての機能を充実させ、生きづらさや生活に困難を抱える方

たちが地域とつながる機会を増やしていきます。 

▶ 障がいの有無にかかわらず誰もが参加できるイベント等の開催を通じて、交流

の機会の創出や相互理解を促進するとともに、地域の関係団体等と連携を図り

ながら、障がい者の社会参加や自立を地域全体で支え合うことができる地域づ

くりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【生活支援体制整備事業】とは 

 

 区では、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるように、互助関係を大切

に、地域の力を高めるための地域づくりを目指しています。 

 日常生活の中で人と人とのつながり、お互い様の関係づくり、地域の課題は地域で

解決できる仕組づくりを推進しています。 

 また、健康づくり・介護予防活動として、体操や脳トレ、園芸などの趣味活動を通じ

て介護予防に取り組む団体を「地域パートナーの会」として、団体の活動を支援してい

ます。 
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（３）地域住民等と行政との協働による地域生活課題の解決体制の構築 

①地域における見守り・防犯活動の推進 

主な取組 

事業名等 内容 

高齢者みまもりネットワーク 

登録いただいた高齢者の情報を名簿化し、警

察・消防と緊急時に円滑に対応できる体制や、

地域住民及び事業者と連携して、高齢者を日

常的にみまもっていくための体制づくりを行っ

ています。 

生活支援体制整備事業（再掲） 

地域住民が主体となって、自主的な活動の中

で多様な機関と連携し、高齢者の在宅生活を

支えるための取組を推進しています。 

地域包括支援センター 

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で生活で

きるよう、専門 職 員（保健 師・看護 師、社 会 福

祉 士 、主 任 介 護 支 援 専 門 員 ）が介 護 、福 祉 、

健康、医療等様々な面から地域の高齢者の支

援を行っています。 

チームオレンジ（再掲） 

地域の認知症サポーター等で支援チームをつ

くり、認知症の人とその家族が安心して地域で

暮らせるよう、カフェ等の居 場 所 づくりや早 期

からの支援体制の構築を推進しています。 

民生委員・児童委員 

担 当 区 域 に住 む方 の生 活 上 の心 配 事 や困 り

ごとについての「相談相手」となり、相談内容に

応じて地域の方が適 切な支援を受けられるよ

う、行 政 や専 門 機 関 などへ「橋 渡 し役 」を担 っ

ています。 

防犯活動「いつ活」の推進 

区民の防犯意識の高揚と安全で安心な暮らし

の実現のため、「買い物・散歩・ランニング」など

のついでに行う防犯活動「いつ活」を推進して

います。 

「あらかわの心」推進運動（再掲） 

郷土と地域を愛し、人を思いやる温かくやさし

い心「あらかわの心」を、子どもたちに受け継い

でいく区民運動です。大人が良き手本となり、

互いを尊重し支え合う地域社会の実現を目指

した取り組みを、地域全体で推進しています。 
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現状と課題 

▶ 今後、見守りが必要となる高齢者等の増加が想定されるため、高齢者みまもり

ネットワーク事業や生活支援体制整備事業、地域包括支援センターでの新たな

取組として、既存の関係機関に加え、医療機関、商店街等地域の社会資源を

有効活用した、見守りの担い手を含めたネットワークを再構築しています。 

▶ 子どもの非行や犯罪は様々な要因から生じ家庭だけでは問題の解決はできな

いため、関係機関等と連携し、地域で支える体制を整備することが必要です。 

 

今後の方向性 

▶ 既存の各種ネットワーク会議等と連携して、より広範な関係機関との顔の見える

関係を構築し、包括的な支援や地域のつながりの強化を行うことで、自分の周

りでＳＯＳを発している人の存在に気づき、声をかけ合える地域づくりを進めて

いきます。 

▶ 子どもの非行や犯罪を防ぐには、各家庭における教育や地域における見守りが

大切です。非行や犯罪に陥った子ども・若者がいち早く地域社会に復帰できる

よう必要な支援を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【いつ活】とは 

 

 いつ活は、“いつもの”“いつでも”行える防犯活動 

です。何か特別なことを新たにやっていただこうとい 

うものではなく、「買い物・散歩・ランニング」などの 

いつもの日常生活の中で、「声掛け」や、「見守り」、 

「街なかのチェック」など少しだけ防犯を意識した 

行動をお願いしているものです。 

 

 

 

「いつ活」ロゴマーク 
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②社会福祉協議会等との連携・協働 

主な取組 

事業名等 内容 

ふれあい粋・活サロン（再掲） 

一人暮らし等の高齢者、障がいのある方、子

育て中の方、地域の中で孤立しがちな方々が

気 軽 に集 まれる交 流 の場・仲 間 づくりの場 と

して、地域団体により主体的に運営されてい

ます（荒川 区 社 会 福 祉 協 議 会が自 主 事 業と

して、そのサポートを行っています。）。孤独感

の解 消 、ひきこもりの状 況 を未 然 に防 ぐ等 、

生活課題の解決につながる効果もあります。 

成年後見・権利擁護センター 

あんしんサポートあらかわ★ 

適切な福祉サービスを選択し、利用するため

の手続や支払いのお手伝いを行う「福祉サー

ビス利 用 援 助 」をはじめ、福 祉 サービスの利

用 に関 するトラブル･苦 情 や疑 問 、認 知 症 の

人 や知 的 ・精 神 障 がいのある方 等 の権 利 侵

害の相 談に対 応する「福祉 サービスの苦 情・

権利擁護の相談」を行っています。合わせて、

認知症や知的・精神障がいなどにより判断能

力が不十 分な方の契 約や手続 を保 護･支 援

する「成年後見制度」の利用の支援促進等を

行っています。 

荒川ボランティアセンター（再掲）

★ 

誰もが安心して暮らし続けられる街を目指し

て、以下の取組を進めています。 

・様々な立場の人々や団体、機関を「つなぐ」 

・ボランティア活 動 や地 域 活 動 を「ひろめる」

「ささえる」 

・福祉や共生社会、心のバリアフリー等を「ま

なぶ」 

あらかわ子ども応援ネットワーク 

地 域 の活 動 団 体 と区 、医 療 機 関 、社 会 福 祉

施設等が連携して、支援を必要とする子ども

たちのサポートなどを行っています（荒川区社

会 福 祉 協 議 会 が事 務 局 機 能 を担 っていま

す。）。 
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荒 川 区 社 会 福 祉 法 人 連 絡 会 に

よるフードパントリー事業 

毎 月 実 施 している「フードパントリー事 業 」を

通 じて、利 用 される区 民 の方 に対 して、社 会

福祉士・介護福祉士・保育士などの専門職が

困 りごとの相 談 に応 じるなど、見 守 り支 援 を

行 っています（荒 川 区 社 会 福 祉 協 議 会 が事

務局機能を担っています。）。 

地域福祉コーディネーターによる

支援★ 

ふれあい粋・活サロン等の居場所(つながりづ

くりの場)に集う方々や個別での相談 等を通

じて、住み慣れた地域の中で支え合いながら

暮らせるためのネットワークづくりに取り組 ん

でいます。 

※ 表中の★の付いた取組は、荒川区社 会福祉協議会が実 施しているものです

（区や都からの受託業務を含む。）。 

 

現状と課題 

▶ 荒川区社会福祉協議会では、ボランティアセンターや成年後見・権利擁護セン

ターの運営、ふれあい粋・活サロンのサポート等、地域の福祉に関する幅広い活

動を行っていますが、区民の生活課題が複雑化する中で、近年は担い手が不

足しています。 

▶ 近年課題となっている、ひきこもりや社会的孤立、権利侵害など、制度の狭間に

陥り、必要な支援につながりにくい方への支援の強化に向けて、区や関係機関

と連携して取り組むことが求められています。 

 

今後の方向性 

▶ 地域の福祉を支える社会福祉法人等と連携し、経済的困窮や社会的孤立など

の課題を解決できるよう、環境の整備や必要な支援を行っていきます。 

▶ 制度の狭間にあるケースについては、地域住民の力や様々な関係機関の連携

が欠かせず、今後ますます地域のネットワークや支え合いの仕組づくりが要とな

るため、地域福祉コーディネーター活動の充実を図っていきます。 
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【地域福祉コーディネーターの活動】 

 

 地域福祉コーディネーターは、『誰もが安心して暮らせるまちづくり』をテーマに、サ

ロン等の居場所(つながりづくりの場)に集う方々や個別でのご相談等を通じて、住み

慣れた地域の中で支え合いながら暮らせるためのネットワークづくりに取り組んでい

ます。 

 また、暮らしに必要な情報を広報紙などで周知しています。 

 

 地域福祉コーディネーターは、 

 ・「つくる」＝居場所づくり（サロンや地域でのネットワーク等）地域づくり 

 ・「つなげる」＝居場所や人と人 

 ・「つたえる」＝安心して暮らせるための必要な地域情報 

 以上の三つを支援のキーワードに、高齢分野や障がい分野だけではなく、ひきこも

り・不登校・生活困窮者・ヤングケアラー等、悩める地域住民の相談に対応し、困りご

と解決の糸口を関係機関と一緒に探す役割を担っています。 
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③民間事業者等との連携・協働 

主な取組 

事業名等 内容 

包 括 連 携 協 定 等 を通 じた民 間

事業者等との連携 

区民の多様なニーズや地域の諸課題への対

応に向 けて、事業 者 や地域 団 体等と、健 康・

医療・福祉・防災・防犯・産業・環境・文化・観

光など、区政の様々な分野において連携・協

働を推進しています。 

大学等の専門機関との連携 

大学や高等専門学校等と連携し、それぞれの

専 門 分 野 の知 見 を活 かして、区 民 の健 康 増

進や地 域 の活 性 化 等に協 力 をいただいてい

ます。 

 

現状と課題 

▶ 民間事業者等が持続可能な社会の実現を目指し、社会貢献活動等を推進して

いますが、地域や区民のニーズとマッチングする機能や活動の周知について不

足している部分があります。 

▶ 地域資源を生かしたイベント等を民間事業者等や大学等と連携して開催し、地

域の活性化や、区の魅力の向上を推進していますが、このような取組をより多く

の地域で展開していくことが求められます。 

▶ 食生活から区民の健康をサポートするため、区内の飲食店や大学と連携し、健

康に配慮された“あらかわ満点メニュー”を開発し、区内の飲食店で提供してい

ます。今後は、そのエッセンスを家庭の食環境の改善に広げていくことも必要で

す。 

 

今後の方向性 

▶ 民間事業者等の社会貢献活動等を分かりやすく区民に周知していくとともに、

地域や区民のニーズを的確に捉えながら、民間事業者等がそれぞれの得意分

野を区政に活かしていただける場面を創出できる仕組の構築を進めていきます。 

▶ 民間事業者等や大学等との連携・協働によるイベント等の取組については、関

係者の協力の下、地域の活性化等につながる新たな地域資源の発掘を進めて

いくとともに、周知広報にも注力し、区民への波及効果をさらに高めていきます。 
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④多文化共生の推進 

主な取組 

事業名等 内容 

生活情報等の多言語化 

多言語に対応した区ホームページや電子ブッ

クアプリで区政情報を届けるほか、行政手続

や日常生活を送る上でのマナー等を記載した

「外国人のための生活便利帳」を、やさしい日

本語・英 語・中 国語 ・韓国 語に対応させた形

で冊子として作成し、配付しています。 

窓口等における多言語対応 

区 役 所 の窓 口 等 においては、外 国 語 でも意

思疎通を円滑に行えるよう、タブレット端末を

活用した外国語通訳サービスを導入していま

す。また、学校等においては、外国語を母語と

する子 どもや保 護 者 との意 思 疎 通 を円 滑 に

行えるよう、携帯型の通訳機を配備していま

す。 

在 住 外 国 人 支 援 ・文 化 交 流 事

業 

言 葉 の壁 を取 り払 い、外 国 人 住 民 が地 域 に

溶け込むことができるよう、荒川区国際 交流

協 会 と連 携 して、地 域 のボランティアが日 本

語で教える側となった日本語教室・日本語サ

ロンの開催や、「国際交流バスハイク」、「世界

の料理教 室」等の草 の根の交流 事業を実 施

することにより、文 化 の相 互 理 解 を深 める取

組を実施しています。 

 

現状と課題 

▶ 多言語化した生活情報等が外国人住民に十分に行き渡っていない現状もある

ことから、周知の方法や媒体等をさらに工夫していく必要があります。 

▶ 外国人住民に対して日本の文化や生活習慣を理解していただくとともに、日本

人住民に対しても異文化への理解を求めていく必要があります。そのためには、

それぞれの草の根交流を契機としてコミュニケーションを深めていくことが大切

であるとともに、相互理解を進めるための取組が重要です。 
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今後の方向性 

▶ 区政や生活の情報については、転入時のほか様々な機会を捉えて周知するとと

もに、多言語翻訳や、やさしい日本語翻訳機能等も活用し、外国人住民への理

解促進につなげていきます。 

▶ 様々な国の人々と文化・習慣に対する相互理解を深めるために、言葉の壁をな

くす取組を進めるとともに、オンラインでの交流等新しい時代に合わせた方法も

取り入れながら、外国人住民との交流を広げていきます。 

▶ 外国人住民も参加しやすいイベント等を通じて日本人住民との交流の機会を

増やし、住民同士がお互いの文化や生活習慣を認め合い、理解を深めることで、

外国人住民が地域社会に溶け込み、共に安心して暮らせる地域社会を築くこと

につなげていきます。 
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（４）包括的な相談・支援体制の構築 

主な取組 

事業名等 内容 

地域包括支援センター（再掲） 

高 齢 者がいつまでも住み慣 れた地 域で生 活

できるよう、専門職員（保健師・看護師、社会

福 祉 士 、主 任 介 護 支 援 専 門 員 ）が介 護 、福

祉 、健 康 、医 療 等 様 々な面 から地 域 の高 齢

者の支援を行っています。 

障害者基幹相談支援センター 

障がいに関する相談支援の拠点として、総合

的・専門的な相談業務を行うほか、地域での

支 援 のネットワークづくりを進めるなど、障 が

いのある方 々が身 近 な地 域 で適 切 なサービ

スを受けることができるよう相談支 援体制 の

充実を行っています。 

子ども家庭総合センター（区児童

相談所） 

子どもの悩みごとや困りごとのほか、子育てで

心 配 なことなどを、子 どもや保 護 者 と一 緒 に

解 決 していく相 談 窓 口 として専 門 のスタッフ

が相 談 にあたり、育 児 不 安 の解 消 や虐 待 の

未 然 予 防 、地 域 における子 育 て世 代 への適

切な助言や支援に取り組んでいます。 

仕事・生活サポートデスク（再掲） 

経済的な問題、仕事や住まい等で困りごとを

抱 える方 の相 談 を受 け止 め、住 居 確 保 給 付

金の支給や、就労準備支援、家計改善など、

必要な支援を行っています。 

ひきこもり支援の推進 

ひきこもりに関 する窓 口 「あらかわひきこもり

支 援 ステーション」を設 置 し、ひきこもり状 態

にある方やその家族からの相談を受け、必要

な支 援 につなげるなど、関 係 機 関 と連 携 しな

がら事業を推進しています。 

地域福祉コーディネーターによる

支援★（再掲） 

ふれあい粋・活サロン等の居場所(つながりづ

くりの場)に集う方々や個別での相談 等を通

じて、住み慣れた地域の中で支え合いながら

安心 して暮らせるためのネットワークづくりに

取り組んでいます。 

※ 表中の★の付いた取組は、荒川区社 会福祉協議会が実施しているものです

（区からの受託業務を含む。）。 
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現状と課題 

▶ 子ども、高齢者、障がい者、生活困窮等分野ごとに包括的な相談窓口（相談支

援機関）を設置していますが、近年の区民が抱える多様な課題に対応するため

に、各相談窓口の支援力を強化していく必要があります。 

▶ 区民の複雑化・複合化した課題に対応するため、各分野の制度や支援を連携・

活用し、必要なときには一体的に適用する等、関係機関との連携を強化し、より

強固で組織的な対応ができる体制を構築する必要があります。 

▶ 住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、身近な場所に気軽に相談で

きる窓口を増やしていくとともに、区民により分かりやすく周知していく必要があ

ります。 

 

今後の方向性 

▶ 複雑化・複合化した課題を抱える方やその世帯に対する支援を一層円滑に進

めるため、子ども、高齢者、障がい者、生活困窮等の既存の相談窓口で受け止

めた相談や困りごとに対し、その解決に向けて適切な支援につなぐことができる

よう、各相談支援機関等との協働と連携を推進することにより、属性を問わない

相談の受け止めと包括的な支援ができる体制の整備を図り、多機関協働を推

進していきます。 

▶ 多機関協働を推進するに当たっては、社会福祉法に基づく支援会議や重層的

支援会議の実施により、支援が困難な事例の情報共有や支援方針の検討等を

各相談支援機関等と実施します。また、包括的な支援体制に係る関係者会議

を実施し、支援に係る連携体制の検討を進めていきます。 

▶ 地域の医療機関や介護事業者等の関係団体とも連携を図りながら、高齢者や

障がい者を地域全体でケアし支え合うことができる体制の整備を進めていきま

す。 

▶ 区民にとっての相談のハードルを低くするために、身近に立ち寄れる場所で相談

ができる環境を整備していくとともに、専門知識を要するケースを適切な機関に

つなげていくために、職員の専門性の向上を図っていきます。 
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基本方針２ 誰もが安心して暮らし続けられる地域づくり 

（１）住宅確保要配慮者への支援 

主な取組 

事業名等 内容 

安心居住推進事業 
区と関係団体で組織する居住支援協議会を

中心に、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅

に円 滑 に入 居 できるよう、住 まいに関 する相

談から入居前・入居中・退去時の支援まで総

合的・包括的な居住支援を行っています。 

住居確保給付金事業 

離職等により住居を失い、又は失うおそれの

ある方 に、求 職 活 動 をすること等 を条 件 に、

一定期間、家賃相当額を支給しています。 

民間賃貸住宅活用事業 

民間賃貸住宅への転居が困難な高齢者に対

し、物件探しの支援や保証会社を利用した場

合の保証料補助、住環境改善を目的に転居

した場合の家賃の差額等の助成を行うととも

に、貸主に対して、入居する高齢者の死亡に

より生 じる残 存 家 財 の片 付 け費 用 等 を補 償

する保 険 の保 険 料 の助 成 を行 うことにより、

高 齢 者 が安 全 で安 心 な住 まいを確 保 できる

よう支援しています。 

ひとり親 世 帯 等 民 間 賃 貸 住 宅

入居支援事業 

ひとり親 家 庭 の生 活 の安 定 と自 立 を支 援 す

るために、民間賃貸住宅の物件探しの支援と

ともに、保証料の補助を行っています。 

障がい者グループホーム費の支

給事業 

グループホームの入 居 者 や運 営 事 業 所 に対

し、家賃や運営経費の一部を補助することに

より、利用者の負担軽減及びグループホーム

の安 定的 運 営の支 援を行い、障がい者 の地

域における自立した生活の促進を図っていま

す。 

 

現状と課題 

▶ 不動産関係団体、福祉関係団体などの関係団体と連携し、住宅確保要配慮者

（低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯、その他住宅の確保に
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特に配慮を要する者）の民間賃貸住宅への円滑な入居を図るため、情報共有・

協議及び情報発信を行っています。 

▶ 住宅確保要配慮者の支援を推進するため、各種支援・制度等の周知を図ると

ともに、関連団体と連携し、実際の支援につなげる必要があります。 

▶ 民間賃貸住宅への入居が難しい高齢者やひとり親世帯等を対象に、物件探し

の支援、保証人が立てられない方に対する債務保証料等の支援を行うとともに、

高齢者世帯には一定の要件の下、転居後の家賃の一部助成の支援を行ってい

ます。 

▶ ひとり親 家 庭 の子 どもの相 対 的 貧 困 率 （令 和 ３年 度 国 民 生 活 基 礎 調 査 ）は

44.5％で、子どものいる家庭の全体での相対的貧困率１１．５％よりも高くなっ

ており、住宅に関する悩みも多く、関係部署が連携して、生活基盤となる住宅を

確保するための支援を行っていく必要があります。 

▶ 親なき後の居住確保 のために、グループホーム新設に係る整備費補助や運営

事業者への運営費補助を行い、障がい者の地域における自立した生活の促進

を図っています。特に医療的ケアを要する等、重度障がいの方を対象とした施

設の整備が必要です。 

▶ グループホームは、障がい者の居住の場となり、夜間も含めると、支援の時間数

も多くなるため、支援体制の確保は重要となります。また、障がいの程度によっ

て、支援方法も異なるため、事業所の質の向上を図ることが必要になります。 

 

今後の方向性 

▶ 住宅確保に関する地域の様々な課題について、情報、人材、ネットワーク、ノウハ

ウ等を持ち寄って、整理し、発展的に活用する方法を協議していきます。 

▶ 関係団体とのつながりを生かして地域の居住支援体制を整備し、地域資源の

発掘や制度の充実など居住支援の取組の拡大につなげていきます。 

▶ 高齢者が住み慣れた地域で安心した暮らしを継続できるよう、特別養護老人ホ

ームや認知症高齢者グループホームの確保のほか、民間賃貸住宅の入居支援

等、様々な状況や課題等を考慮しながら、住居支援及び施設の確保に取り組ん

でいきます。 

▶ ひとり親家庭が抱える課題を把握し、ニーズを的確に捉え、就労、経済、住宅等

の様々な支援を通じて、安定した生活への総合的かつ継続的な支援に、関係機

関等と連携しながら取り組んでいきます。 

▶ 障がい者の地域における自立した生活の促進のため、グループホームの運営事

業者に対し運営費の補助を行う等、グループホームの安定的な運営や支援体

制の確保をさらに進めていきます。 
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▶ グループホームの新設に当たっては、重度障がい者を受け入れ可能な施設とす

るとともに、医療的ケアに対応する短期入所や、施設入浴といった地域に不足

する機能のほか、共生型サービスを提供する施設としての整備について検討し

ていきます。  
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（２）生活困窮者への総合的な支援体制の整備 

主な取組 

事業名等 内容 

仕事・生活サポートデスク（再掲） 

経済的な問題、仕事や住まい等で困りごとを

抱 える方 の相 談 を受 け止 め、住 居 確 保 給 付

金の支給や、就労準備支援、家計改善など、

必要な支援を行っています。 

生活福祉資金貸付事業★ 

所 得 の少 ない世 帯 、障 がい者 や介 護 を要 す

る高齢者のいる世帯に、利用目的に応じた資

金の貸 付 （東 京都 社 会 福 祉 協 議会 による貸

付）と必要な相談支援を行っています。 

子どもの学習・生活支援事業 

経 済 的 な問 題 等 により、家 庭 での学 習 が困

難であったり、基礎学力等の取得に支援が必

要であったりする児童や生徒を対象に、個別

相 談 を通 じて一 人 一 人 にあった学 習 指 導 を

行 い、学 習 習 慣 の定 着 と学 力 向 上 等 のサポ

ートを行っています。 

受験生チャレンジ支援貸付事業

★ 

入 学 試 験 に備 えるために必 要 な学 習 塾 、各

種受 験対 策講 座、通 信講 座の受 講費 用 や、

高 等 学 校 、大 学 等 の受 験 料 を準 備 できない

一定所得以下の世帯に対して、これらに必要

な資 金の貸 付（東京 都 社会 福 祉 協議 会 によ

る貸 付 ）に関 する申 込 手 続 や償 還 の相 談 等

の支援を行っています。 

※ 表中の★の付いた取組は、荒川区社 会福祉協議会が実 施しているものです

（区からの受託業務を含む。）。 

 

現状と課題 

▶ 平成 27 年４月に施行された生活困窮者自立支援法に基づき、区における生活

困窮者自立相談支援機関として、仕事・生活サポートデスクにおける相談支援

を実施しています。新型コロナウイルス感染症の流行の影響による生活困窮の

状況は落ち着きを取り戻しつつあるものの、離職、収入減少、住まいの確保等に

課題を抱える相談者 は増加傾向にあり、課題に応じた適切な支援を継続して

実施していく必要があります。 

▶ 社会課題の多様化に伴い、相談者から寄せられる困りごとは複雑化・複合化す
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る傾向にあるため、相談支援を行う相談支援員の支援力向上と、関係機関との

緊密な連携を図る必要があります。 

▶ 生活困窮の状態にある子育て世帯の自立を推進し、貧困の連鎖を防止するた

めには、子どもたちへの学習支援等を通じて、安定した学習や相談の場を提供

するとともに、将来の展望が描けるようなサポートを行っていく必要があります。 

 

今後の方向性 

▶ 相談者の困りごとを解きほぐし、個々の支援ニーズに応じた適切な支援を行うこ

とができるよう、住居確保給付金の支給、地域居住支援事業、就労準備支援

事業、家計改善支援事業等を着実に実施していきます。 

▶ 複雑化・複合化した課題に対し、適切な支援を実施することができるよう、研修

機会を確保するなど、相談支援員の支援力の向上を図るとともに、多様な支援

が可能となるよう、関係機関との連携をさらに強化していきます。 

▶ 支援を必要とする世帯が、漏れなく支援の窓口につながることができるよう、周

知啓発を強化するとともに、将来の展望が描けるように継続的なサポート体制

を構築していきます。 
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（３)多様な地域生活課題への対応 

①高齢者への支援 

主な取組 

事業名等 内容 

生活支援体制整備事業（再掲） 

地域住民が主体となって、自主的な活動の中

で多 様 な機 関 と連 携 し、高 齢 者 の在 宅 生 活

を支えるための取組を推進しています。 

地域ケア会議 

高齢者の介護予防等における個別の課題か

ら、地 域 ごとの課 題 等 について、行 政 と地 域

がそれぞれの役割の中でできる支援を検討・

創出し、課題の解決に向けて取り組んでいま

す。 

チームオレンジ（再掲） 

地 域 の認 知 症 サポーター等 で支 援 チームを

つくり、認知 症の人とその家族が安心して地

域で暮らせるよう、カフェ等の居場所づくりや

早 期 からの支 援 体 制 の構 築 を推 進 していま

す。 

介護予防・フレイル予防事業 

高齢者の健康寿命延伸と社会参加促進を図

るため、荒 川 ころばん体 操 をはじめ、運 動 機

能 の 向 上 、 栄 養 改 善 、 口 腔 機 能 向 上 等 、

様々な事業を行っています。 

民間賃貸住宅活用事業（再掲） 

民間賃貸住宅への転居が困難な高齢者に対

し、物件探しの支援や保証会社を利用した場

合の保証料補助、住環境改善を目的に転居

した場合の家賃の差額等の助成を行うととも

に、貸主に対して、入居する高齢者の死亡に

より生 じる残 存 家 財 の片 付 け費 用 等 を補 償

する保 険 の保 険 料 の助 成 を行 うことにより、

高 齢 者 が安 全 で安 心 な住 まいを確 保 できる

よう支援しています。 

地域包括支援センター（再掲） 

高 齢 者がいつまでも住み慣 れた地 域で生 活

できるよう、専門職員（保健師・看護師、社会

福 祉 士 、主 任 介 護 支 援 専 門 員 ）が介 護 、福

祉 、健 康 、医 療 等 様 々な面 から地 域 の高 齢

者の支援を行っています。 
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単 身 高 齢 者 等 総 合 相 談 支 援 

事業★ 

家 族 や親 族 がおらず、又 は家 族 や親 族 がい

てもそれらの方から必要な支援を受けること

ができない高 齢者 等 が日 常生 活を送る上 で

将来に生じることが想定される医療、福祉等

に関する諸問題に関 し、将来にわたり安心 し

て地域で生活を送ることができるよう、必要な

相談対応や情報提供を行っています。 

※ 表中の★の付いた取組は、区からの委託により、荒川区社会福祉協議会が運

営する成年後見・権利擁護センター あんしんサポートあらかわ（以下「あんしん

サポートあらかわ」という。）が実施しているものです。 

 

現状と課題 

▶ 家族形態やコミュニティの変化により、高齢者の一人暮らしや高齢者のみの世

帯が増加しており、見守りが必要となる高齢者は今後も増加していくことが予想

されていることから、心身の不調等をきっかけとした孤立や生活困窮、閉じこも

り生活の長期化などのケースに対して、迅速かつ包括的に支援できる体制を整

備する必要があります。 

▶ 単身の高齢者等が健康上の理由等により居所に戻れなくなった場合に、残され

た家財の処分等が課題となっています。 

▶ 高齢者を地域や家庭の中で孤立させず、生き生きとした心を持続してもらうた

め、高齢者の社会参加や地域での生きがいづくりの場を拡充していく必要があ

ります。 

▶ 今後認知症の増加も予想されることから、認知症に対する正しい理解を区民に

啓発し、地域で認知症の人やその家族を支える仕組を充実させていく必要があ

ります。 

▶ 高齢者本人を対象とした支援をはじめ、老老介護の問題なども見据えて、高齢

者を支える家族や介護者に対する支援も含めた包括的な支援を強化していく

必要があります。 

 

今後の方向性 

▶ 町会・自治会、民生委員・児童委員、社会福祉協議会等の既存の関係機関に

加え、医療機関、商店街等、地域の社会資源を有効活用し、新たな見守りの担

い手を含めたネットワークを構築していきます。また、相談窓口となる高齢者みま

もりステーションのさらなる周知と効果的な見守り方法について検討を進めてい

きます。 
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▶ 民間賃貸住宅活用事業や単身高齢者等総合相談支援事業の枠組みも活用し

ながら、残された家財の処分等も含め、単身の高齢者等が将来にわたって安心

して地域で生活を送ることができるよう、必要な情報提供や支援策の充実を図

っていきます。 

▶ 認知症に関して多くの区民が正しく理解し、認知症の人やその家族を支える地

域づくりを推進していきます。 

▶ 認知症サポーター養成講座を小学校など様々な世代を対象に開催する等、認

知症に対する区民の理解のさらなる促進に取り組んでいきます。 

▶ 地域住民が自ら実施する自主活動の広がりを後押しする支援を行うこと等によ

り、高齢者の社会参加を図る地域での生きがいづくりの仕組を構築していきま

す。 

▶ 要支援者や事業対象者に対して、適切な介護予防ケアマネジメントを基に、訪

問型や通所型のサービス等を提供し、生活機能の向上を図っていきます。 

▶ 居住支援協議会等を通じて、高齢者の安心・安全な住まいの確保を支援して

いきます。 
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②障がい者（児）への支援 

主な取組 

事業名等 内容 

障がい者の相談・支援体制の充

実 

地域における相談支援の中核的な役割を担

う「基幹相談支援センター」を設置し、関係機

関等のネットワークを構築するとともに、障が

いに係る様々な相談に応じ、総合的な相談支

援 を実 施 しています。また、障 がい者 が地 域

において安心して生活し、社会参加ができる

よう、入 所 施 設 等 で生 活 する障 がい者 の地

域移行を支援しています。 

バリアフリーの推進 

※基本方針３－（４）に施策項目

としても設定しています。 

共生社会実現のためには円滑な意思疎通が

重要なため、手話言語条例の制定をはじめ、

コミュニケーション支 援 事 業 等 を実 施 してい

ます。また、誰もが安心して共に暮らせる社会

を実現するため、障がいへの理解促進につい

て、関係機関と連携 を図りながら、啓発活動

を実施しています。 

障 がい者 の住まい・日 常 生 活 に

対する支援 

地域での安心した生活を確保するため、グル

ープホームの誘致等に努めています。さらに、

重度障がい者を受け入れるグループホームを

増やすため、施設整備費等の補助を実施し、

開設を促進しています。 

障がいのある子どもの健全育成 

障がい児支援の充実を図るため、荒川たんぽ

ぽセンターの児 童 発 達 支 援 センター化 を行

い、高度な専門性に基づく支援や療育の質の

向上、インクルージョンの推進等、障がい児支

援の中核となる機関として、地域支援体制の

構 築 を進 めています。また、医 療 的ケア児 等

地域コーディーネーターの配置や留守番看護

師 派 遣 事 業 等 を実 施 し、医 療 的 ケア児 等 の

支援を行っています。 

障 が い 者 の 自 立 ・ 就 労 支 援 、 

生きがいの創出 

障 がい者 の就 労 機 会 が拡 大 される中 、就 労

面 での支 援 や生 活 面 でのさらなる支 援 が必

要なため、障害者就労支援センター（じょぶ・

あらかわ）をはじめ、就労移行支援や就労定
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着支援を通じた就労 支援の強化を進めてい

ます。また、障がい者の社会参加や地域交流

等 を促 進 するため、生 活 実 習 所 等 の施 設 で

制作した作品の展覧会等を定期的に開催 し

ています。 

 

現状と課題 

▶ 身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病など、様々な障がいがある方が安

心して地域で暮らしていけるよう、関係機関が連携して相談支援体制をさらに

充実させていくとともに、地域全体で障がい者を支える体制を構築するために、

地域資源を積極的に活用していく必要があります。 

▶ 障がいの有無に関わらず、全ての人にとって暮らしやすい環境を整備していくた

め、公共施設等のバリアフリー化を進めるほか、障がいの特性に応じたコミュケ

ーション支援を充実させていく必要があります。 

▶ 区内のグループホームの整備数は増加してきており、軽度障がい者のグループ

ホームについては、居住の場の確保が一定進んできていますが、今後は重度障

がい者を対象とした施設を整備していく必要があります。 

▶ 医療的ケア児への支援に当たっては、必要な支援を適切に提供できるよう、支

援のニーズを把握するとともに、関係機関との連携を強化していく必要がありま

す。 

▶ 障がい児通所支援利用者が増加傾向にあるため、児童発達支援センターを中

心とした障がい児通所支援の体制を充実させていく必要があります。 

▶ 就労を希望される方は今後も増加することが想定されるため、就労支援体制の

さらなる強化とともに、就労場所の確保を進めていく必要があります。 

 

今後の方向性 

▶ 地域での生活を継続するための適切なサービスを必要とする方に届けられるよ

う、障害者基幹相談支援センターを中心に、関係機関等との支援ネットワークの

構築・強化を行い、地域全体の相談支援体制の充実を図っていきます。 

▶ 障がいの特性を踏まえながら、ＩＣＴを活用したコミュニケーション支援等につい

て、さらに研究を進めていきます。 

▶ グループホームの新設に向けては、重度障がい者を受け入れ可能な施設とする

とともに、医療的ケアに対応する短期入所や施設入浴といった地域に不足する

機能のほか、共生型サービスを提供する施設としての整備について検討してい

きます。 
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▶ 医療的ケア児やその家族が地域において安心して生活できるよう、医療的ケア

児等地域コーディネーターを中心に支援のニーズを把握するとともに、関係機

関と必要な支援の内容について調査検討を行い、適切な支援につなげていきま

す。 

▶ 児童発達支援センターの支援機能の強化を図るとともに、障がい児通所支援の

利用者の受け皿の拡大を進めていきます。 

▶ 障害者就労支援センター（じょぶ・あらかわ）による支援を行うとともに、就労移

行支援や就労定着支援、就労選択支援事業を行う事業所と関係機関との連

携体制を構築し、さらなる就労支援の強化を図っていきます。 
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③子ども・子育て家庭・若者への支援 

主な取組 

事業名等 内容 

子どもの権利条例 

区全体で子どもの健やかな成長を支えていく

ことを目的として「荒川区子どもの権利条例」

を令和５年に制定し、相談窓口「あらかわ子

どもほっとらいん」の開設、「荒川区子ども議

会」の開催、子どもの権利の普及啓発など、

子どもの権利を保障し、子どもが安心して暮

らすことのできる地域づくりに取り組んでいま

す。 

子ども家庭総合センター（区児童

相談所）（再掲） 

子どもの悩みごとや困りごとのほか、子育てで

心配なことなどを、子どもや保護者と一緒に

解決していく相談窓口として専門のスタッフ

が相談にあたり、育児不安の解消や虐待の

未然予防、地域における子育て世代への適

切な助言や支援に取り組んでいます。 

子育て交流サロン 

乳幼児を育てている保護者や子ども同士の

交流とつながりを持つ場を提供し、在宅で子

育てをしている保護者の育児不安や孤立化

の解消を図っています。 

妊婦面接･相談（ゆりかご面接）、

新生児訪問事業 

妊婦が安心して出産を迎え、子育てができる

よう、助産師や保健師による妊婦面接・相談

を行っています。また、出産後は全家庭を助

産師や保健師が訪問し、赤ちゃんや家族の健

康について伺い、相談をお受けしています。 

幼児教育・保育事業  

区立幼稚園の運営や私立幼稚園等への支

援、保育が必要な子どもへの保育の実施の

ほか、延長保育や病児・病後児保育事業など

を実施し、多様化する幼児教育・保育ニーズ

に対応しています。 

放課後等の児童への支援事業  

放課後等に適切な遊びと生活の場を提供す

る学童クラブ、地域の協力を得ながら体験活

動の場を提供するにこにこすくーる、それらを

総合的に展開する放課後子ども総合プラン

の実施により、放課後等に安心して安全に利
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用できる子どもの居場所を提供し、子どもの

健やかな成長を支援しています。 

若者相談「わっか」（若者支援体

制整備事業）（再掲） 

様々な悩みや不安を抱える若者や家族等か

らの相談を受け付け、必要に応じて適切な支

援機関につなぐなど、一人一人に合わせた支

援を行っています。 

 

現状と課題 

▶ 子どもと家庭を取り巻く環境の変化に伴い、子どもと家庭に関する相談件数は

増加しています。子どもの最善の利益を守るためにも、子どもの権利の理解をよ

り一層深め、区全体で子どもを守り、育んでいく機運の醸成を図る必要があり

ます。 

▶ 共働き家庭のニーズに応えるために適切な供給体制を確保するとともに、一時

保育の拡充等保育サービスの充実に努め、多様なライフスタイルによる保育ニ

ーズの変化に、柔軟かつ円滑に対応できるように努めていく必要があります。 

▶ 中途退学、若年無業者（ニート）やひきこもり等、若者が抱えている課題は複雑

かつ複 合 化 しており、これらの課 題 に対 応 するためには、福 祉 、教 育 、就 労 等

様々な分野において包括的な支援を提供する必要があります。また、若者が地

域社会とつながりながら交流や活動ができ、安心して過ごすことができる居場所

が求められています。 

 

今後の方向性 

▶ 多様なライフスタイルの変化に対応しつつ、妊娠から出産、子育て、子どもの成

長段階を通じて切れ目のない支援を行うため、関連部署が連携して、子どもと

子育て家庭に対する支援、児童虐待の未然防止と、子どもの貧困対策、困難を

抱える若者の支援を一体的に推進していきます。 

▶ 子どもの権利について、様々な事業や学校での取組等を通じて、子ども自身が

理解し、自分や他者を大切にする意識を高めます。また、地域全体で子どもを

育むために、子どもの権利に関する研修・講座等により、子どもの人権を考える

機運の醸成を図っていきます。 

▶ 課題や困難を抱える若者に対し、自分らしく安心して過ごせる居場所づくりを推

進するとともに、気軽に相談できる体制を充実させ、生活面と就労面を一体的

に支援することにより、若者の社会参加を促進していきます。  
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④ケアラーへの支援 

主な取組 

事業名等 内容 

ヤングケアラーに関する啓発等 

チラシやパネル展等によるヤングケアラーの啓

発 活 動 を行うとともに、スクールソーシャルワ

ーカーや子ども家庭総合センター等が連携し

てヤングケアラーの早 期発 見に努め、適 切 な

支援につなげています。 

ヤングケアラーコーディネーター

による支援 

１８歳未満のヤングケアラーを支援するため、

子ども家庭総合センターにヤングケアラーコー

ディネーターを配 置しています。ヤングケアラ

ーや関 係 機 関 からの相 談 を受 け、本 人 や家

庭の意思を尊重しつつ、必要な機関や支援に

つなげています。 

ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー に 

よる支援 

家庭環境等に起因する課題やその他困難を

抱える児童・生徒に対して、学校や地域で孤

立することのないよう、スクールソーシャルワー

カーが福祉的な見地から個々の相談に応じ、

適切な関係機関等へとつなげています。また、

区 立 小 中 学 校 全 校 で長 期 休 業 明 けに実 態

調 査 を行 い、ヤングケアラーの疑 いがある児

童・生徒に対して、学級担任やスクールソーシ

ャルワーカーが聞き取 りを行 い、不 登 校 や希

死念 慮といった重 大 事態 の未 然 防 止のため

に、チームとして早期対応に当たっています。 

子 どもの居 場 所 ・子 ども食 堂 へ

の支援（ケアラー支援） 

子どもの居場所づくりや食事の提供、学習支

援等を行う団体への支援を通じて、身近な相

談場所でのヤングケアラーの早期発見につな

げています。 

若者相談「わっか」（若者支援体

制整備事業）（再掲） 

様々な悩みや不安を抱える若 者や家 族等 か

らの相談を受け付け、必要に応じて適切な支

援機関につなぐなど、一人一人に合わせた支

援を行っています。 

地域包括支援センター（再掲） 

高 齢 者がいつまでも住み慣 れた地 域で生 活

できるよう、専門職員（保健師・看護師、社会

福 祉 士 、主 任 介 護 支 援 専 門 員 ）が介 護 、福
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祉 、健 康 、医 療 等 様 々な面 から地 域 の高 齢

者の支援を行っています。 

障 害 者 基 幹 相 談 支 援 センター

（再掲） 

障がいに関する相談支援の拠点として、総合

的・専門的な相談業務を行うほか、地域での

支 援 のネットワークづくりを進めるなど、障 が

いのある方 々が身 近 な地 域 で適 切 なサービ

スを受けることができるよう相談支 援体制 の

充実を行っています。 

障がい者相談員・ペアレントメン

ターによる相談 

障 がい者 相 談 員 （身 体 ・知 的 障 がい者 の福

祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができる

方）や、ペアレントメンター（自らも発達障がい

のある子育てを経験 し、かつ、相談支援に関

する一定のトレーニングを受けた方）が、障が

い者とその家族からの相談に応じ、必要な助

言や援助を行っています。 

 

現状と課題 

▶ ヤングケアラーについては、本人や家族が自覚していない場合もあることから、

支援が必要な方が潜在化してしまうという課題があります。 

▶ 若者期まで状態が継続することが多いヤングケアラーについては、子どものライ

フステージに合わせて行政の各分野（保健、保育、教育、福祉等）が連携し、支

援を必要とする子どもや家庭を早期に発見するとともに、当該家庭が抱える複

合的な課題に対する包括的な支援体制を構築し、それぞれのニーズに応じた支

援を行っていく必要があります。 

▶ ヤングケアラーについては、成人以降も支援が必要となることが続くケースもあ

り、このような方への切れ目のない支援が必要です。 

▶ 介護と仕事が両立できるよう介護サービスの相談や調整を行うほか、再就職等

の支援を行っています。 

▶ 各相談支援事業所では、障がい福祉サービスの利用計画の作成のほか、困り

ごとの相談等にも応じており、困難なケースについては、障害者基幹相談支援

センターが早期に適切な機関につなげています。今後は、障がい分野だけではな

く、子育てや保健、教育機関等の関係機関との連携体制を強化していく必要が

あります。 

 

今後の方向性 

▶ ヤングケアラーの早期の把握に向けては、関係者がいち早く「気づく」ということ
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が重要であるため、チェックリスト等を活用しながら、関係の窓口でヤングケアラ

ーの確認を行い、適切な支援につなげていきます。 

▶ ケアラーの早期発見に当たっては、介護家族と接する機会の多いケアマネジャー

が家族の介護状況を含めてアセスメントできるよう支援するとともに、得られた

情報等を関係機関と共有し、適切な支援に向けて関係機関と連携を図ってい

きます。 

▶ １８歳以上となるヤングケアラーへの支援については、その前段階で、重層的支

援体制の枠組みの中で関係機関が連携し、進学や就職などの課題も含め、そ

の方に必要な支援が切れ目なく提供できるよう、調整を図っていきます。 

▶ 子どもの居場所や食事の提供、学習支援等を行う団体への支援の充実や連携

の強化を図ることにより、身近に相談しやすい場所を増やし、地域全体でヤング

ケアラーの早期発見や支援が行える環境づくりをさらに推進していきます。 

▶ 各相談支援事業所については、障害者基幹相談支援センターによる助言等を

通じて支援力強化につなげるとともに、障がい分野だけでなくその他関係機関

や地域を含めた支援体制の構築を図っていきます。 

▶ 障がい者相談員やペアレントメンターによる相談対応等により、介護者へのケア

を拡充します。また、地域の関係団体や住民の方々、事業者等との連携・協働

を図りながら、障がい者の社会参加に向けた取組を地域全体でケアし支え合う

ことができる体制整備を進めていきます。 
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⑤ひとり親家庭・困難な問題を抱える女性への支援 

主な取組 

事業名等 内容 

ひ と り 親 家 庭 の 自 立 の た め の 

支援 

ひとり親 家 庭 又 はこれからひとり親 家 庭 にな

る保 護 者 からの生 活 や経 済 、住 宅 等 様 々な

相談に応じ、適切な支援につなげています。ま

た、ひとり親家庭の自立を促進するため、より

良い就業 のための資 格取 得 等を支援 してい

ます。 

ひとり親家庭の居住支援 

「母 子 生活 支 援 施設 」において、様々な事 情

で入 所 した母 子 の心 身 と生 活 を安 定 するた

めの相談・援助を行 い、自立を支援していま

す。また、「ひとり親 世 帯 等 民 間 賃 貸 住 宅 入

居支援事業」において、保証料を補助する住

宅支援を行っています。 

困 難 な 問 題 を 抱 え る 女 性 へ の 

支援 

ＤＶ被害や性暴力・性被害、経済・住宅 困窮

等 様 々な問 題 を抱 える女 性 からの相 談 に応

じて、自 立 に向 けた支 援 を行 うとともに、「困

難 な問 題 を抱 える女 性 への支 援 に関 する法

律」に基づいた支援調整会議を設置して関係

機関の連携を密にしながら、当事者の意思を

尊 重 した支 援 を行 っています。また、区 男 女

共 同 参 画 社 会 推 進 計 画 においても課 題 とし

て位置付け、支援体制等の充実を図っていま

す。 

 

現状と課題 

▶ ひとり親 家 庭 の子 どもの相 対 的 貧 困 率 （令 和 ３年 度 国 民 生 活 基 礎 調 査 ）は

44.5％で、子どものいる家庭の全体での相対的貧困率１１．５％よりも高くなっ

ており、ひとり親家庭への一層の支援に努めていく必要があります。 

▶ 女性をめぐる課題は、生活困窮や DV、親族からの暴力等多様で複雑化してい

ることから、令和６年４月に施行された「困難な問題を抱える女性を支援するた

めの法律」に基づき、関係機関との連携を図って適切な支援につなげていくこと

が必要です。 

  



 

74 

 

今後の方向性 

▶ ひとり親家庭又はこれからひとり親家庭となる保護者からの相談を受けて、資格

取得などの就労支援のほか、住宅支援等様々な支援策につなげるなど、ひとり

親家庭の自立及び安定した生活のために、さらに支援を充実させていきます。 

▶ 様々な問題を抱える女性からの相談に応じ適切な支援を行うため、支援調整

会議を通して関係機関のさらなる連携に努め、当事者の自己決定を尊重しなが

ら自立に向けた一層の支援を行っていきます。 
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⑥在宅医療に関する支援 

主な取組 

事業名等 内容 

在宅療養連携推進会議 

高齢者が住み慣れた地域で生活を続けてい

るよう、在宅での医療環境の整備、看取り対

応の強化など、地域医療と介護の連携による

在 宅 療 養 体 制 の整 備 、支 援について検 討を

行っています。 

医療連携会議 

高齢者の入退院時の医療と福祉の連携の円

滑化などを目 的として、現場における情 報共

有方法の検討や顔の見える関係性の構築を

行っています。 

地域包括支援センター（再掲） 

高 齢 者がいつまでも住み慣 れた地 域で生 活

できるよう、専門職員（保健師・看護師、社会

福 祉 士 、主 任 介 護 支 援 専 門 員 ）が介 護 、福

祉 、健 康 、医 療 等 様 々な面 から地 域 の高 齢

者の支援を行っています。 

 

現状と課題 

▶ 在宅での療養や介護を希望する高齢者の増加が予想されることから、高齢者

が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療と介護の連携

の仕組づくりを進めていく必要があります。 

▶ 単身高齢者の増加が見込まれる中、在宅医療や看取りについては、多くの課題

があります。自身がどのような医療や介護を受けたいかをあらかじめ考えておく

など、幅広い世代に ACP（アドバンス ケア プランニング・人生会議）やエンディ

ングノートの認知度を高めるなどの取組を進めていく必要があります。 

▶ 医療ニーズが高い高齢者の在宅生活に欠かせない在宅療養診療所や訪問看

護ステーションの箇所数は増加していますが、こうした地域資源の一層の充実

を図る必要があります。 

▶ 在宅療養に必要な医療、介護等の情報収集と、区民及び関係機関への分かり

やすい情報提供の仕組を構築するとともに、相談機能の充実を図る必要があり

ます。 

▶ かかりつけ医をはじめ、医療や介護に関わる多職種の専門職の連携を十分に

図り、高齢者の在宅療養を支える体制を整備していく必要があります。 

▶ 医療機関、介護サービス事業者が把握している高齢者に関する情報について、
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双方が効果的に共有できるように、さらに連携を強化していく必要があります。 

 

今後の方向性 

▶ 医療資源の状況と今後の需要を分析し、高齢者分野だけでなく、医療的ケア児

や若年性疾患を抱える方への対応など、在宅医療を必要とする方を支えるため

の地域医療体制を、医師会をはじめとした地域医療機関と連携して整備してい

きます。 

▶ 医療と介護の関係者間で、患者又は利用者である高齢者についての情報共有

を十分に行い、高齢者が必要な時期に必要な医療を受診し、退院後も在宅に

おいて速やかに適切な医療と介護のサービスを利用できる入退院支援体制を

整備していきます。 

▶ 在宅療養連携推進会議や医療連携会議を活用し、高齢者の在宅療養を支え

る医療機関や介護サービス事業者等と顔の見える関係をつくり、関係者間の緊

密なネットワークを構築していきます。 

▶ 高齢者自身が希望する医療や介護の提供内容等を家族等が繰り返し話し合

い、共有する ACP（アドバンス ケア プランニング・人生会議）とともに、将来の

医療等に関する希望とあわせて御自身の情報を整理し、書き留めていただくエ

ンディングノート等の普及啓発を進めていきます。 

  



 

77 

⑦自殺対策 

主な取組 

事業名等 内容 

こころの健康相談 

心に不安を抱えている方やその家族からの相

談に対応するため、精神科医師や保健師によ

る相談を受け付けているほか、相談支援事業

所「アゼリア」「コンパス」を開設しています。 

ゲートキーパーの育成事業 

ゲートキーパーを担 う人 材 を育 成 するため、

様々な機会を捉えてゲートキーパーの役割に

関する周知活動を行うとともに、区民等を対

象とした研修会を開催しています。 

自殺防止に関する啓発 

多 くの方 が命 の大 切 さや自 殺 予 防 の意 識 を

持てるよう、関係機関等と協力して、「こころと

命のカード」の配布や講演会の開催等を通じ

た啓発活動を実施しています。 

自殺未遂者への支援 

医療機関や関 係機 関と連携し、自殺未 遂者

とその家族や関係機関からの相談を受け、再

び自 殺 を図ることがないよう支 援を行 ってい

ます。 

 

現状と課題 

▶ 「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して、地域住民がここ

ろの健康に関心を持ち、かつ、こころの病気や悩みに早期に対処でき、そして、こ

ころの健康の保持増進ができるよう、専門医や保健師等によるこころの健康相

談や薬物・酒害相談、ママのこころ相談等の相談事業を実施しています。 

▶ 自殺のサインに「気づく」「つなげる」「支える」をキーワードに、身近な人の自殺の

サインに気づき、適切な対応を図ることができる「いのちの門番」となるゲートキー

パーの役割を担う人材を育成していく必要があります。 

▶ 自殺や精神疾患に関する正しい知識を地域全体で共有し、自分自身や身近な

人の心の不調に気づいたときに、誰かに援助を求めることが大切であることを共

通認識としていくため、自殺予防啓発活動をさらに充実させていく必要がありま

す。 

 

今後の方向性 

▶ 医療機関や相談機関で早い段階で支援が受けられるよう、専門医等による精
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神保健相談や保健師等による相談を充実させるなど、悩みの相談や支援を受

けやすくするための相談体制を整備していくとともに、自殺に関する相談に対応

する職員等の資質の向上に取り組んでいきます。 

▶ 様々な悩みを抱えた方が、誰にも相談できずに、自らの命を絶つことのないよう、

本人やその家族について、行政や医療機関、各種民間団体等の関係者が連携

して支援を行っていきます。そのため、引き続き関係機関と連携し、自殺の危険

を示すサインに気づき、声掛けなど適切な対応を図ることができるゲートキーパ

ーを育てる研修等を実施していきます。また、残された人の心理的影響を和らげ

るために、自死遺族への支援に関する情報提供の取組を進めていきます。 

▶ 自殺対策のため、ストレスマネジメントや睡眠・休養の重要性について、様々な

情報媒体を活用し、普及啓発を図ります。また、心身ともに健康であるために、

こころの健康 に欠かせない要 素である「バランスのとれた食 生 活」、「十 分な睡

眠」、「適度な運動」の重要性について普及啓発を進めていきます。 

▶ 自殺未遂者は、その後再び自殺企図を繰り返し、さらには自殺既遂となるリスク

が高いと言われているため、医療機関等との連携を強化し、自殺未遂者の心の

ケアや見守り体制を充実させていきます。 
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⑧社会的孤立をなくすための支援 

主な取組 

事業名等 内容 

ひきこもり支援の推進（再掲） 

ひきこもりに関 する窓 口 「あらかわひきこもり

支 援 ステーション」を設 置 し、ひきこもり状 態

にある方やその家族からの相談を受け、必要

な支 援 につなげるなど、関 係 機 関 と連 携 しな

がら事業を推進しています。 

仕事・生活サポートデスク（再掲） 

経済的な問題、仕事や住まい等で困りごとを

抱 える方 の相 談 を受 け止 め、住 居 確 保 給 付

金の支給や、就労準備支援、家計改善など、

必要な支援を行っています。 

若 者 相 談 「わっか（若 者 支 援 体

制整備事業）」（再掲） 

様々な悩みや不安を抱える若者や家族等か

らの相談を受け付け、必要に応じて適切な支

援機関につなぐなど、一人一人に合わせた支

援を行っています。 

こころの健康相談（再掲） 

心に不安を抱えている方やその家族からの相

談に対応するため、精神科医師や保健師によ

る相談を受け付けているほか、相談支援事業

所「アゼリア」「コンパス」を開設しています。 

 

現状と課題 

▶ 本人や家族からひきこもりに関する相談等があった場合には、個々の状況に応

じて、関係機関やひきこもり保護者会等と連携を図りながら、必要な支援につな

げています。今後は、様々な事例の蓄積を通じて、より迅速かつ適切な支援につ

なげられるよう、関係機関等との連携をさらに強化していく必要があります。 

▶ ひきこもり当事者の方の中には、様々な要因により精神的な疾患を抱えている

場合もあるため、精神科医師や保健師による早期の相談・診断・治療につなげ

ていくため、相談しやすい窓口の整備等に取り組んでいく必要があります。 

 

今後の方向性 

▶ ひきこもり支援の推進に当たっては、当事者本人に直接アプローチするまでに時

間を要することから、誰もが気軽に相談できる窓口の周知を行っていきます。 

▶ ひきこもり当事者をはじめとする、困りごとを抱えながらも相談機関への相談や

支援を求めることができないなど、支援が届きづらい対象者に対し、必要に応じ
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てアウトリーチ等を行いながら信頼関係を構築し、継続的、かつ、きめ細やかな

支援を行うとともに、支援へ円滑につなげる体制を整備していきます。 

▶ 何らかの要因で、中途退学した方や、働くことに悩みを抱える方、家族以外との

接触ができなくなった方に対し、家族との信頼関係を築きながら、様々な機関と

連携し、再び社会の一員として自立できるよう、個別の状況に応じた支援を行っ

ていきます。 

▶ 社会参加の機会につなぐ必要がある支援対象者に対しては、個々のニーズを踏

まえながら、地域における社会資源とのマッチングを推進するなど、参加支援を

行っていきます。 
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（４)権利擁護の推進（荒川区成年後見制度利用促進基本計画） 

①権利擁護に関する総合的な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

事業名等 内容 

福祉サービスの苦情、権利擁護

相談★ 

福 祉 サービスの利 用 に関 するトラブル･苦 情

や疑問のほか、認知症の人や知的障がい、精

神障がいのある方等の権利侵害の相談に対

応しています。 

福祉サービス利用援助事業 

（地域福祉権利擁護事業）★ 

認知症の人や物忘れの多い高齢者、知的障

がいや精神障がいのある方が、適切な福祉サ

ービスを選択し、利用するための諸手続や日

常の金銭管理などの支援を行っています。 

単 身 高 齢 者 等 総 合 相 談 支 援 

事業（再掲）★ 

家 族 や親 族 がおらず、又 は家 族 や親 族 がい

てもそれらの方から必要な支援を受けること

ができない高 齢者 等 が日 常生 活を送る上 で

将来に生じることが想定される医療、福祉等

に関する諸問題に関 し、将来にわたり安心 し

て地域で生活を送ることができるよう、必要な

相談対応や情報提供を行っています。 

虐待等の防止対策の推進 

関係機関と連携して虐待事案の早期の把握

に努め、養護者等による虐待を防止するとと

もに、虐待を受けた高齢者や障がい者、子ど

も等の迅速かつ適切な保護及び養護者等に

対する適切な支援を行っています。 

【権利擁護支援】とは 

 

 意思決定支援等による権利行使の支援や、虐待対応や財産上の不当取引への対応

における権利侵害からの回復支援を主要な手段として、支援を必要とする人が、地域

社会へ参加し、共に自立した生活を送るという目的を実現するための支援活動のこ

とです。 

 地域共生社会実現を目指す包括的支援体制における本人を中心にした支援・活動

の共通基盤です。 

［出 典 ：厚 生 労 働 省 社 会 ・援 護 局 地 域 福 祉 課 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 室 「持 続 可 能 な権 利 擁 護 支 援 モ

デル事 業 」説 明 会 資 料 ］ 
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子どもの権利条例（再掲） 

区全体で子どもの健やかな成長を支えていく

ことを目的として「荒川区子どもの権利条例」

を令 和 ５年 に制 定 し、相 談 窓 口 の開 設 、「荒

川区子ども議会」の開催、子どもの権利の普

及 啓 発 など、子 どもの権 利 を保 障 し、子 ども

が安心して暮らすことのできる地域づくりに取

り組んでいます。 

あらかわ子どもほっとらいん 

子どもの権利侵害（学校や家庭での困りごと

等）の相談を、電話やメール、チャット（ＬＩＮＥ）

で受け付けています。相談には、弁護士や臨

床心理士の資格を持った「子どもの権利擁護

委員」が対応し、解決を手助けしています。 

配偶者暴力相談支援センター 

電 話 や来 所 による相 談 を受 け、ＤＶに関 する

ことや被害者への支援について情報提供し、

関 係 機 関 へ連 携することによって、相 談 から

被 害 者 等 の安 全 確 保 、自 立 に至 るまでの支

援を行っています。 

※ 表中の★の付いた取組は、区や都からの委託等により、あんしんサポートあら

かわが実施しているものです。 

 

現状と課題 

▶ 高齢者や障がい者の虐待の相談があった場合、事実確認、対応方針会議、弁

護士による専門的助言を踏まえ、必要な対応を行っています。特に、家族や施

設職員等の虐待者と生活をしていくことに危険が伴う場合は、被虐待者を緊急

一時施設で保護する等の対応をとっています。また、緊急に医療が必要な場合

は、契約病院での医療保護を行っています。 

▶ 平成２８年４月の障害者差別解消法施行により、区では「障がい者虐待防止・

差別解消センター」を設けて虐待や差別に関する相談を受け付けています。また、

障害者基幹相談支援センターと連携し、障がい者虐待や差別解消等の各種研

修会を実施しています。 

▶ 認知症の人や知的障がい者、精神障がい者のうち御自身で十分な判断をする

ことができない方に対しては、福祉サービス利用援助事業を通じて、福祉サービ

スの利用援助、日常的な金銭管理、重要な書類の預かり等の支援を行ってい

ます。 

▶ 家庭内や施設等における虐待は、外部からは気付きにくいため、発見が遅れて

しまう場合があります。また、虐待している側に虐待の認識がない場合や、周囲
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の住民等が虐待に気づいても、通報する義務があることを知らないなど、虐待に

対する理解が不十分な状況が見受けられます。 

 

《荒川区における虐待相談件数の推移》 

〇虐待相談件数は、増加傾向にあります。また、類型については、児童虐待につい

ての相談件数が全体の７割を超えています。 

 

◆虐待相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

  

(件)

令和2年度 198               14                 572               784               
令和3年度 168               12                 477               657               
令和4年度 199               15                 516 730               
令和5年度 206               27                 657               890               
令和6年度 224               28                 657               909               

年 高齢者 障がい者 児童 合計
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84 

今後の方向性 

▶ 権利侵害に関する諸課題については、関連する事務事業の実施等を通じて、広

く意識啓発を行うとともに、相談窓口の周知徹底を図り、差別解消や暴力・虐

待防止等に向けた取組を推進していきます。 

▶ 「荒川区配偶者暴力相談支援センター」及び「荒川区配偶者暴力相談支援地

域協議会」等を通じて、ＤＶの防止に関する啓発、ＤＶに関する相談、被害者の

支援等を総合的に推進していきます。 

▶ 外部から発見されにくい家庭の場で起きている配偶者等からの暴力を防止する

ため、啓発等の取組を推進します。また、被害を受けた際の相談窓口の周知と

ともに、配偶者暴力相談支援地域協議会を構成する関係機関等との連携によ

り、相談支援をはじめとするきめ細やかな被害者支援を行っていきます。 

▶ あんしんサポートあらかわで実施している福祉サービス利用援助事業をはじめ、

生活困 窮者自 立支 援制度や重 層的 支 援体制 整備事 業などとの連携を図り、

必要な場合には成年後見制度につなげることで権利擁護を推進していきます。 

▶ 成年後見制度や障がい者虐待防止・差別解消センター等に関する周知とともに、

虐待の類型や虐待が疑われる場合の通報について介護支援専門員や障害福

祉サービス事業所等を対象とした研修を行うなど、地域住民や関係機関への啓

発等により、虐待等の早期発見、早期対応の取組を推進していきます。そして、

迅速かつ適切な対応が行えるよう関係機関等との協力体制の強化を図ってい

きます。 

▶ 子どもへの虐待等の根絶のためには、社会全体の人権意識の向上が不可欠で

あり、今後の人権啓発事業においては、「子どもの権利の視点」を重視して取り

組んでいきます。 
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②成年後見制度の利用促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の動向等 

 国は、成年後見制度の利用促進に関する施策の総合的・計画的な推進を図るた

め、平成 28 年 5 月に施行した「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づ

き、平成 29 年 3 月に「第一期成年後見制度利用促進基本計画」を策定しました。

また、令和 4 年 3 月に策定した「第二期成年後見制度利用促進基本計画」では、

地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心にした支援・活動における共通

基盤となる考え方として「権利擁護支援」を位置付けた上で、権利擁護支援の地域

連携ネットワークの一層の充実などの成年後見制度利用促進の取組をさらに進め

ることとしています。同法では、区市町村が国の計画を勘案し、区市町村計画を定

めるよう努めることを求めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 典：厚 生労 働 省  第 二 期 成 年 後 見 制度 利 用 促 進 基 本 計 画 説 明資 料 

【成年後見制度】とは 

 

 認知症、知的障がい、精神障がい等により物事を判断する能力が十分でない方（本

人）について、本人の権利を守る援助者（成年後見人等）を選任することで、本人を法

律的に支援する制度です。 

 成年後見制度には、判断能力が不十分になった後に、成年後見人等が選ばれる「法

定後見制度」と、十分な判断能力を有するうちにあらかじめ本人と本人が選んだ後見

人との契約で決めておく「任意後見制度」があります。 

 また、「法定後見制度」については、本人の判断能力の程度に応じて、以下の三つの

類型が用意されています。 

 ・ 後見 判断能力がほとんどない方（日常的な買い物も本人ではできません。） 

 ・ 保佐 判断能力が著しく不十分な方（重要な法律行為はできません。） 

 ・ 補助 判断能力が不十分な方（重要な財産行為は誰かに援助してもらう必要が

あります。） 
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主な取組 

事業名等 内容 

成年後見制度の利用相談★ 

成 年 後 見 の利 用 を考 えている方 に、申 立 手

続等の説明 を行うとともに、制 度を利 用 する

方については、社会福祉士会や司法書士会、

弁護士会へつないでいます。 

成年後見制度に関する周知 

及び啓発★ 

「後見」「保佐」「補助」のそれぞれの違いなど

成年後見制度の概要やメリットなどを、パンフ

レットの作成や講座の開催等を通じて分かり

やすく周知しています。 

成 年 後 見 申 立 費 用 ・報 酬 助 成

★ 

成年後 見の申立 費 用や、後 見人 等に対 する

報酬を支払うことが困難な方に対し、一定の

条件の下で費用助成を行っています。 

区長による成年後見の申立 
親族がいない等の理由で申立てが困難な場

合は区長による申立を行っています。 

※ 表中の★の付いた取組は、区や都からの委託等により、あんしんサポートあら

かわが実施しているものです。 

 

現状と課題 

▶ 判断能力が低下する前の段階においても、本人の意向等を踏まえて、将来的な

成年後見制度の利用につなげていけるよう、支援を行っていく必要があります。 

▶ 福祉の窓口以外においても、成年後見 制 度を必要とする方を把握し、成年後

見の窓口につなぐ体制を整備していく必要があります。 

▶ 手続等の関係上、実際に後見人が就くまでに数か月の時間を要することがあり、

開始されるまでの間も支援を行う必要があります。 

▶ 制度の利用が始まってからも、類型の見直し等適切な対応が行われるよう後見

人へのサポートを行うなど、関係機関がネットワークをつくり、支援していく体制

が必要です。 
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《荒川区における成年後見制度の利用実績》 

〇成年後見制度の利用者数は、増加傾向にあります。また、類型については、後見

が全体の７割を超えています。 

 

◆成年後見制度利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆成年後見関係申立件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

272 276 266 284 288 

74 68 66 70 78 
25 26 21 23 22
8 4 4 2 2 

379 374 357 379 390 

0

200

400

600

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

（人）

任意後見

補助

補佐

後見

出典：東京家庭裁判所資料

(件)

令和2年 46                 14                 5                   2                   67                 
令和3年 50                 9                   5                   3                   67                 
令和4年 52                 11                 0 2                   65                 
令和5年 79                 17                 3                   0 99                 
令和6年 69                 17                 3                   1                   90                 

出典：東京家庭裁判所資料

合計年 後見 補佐 補助
任意後見監督

人選任
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今後の方向性 

▶ 地域連携ネットワークづくりの推進 

誰もが住み慣れた地域で、地域の人と支え合いながら、尊厳を持ってその人

らしい生活を継続することができるよう、権利擁護支援の必要な方を把握し、行

政だけでなく、地域や福祉、医療、金融、法律関係者、家庭裁判所等と連携し、

適切に必要な支援につなげる仕組を構築していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

このネットワークは、日常的に本人を見守る「チーム」、法律・福祉の専門職団体や関

係機 関がチームに対し必要な支援を行う「協 議会」、ネットワークのコーディネートを担

う「中核機関」で構成されます。 

 《権利擁護支援チーム》 

権利擁護支援が必要な人を中心に、本人の状況に応じ、本人に身近な親族等や地

域、保健・福祉・医療の関係者などが、協力して日常的に本人を見守り、本人の意思や

嗜好、価値観を継続的に把握し、必要な権利擁護支援の対応を行う仕組です。 

 《成年後見制度利用促進基本計画に基づく協議会》 

協議会は、法律・福祉の専門職団体や関係機関が権利擁護支援チームに対し必要

な支援を行えるよう相互の連携体制を強化し、各専門職団体や各関係機関が自発的

に協力する体制づくりを進める合議体です。中核機関が事務局機能を担います。 

 《中核機関》 

地域連携ネットワークのコーディネートを担う機関で、以下の役割を担っています。 

・ 本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要

に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検 討 や支援を適切

に実施するためのコーディネートを行う役割 

・ 専 門 職 団 体 ・関 係 機 関 の協 力 ・連 携 強 化 を図 るために関 係 者 のコーディネートを

行う役割（協議会の運営等） 

区においては、区とあんしんサポートあらかわとが連携して、この中核 機関 の役 割 を

担っています。  

地域連携ネットワークの役割 

 

○ 権利擁護支援の必要な人の把握・支援 

○ 早期の段階からの相談・対応体制の整備 

○ 意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築 
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■地域連携ネットワーク（イメージ図） 

 

▶ 成年後見制度の理解促進のための周知・啓発 

成年後見制度の正しい理解と周知・啓発のために、より分かりやすい成年後見制度

のパンフレットを作成するとともに、司法書士や社会福祉士による成年後見制度に関す

る説明会や地域に出向いて行う出張講座の開催、成年後見制度利用に必要な費用・

手続に関する情報提供を積極的に行い、利用促進を図っていきます。 

▶ 相談窓口の充実 

判断能力が低下した高齢者や障がいのある方 が地域での生 活を継続 していけるよ

う、各地域包括支援センターや障害者基 幹相 談支援センターで権利 擁護支援に関す

る相談や情報提供を行い、適切な機関につなげるとともに、成年後見制度に関する相

談や福祉サービス利用援助事業の利用については、あんしんサポートあらかわが相談

窓口となり、司法 書士 による成年 後見 制 度相 談会を行う等相 談窓 口の充 実を図 って

いきます。 

▶ 任意後見制度の利用促進 

任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、

あらかじめ本人が選んだ任意後見人に代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく

制度であり、本制度のメリットを区民に周知し、その利用の促進を図っていきます。 

▶ 成年後見人等の担い手の確保・育成等の推進 

判断能力が不十分な方の本人の意思、特性、生活状況等に合わせて後見人等を選

任・交代できるようにするため、多様な後見人等の担い手の確保・育成等が求められて
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います。成 年 後見 制 度 が必 要な高 齢者 等を地 域で支える仕 組として、社会 貢 献 型後

見人（市 民後見 人）の確保・育 成のための養 成講座の実施について検討を進めるとと

もに、親族後見人も含めた市民後見活動を推進していきます。加えて、あんしんサポー

トあらかわで実施している法人後見についても拡充を図っていきます。 
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（５)災害時要配慮者対策の推進 

主な取組 

事業名等 内容 

避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿 及び個

別避難計画の作成 

自 ら避 難 することが困 難 で支 援 が必 要 な方

（避 難行 動 要支 援 者 ）を名 簿化 し、その方 の

避 難 計 画 を作 成 し、本 人 同 意 の下 、避 難 支

援 等 関 係 者 との情 報 共 有 を通 じて、避 難 の

安全確保に取り組んでいます。 

福祉避難所の開設訓練の実施 

福祉避難所の施設管理者である社会福祉法

人等と連携して福祉避難所の開設訓練を実

施し、要 配 慮 者の避 難 時の支 援 体制 等 につ

いて検討を進めています。 

介 護 職 員 等 宿 舎 借 り上 げ支 援

事業 

地域密着型サービス事業所に勤務する介護

職員等の宿舎の借り上げに係る費用の一部

を補助することにより、平時及び災 害時の介

護の担い手の確保・定着を図っています。 

 

現状と課題 

▶ 避難行動要支援者に対し、災害時における避難援助、安否確認等を円滑に行

うことができるよう、避難先や避難方法、避難支援者等を個々に定める個別避

難計画の作成を進めていますが、未作成の方も一定数おり、今後も作成の勧

奨を行っていく必要があります。 

▶ 災害時における避難支援を円滑に行うことができるよう、関係機関等が避難行

動要支援者の暮らしの状況等を日頃から認識しておく必要があります。 

▶ 福祉避難所の運営については、停電の発生や建物の損傷など不測の事態も想

定した体制等を整備する必要があります。 

▶ 災害時においても、要配慮者が必要な介護サービスを受けられる体制を維持す

るため、介護サービス事業所における事業継続計画（BCP）の充実や、災害時

にも参集できる職員の確保が課題となっています。 

▶ 災害発生時には、平時から福祉的支援が必要な方に加えて、被災により孤立、

困窮、虐待などが顕在化することがあります。子どもから高齢者まで、一人一人

のニーズに合った福祉的支援が行える体制を整える必要があります。 
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今後の方向性 

▶ 個別避難計画については、作成が必要な方には個々に丁寧な説明を行い、

計画の重要性を理解していただく取組を推進し、作成者を増やしていき

ます。 

▶ 関係機関等と連携し、平時から地域における避難行動要支援者や要配慮者の

情報の把握や、訓練の実施等を通じた理解の促進に努め、地域の中で避難行

動要支援者等を支えていく体制を整備していきます。 

▶ 災害関連死の予防の観点からも、包括的な支援体制の枠組みを活用し、平時

から全庁で緊密に連携を図りながら災害ケースマネジメントの実施体制を整備

し、民間支援団体等の協力も得て、災害時においても一人一人のニーズに合っ

た福祉的支援が行える体制を構築していきます。 

▶ 様々な被害を想定した当事者を交えた福祉避難所の開設訓練等の実施を通じ

て、支援体制の整備や必要な物資の備蓄について検討を進めていきます。 

▶ 災害時にも必要な介護サービスが提供できるよう、介護サービス事業者に対す

る事業継続計画（BCP）の充実のための支援を継続するとともに、災害時の協

力体制について平時から連携を図っていきます。 
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基本方針３ 地域福祉を支える基盤づくり 

（１）福祉人材の確保・定着・育成 

主な取組 

事業名等 内容 

福祉のしごと相談・面接会 

介 護 事 業 者 や保 育 事 業 者 に求 人 活 動 の機

会を提 供し、福 祉や保 育職 場の人 材 確 保の

支援を行っています。 

介 護サービス事 業 所 ・職 員に関

する人材育成事業 

介 護 サービス事 業 所 の職 員 を対 象 に、現 場

の課題などに対応した多様なテーマの研修を

区が実施することで、事業所内での人材育成

の支 援 を行っています。また、初 任 者 研 修 や

実務者研修の受講料を事業者に補助するこ

とで、職員の資格取得を支援し、専門性の向

上を図っています。 

介 護 職 員 等 宿 舎 借 り上 げ支 援

事業（再掲） 

地域密着型サービス事業所に勤務する介護

職員等の宿舎の借り上げに係る費用の一部

を補助することにより、平時及び災 害時の介

護の担い手の確保・定着を図っています。 

障がい者サービスに関する人材

確保・育成事業 

指定特定相談支援事業所に対して、新規事

業所の開設及び新規雇用に要する経費の一

部を補助することで、相談支援専門員の人材

確 保 の支 援 を行 っています。また、障 がい者

の同行援護、行動援護及び移動支援の従事

に必要な資格取得に係る費用を補助すること

で、ガイドヘルパーの人材 確保 と障がい者 の

外出支援の充実を図っています。 

保 育 士 等 に関 する人 材 育 成 事

業 

区内の公私立保育 施設等に対し、保育の質

の向上に向けた様々なテーマでの研修を区と

して実施し、区内で勤務する保育士等の育成

を支援しています。 

保 育 士 等 に関 する人 材 確 保 事

業 

奨学 金を利 用して保 育士 資 格等 を取 得 後、

区内の私立保育施設等で勤務する保育士等

に対して、採用後 5 年間、奨学金の返済に要

する費用の一部を補助することで、保育士の

人材確保の支援を行っています。 
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現状と課題 

▶ 要介護者の増加、虐待対応、保育の質のさらなる向上等、福祉サービスが必要

となる状況が近年増加しており、サービスの継続や強化をするためには、人材の

確保と定着、後進の育成が大きな課題となっています。また、障がい福祉の分野

においては、利用計画を作成する相談支援専門員や、外出支援を行うガイドヘ

ルパーの増員が急務となっています。 

▶ 福祉サービスの利用者のニーズが多様化する中、サービスの質の向上を図るた

め、様々な研修や支援事業を実施していますが、社会情勢に合わせた効果的な

研修等を実施し、従事職員のスキルアップに向けた支援を行っていく必要があ

ります。 

▶ 近年の福祉の現場では、利用者等からのハラスメントの問題も顕在化しており、

従事者が安心してサービスを提供できる環境づくりを支援していく必要がありま

す。 

 

今後の方向性 

▶ 福祉の職場を正しく理解してもらい、ミスマッチによる早期離職を防ぐとともに、

働き甲斐のある魅力的な職場であることの周知広報とともに、離職して働いて

いない有資格者へのアプローチなどを行っていきます。 

▶ ゲートキーパー研修等福祉関係者だけでなく一般の方を対象とした研修につい

ても広く実施し、より多くの区民の方に福祉に関する理解を深めてもらえる機会

を提供していきます。 

▶ 人材の確保や定着・育成に向けて、事業者との意見交換会を定期的に開催す

る等現場の声を聞き取り、区の支援策に適切に反映していきます。 

▶ 地域包括支援センターや障害者基幹相談支援センター等と区が連携して、事

業者への助言、研修等の実施し、事業者の体制強化や安全な職場環境の整備、

後進の育成等を支援していきます。 
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（２）福祉サービスの質の向上 

主な取組 

事業名等 内容 

福祉サービス第三者評価 

提供される福祉サービスの質について、第三

者機関による専門的かつ客観的な評価を行

い、その結果を公表しています。また、民間事

業 者 に対 しては、第 三 者 評 価 の受 審 費 用 の

補助を行っています。 

社会福祉法人指導監査 

福祉サービスを提供 する社会福祉法人の運

営が適正に行われるよう、定期的に指導監査

を行い、その結 果を踏まえた助言 ・指 導 を行

っています。 

福祉サービス指導監査 

福 祉 サービス事 業 者 が提 供 するサービス内

容の質の確保と給付費等に係る費用等の支

給 が適 正 に行 われるよう、定 期 的 な実 地 指

導・監査を実施し、その結果を踏まえた助言・

指導を行っています。 

地域ケア会議（再掲） 

高齢者の介護予防等における個別の課題か

ら、地 域 ごとの課 題 等 について、行 政 と地 域

がそれぞれの役割の中でできる支援を検討・

創出し、課題の解決に向けて取り組んでいま

す。 

 

現状と課題 

▶ 福祉サービスが多様化していくなか、利用者がそれぞれのサービスについて正し

く知り、適切な選択ができるよう、事業者の自主的な第三者評価の受審を勧奨

し、受審率の向上につなげていく必要があります。 

▶ 福祉サービスを提供する事業者は、法令や国の通知等に則って事業運営、利

用者支援、給付費等の請求を行わなければなりませんが、法令や通知の改正等

も度々ある中、その複雑な制度内容等を理解しないまま事業運営等が行われ

ている場合が散見されています。 

▶ 地域ケア会議（個別）では、多職種による個別ケースへの対応検討や助言を通

じ、地域の介護支援専門員の質の向上を図っています。また、地域ケア会議（テ

ーマ別）では、個別ケースから地域ニーズやサービスの課題を抽出し、予防的観

点も含めた具体的対応策の検討を行っています。介護負担の軽減を図りなが

ら高齢者が住み慣れた地域で生活を続けていくためには、地域住民が主体とな
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って介護予防に取り組むことができる地域づくりが重要となっており、行政と地

域が連携し、課題の共有や具体的解決策の検討を行っていく必要があります。 

 

今後の方向性 

▶ 福祉サービスの質の向上と、社会福祉法人の運営の適正化を図るため、関係

法人等への情報提供や日々の指導・支援等を充実させていくとともに、評価結

果等を区民に分かりやすく提供していきます。 

▶ 福祉サービスの質の確保と給付費等の請求の適正化を図るため、指導監査結

果を踏まえた助言・指導の他、集団指導等を充実させていくことで、事業に携わ

る関係者の運営基準等に対する理解を促進していきます。 

▶ 高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの質の向上及びネットワークの構築

のために、多くの専門職種に対し圏域会議への参加を促すとともに、会議をより

活性化させるため、介護予防の様式や考え方について、介護事業者等と検討を

進めていきます。 
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（３）デジタル技術の活用等 

主な取組 

事業名等 内容 

タブレット端 末 を活 用 した遠 隔

手話通訳等 

障害者福祉課の窓口等に、遠隔手話・筆談・

音声認識機能を備えた専用のタブレット端末

を配置し、聴覚、言語、音声機能等の障がい

がある方のコミュニケーションを支援していま

す。 

スマホ活用講座 

老人福祉センター等において、高齢者を対象

としたスマートフォン・タブレット講座や相談会

を、オンラインにより実施し、機器の操作方法

や利便性の周知を図ることを通じて、高齢者

の社 会 参 加 や、家 族 ・友 人 間 の交 流 の促 進

を図っています。 

ケアプランデータ連携システム導

入支援事業 

介 護 現 場 の業 務 負 担 軽 減 と生 産 性 向 上 が

期待されているケアプランデータ連携システム

について、導入から活用までの支援を行って

います。 

 

現状と課題 

▶ 新型コロナウイルス感染症の流行後、日常生活の中でのデジタル技術の活用が

急速に進みましたが、高齢者をはじめ、それを活用できない方が取り残されない

よう、きめ細やかな支援が求められます。 

▶ 福祉人材の不足への対応策の一つとして、福祉職場におけるデジタル技術の活

用が注目され、徐々に活用する事業者等が増えてきていますが、さらに導入が

促進されるよう、支援を充実させていく必要があります。 

 

今後の方向性 

▶ 誰もがデジタル化への恩恵が受けられるよう、デジタル機器に触れることができ

る機会を、より身近な場所で増やし、その価値を実感することで、利用方法等の

習得につながるような取組をさらに進めていきます。 

▶ 福祉職場での日常業務の負担軽減や離職防止、定着率の向上が図られるよ

う、見守り機器やタブレット端末、インカム等のＩＣＴ機器やデジタル技術の導入

による業務の効率化や情報の共有化等のメリットを多くの関係者に周知し、利

用の促進を図っていきます。  
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（４）バリアフリーの推進 

主な取組 

事業名等 内容 

心のバリアフリーの推進 

様 々な障 がいに関 する理 解 「心 のバリアフリ

ー」の促進に向けて、バリアフリー講演会の開

催のほか、区立小中学校での道徳教育や荒

川区社会福祉協議会と連携した出前授業等

を実施しています。 

障がい者差別解消講演会 

障 害 者 差 別 解 消 法 が改 正 され、障 がいのあ

る方の社会参加に際し、社会における障壁を

取り除くため、事業者による「合理的配慮」の

提供が義務化されました。区では、事業者等

を対象に、障害者基幹相談支援センターによ

る講演会を実施しています。 

コミュニケーション支援事業 

意思の疎通が困難な聴覚障がい者等に対し

手話通訳者や要約筆記者を派遣することで、

日常生活の利便性の向上と社会参加の促進

を支 援 しています。また、視 覚 障 がい者 や言

語 障 がい者 へのコミュニケーション手 段 とし

て、対面音訳者や失語症支援者の派遣を行

っています。 

ユニバーサルウォーク★ 

街の中に存在するバリアへの気付きや、多様

な特性への理解を深めてもらえるよう、子ども

から高齢者まで、また、障がいのある方もない

方も一緒に交流しながら、街の中の防災に関

するポイントなどを巡 るウォークラリーを開 催

しています。 

荒川区バリアフリー基本構想 

における特定事業 

荒川区バリアフリー基本構 想においては、区

内の４地区を重点整備地区に指定し、区をは

じめとする公 共 施設 の管理 者 及び公 共 性が

高い民間施設の管理者が、バリアフリー化を

推 進 する特 定 事 業 計 画 を設 定 し、その進 捗

状況を管理、評価しています。 

※ 表中の★の付いた取組は、荒川区社会福祉協議会が実施しているものです。 
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現状と課題 

▶ バリアフリーに関する様々な啓発活動を実施していますが、雇用や住居の確保、

社会参画などの場面において、当事者が無理解な対応を受けることが依然とし

てあり、啓発活動をさらに充実させていく必要があります。 

▶ 荒川区手話言語条例を制定し、手話の普及や利用促進等に取り組んでいます

が、今後は障がい者による情報の取得や利用、意思疎通が円滑に行われるよう、

さらなる環境の整備が求められます。 

▶ 街の中に存在するバリアを自分ごととして感じることができるよう、障がいのある

方もない方も一緒に参加できるような事業等を開催し、その理解を促進してい

く必要があります。 

▶ 区立施設については、新設や改修の際にバリアフリー化を積極的に進めていま

す。加えて、道路や民間施設等のバリアフリー化については、特定事業計画に

沿って進捗管理を行いながら改善を図っていますが、抜本的な解決が困難な場

合もあるため、バリアフリーに対する意識・理解の向上、さらには「気付き」の醸

成につながるソフト面の「心のバリアフリー」の推進が求められています。 

 

今後の方向性 

▶ 高齢者や障がい者の方々が日常生活を送る中で感じる困難さや制約を理解し、

気付き、支え合える「心のバリアフリー」を、学校や関係機関と連携して推進して

いきます。 

▶ 荒川区社会福祉協議会等と連携して、事業の内容等を工夫し、様々な特性を

持った方が一緒に参加できるような事業等の実施に取り組んでいきます。 

▶ 「荒川区バリアフリー基本構想」に基づき、誰もが移動しやすい街づくりをさらに

推進するとともに、定期的に実施される住民検討委員会を通じて、事業の見直

しや改善に取り組んでいきます。 

▶ 障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いに意思を伝え、理解し、尊

重し合いながら安心して生活することができる共生社会の実現を推進していき

ます。 
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【心のバリアフリー】とは 

 

 様々な人々の立場を理解しようとせず、適切な行動を行わないことで、円滑な移動

や情報入手等が困難になり、平等な社会参加の機会が確保されず、差別を受ける 

人がいます。 

 私たちがそのことに気付くことが、「心のバリアフリー」の第一歩です。 

 障害のある人は、常に支援が必要だと思っていないでしょうか。また、いつも支援を

受ける側であり、支援をする側にはならないと思っていないでしょうか。 

 意識の中にこうした偏見や思い込みがあることで、人々の行動やまちの環境にバリ

アが作り出されます。 

 バリアをなくすためには、私たちの意識を改め、そのことを行動で示すことが必要で

す。 

 すべての人が平等に社会参加できる社会や環境について考え、そのために必要な

行動を続けることが「心のバリアフリー」です。 

出典：東京都「心のバリアフリー」の実践に向けたハンドブック 



[庁議説明資料・令和７年１１月１９日] 

件 名 重症心身障がい児通所支援事業者に対する補助事業の実施について 

ポ イ ン ト 重症心身障がい児通所支援事業者に対し新たに補助事業を実施する。 

内 容 

１ 現状 

・障がいのある児童の療育等を行うため、児童福祉法に規定される児童発

達支援や放課後等デイサービスが民間事業者等により実施されている。 

・重心児を対象とする事業所は、嘱託医や看護師、機能訓練担当職員が必

置であり、施設の特性上、相応のスキルをもった専門職の確保が必要と

なる。区内においては営利を目的とする法人が役割を担っている。 

・専門職の人員確保の困難さや重い人件費負担に加え、通所者の特性上休

所が多くなり収入が不安定になる場合があることなどから、重心児を対

象とする事業所数は限られている状況である。 

 

２ 重症心身障害児等を対象とする事業所の運営等における課題 

・昨今の地価上昇等に伴い賃料が高騰しており、採算に見合う物件の確保

が困難となっている。 

・専門職の採用活動費が高騰しており、新規事業所の開設時や退職発生時

などにおける人材確保に係るコストが課題となっている。 

・区内の運営事業所は、都の重症心身障害児対象事業者運営補助の補助要

件に合致しておらず、財政的に不安定になりやすい状況である。 

 

３ 対応策 

都補助の対象外となっている重心児を対象とする事業所の安定的な確保

に向け、区として補助事業を実施する。 

ア 対象者  

・重心児を対象とする児童発達支援又は放課後等デイサービス事業者 

イ 対象経費 

・賃貸借契約を締結している土地、建物及び駐車場の賃借料 

・看護職員又は機能訓練担当職員の採用活動に係る経費 

ウ 補助額 

・賃借料 ２５０千円（月額上限・補助率１/２） 

・採用活動費   

採用１人あたり２００千円（年２人を上限） 

 

４ 経費 

 令和７年度想定 ４，２００千円 

 

５ 事業開始日 

 令和７年１２月 

今 後 の 

予 定 

令和７年１１月 要綱策定、広報 

１２月 事業開始 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

個別説明 議員説明後 ― 〇 ― 

＜主管部課＞ 福祉部障害者福祉課 
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